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1.調査概要 

  



1.1 目的 

実施サイトである Sitthinan Co, Ltd の食品工場では現在工場からの廃水がオープンラグ

ーンで処理されている。本プロジェクトはこの廃水を嫌気性処理設備(EGSB)で処理する

ことでメタンガスの大気放出を抑制できる。また、メタンガスを嫌気性廃水処理により

大気にリークすることなく回収し、高効率ガスエンジン発電設備の燃料とし、発電を行

うと共に、発電した電力を工場消費(主に常時運転のエアレーションタンクの攪拌機に供

給。) に使用することにより、地方配電会社 PEA(Provincial Electricity Authority)からの購

入電力量が削減でき、グリッド電源相当分の化石燃料使用量削減による温室効果ガス削

減が可能である。更に、余剰メタンガス及び緊急時はフレアスタックを設置し、燃焼処

理することにより温室効果ガス削減が可能な設備も設置するプロジェクトである。 

 

1.2 調査の背景 

現在 Sitthinan 製麺工場では、周辺工場への異臭対策から既設嫌気性オープンラグーン

にカバーのみ施工し、定期的にブロワーで吸引しガス抜きしているが、既存処理システ

ムではメタンガス回収できておらず、メタンガスが効率的に回収できる設備を設置する

ことにより工場側は工場内消費電力の節約を要望している。これらを背景に本調査を実

施した。また、工場の拡張が計画されており新嫌気性排水設備設置による既存ラグーン

等の面積の削減効果も期待している。 

したがって、メタンガス回収が問題なく効率的に行われ、その結果、この工場にとっ

て CER の売買による利益も考慮に入れ経済性が向上するならば導入を検討する旨の要望

があり、メタンガス回収が効率的に回収でき、その結果経済性が向上することを念頭に

調査を行った。 

前述に加え、Sitthinan 製麺工場と同様な特徴を持つ食品工場及びアルコール工場が多数

あり、Sitthinan 製麺工場のために作成した PDD、設計思想(メーカーも含む)、Validation

手法等の共有化を図り、同様な工場の CDM プロジェクト化実現化させるための事業会社

を Toyo Engineering 株式会社の子会社である Toyo Thai Corp., Ltd.が設立した。その会社は

Sitthinan 工場をプロジェクトサイトとして Bio Natural Energy Company Limited（BNE）を

実施者とする。図 1.1 の通り、BNE を中心として食品工場の CDM プロジェクト実現化を

図る計画である。 
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投資 投資 投資

CDM Project 契約
共通PDD作成 共通設備設計
CDM化へのｱﾚﾝｼﾞ 機器供給、建設

BUNDLE　化

SITTHINAN 社 A-社 B-社

年間削減量：約2万ﾄﾝ 年間削減量：X　ﾄﾝ 年間削減量：Y ﾄﾝ

東洋タイ 第三者

実施体制

CDM Project　運営会社
Bio Natural Energy Company Limited 

(BNE)
住友重機

削減量：2万ﾄﾝ＋X＋Y

SITTHINAN 工場 その他候補地ｰA その他候補地ｰB

東洋タイ兼松

兼松

 

図 1.1 実施体制 

 

1.3 プロジェクトの立案 

CDM プロジェクトとして成立するために Sitthinan 製麺工場をプロジェクトサイトに選定し

た理由を以下に述べる。 

① 既設嫌気性オープンラグーンにカバーのみ施工されているが、メタンガス回収が既

存処理システムでは回収されていない。 

② 既設嫌気性オープンラグーンの悪臭対策に苦慮している。 

③ 環境規制強化に伴い、主に洗浄・精製後に排出される大量の廃水処理の更なる効率

化、有効利用を期待できる。このことにより、工場の拡張計画用の土地の確保につ

ながる。 

④ 工場は廃水処理設備（エアレーション）の電力消費分のバイオガスエネルギーへの

代替ニーズがある。 

⑤ 工場はバンコクから車で約 1 時間程度のところに位置し、アクセスがよい。 

 

1.4 事前調査 

事前調査として、廃水からのメタン回収に適用できる方法論として、3 つ(AM0013 

version3、AM0022 version3、AMS-Ⅲ.H. version3)の方法論を選定し、それぞれのベースラ

イン概要、プロジェクト活動、適用性、排出削減量を事前に比較検討し、適用性の評価

を行った。また、食品工場、アルコール工場等より排出される廃液からのメタン回収プ

ロセスとして、メタン発酵のメカニズム、国内各社のメタン発酵プロセスについて調査

を行った。 
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1.5 現地調査 

1.5.1 第 1 回現地調査概要 

(1)日程：2006 年 7 月 30 日～2006 年 8 月 3 日 

(2)調査概要： 

1) SITTHINAN CO., LTD.(STN) 
(協議内容) 
以下のポイントを協議し、工場廃水処理設備を視察した。 
－F/S 公募採択の結果報告、及び協力依頼。 
－工場所有の廃水処理設備(ラグーン)からのメタン回収 CDM プロジェクト推進協

力を両者で確認。 

－基本データ等の提出要請。 

－今後の進め方及びそのスケジュール設定。 

 
(結果) 
・以下のスケジュールで進めることで合意した。 
－8 月中： 終データを兼松へ提出。 
－8 月末：専門家による現地調査及び工場側と技術会議。 

－9 月末： 終技術スキーム決定。 

－10 月末：F/S を工場へ提出。 
－1 月末：工場側方向性協議。 

－2 月末：兼松と工場協議し、プロジェクトの方向性決定。 

・廃水処理設備は既設ポンド改造ベース、グラウンドレベルでのタンク設置、UASB

方式で検討することを確認した。 

・既存の廃水処理設備への電源等にメタンガス有効利用を工場側は期待している。 

・工場では、通常は米殻焚きボイラーを、非常用として重油焚きボイラーを現在

使用していることを確認。 

 
2) PORNVILAI INTERNATIONAL GROUP TRADING CO., LTD.(PVL) 

(目的) 
－本工場は SITTHINAN 工場より車で北に約 30 分程度のアユタヤ県にあり、本プ

ロジェクトとの Bundle 化を図り、プロジェクト効率が上昇するよう検討するた

めに視察した。 
－本工場はモラセスを原料とするエタノール生産工場(25kL/日)である。エタノー

ル需要は逼迫しており完全操業である。 

－廃水量は 300m3/d、COD濃度は約 200,000mg/lである。 

(結果) 
－Bundle 化の可能性が大いにあるため、Sitthinan 製麺工場の CDM プロジェクトの

進着に合わせ検討するものとした。 

3 



3) SIAM MODIFIED STARCH CO., LTD. 

(目的) 
－本工場は SITTHINAN 工場に隣接している。本プロジェクトとの Bundle 化を図

り、プロジェクト効率が上昇するよう検討するために視察した。 
－本工場はスターチ製造工場である。 

－廃水量は 400m3/d、COD 濃度は約 10,000mg/l である。 

 
(結果) 
－Bundle 化の可能性は低いと考えられるが、今後 CER 量を推定し検討を行うもの

とした。 

 

1.5.2 第 2 回現地調査概要 

(1)日程：2006 年 8 月 28 日～2006 年 9 月 2 日 

(2)調査概要： 

1) SITTHINAN CO., LTD.(STN) 
SIAM MODIFIED STARCH CO., LTD. 【Bundle 化対象】 

(協議内容) 
以下のポイントを協議し、工場廃水処理設備及び既存ボイラー等の詳細調査を行

った。 
－F/S、PDD 作成に必要な情報及びデータの収集、不足分は調査依頼を行った。 
－廃水処理設備(ラグーン)からのメタン利用についての議論。 

－Bundle化の可能性のある隣接工場 SIAM MODIFIED STARCH CO., LTD.との共同

事業化への議論。 

－メタン回収プロセスの議論。 

 
(結果) 
・以下のスケジュールで進めることで合意した。 
－10 月末： 終技術スキーム決定し、工場側と協議。 

－11 月末：F/S を工場へ提出。 
－12 月末：工場側 CDM プロジェクトとしての進め方協議。 

－2 月末：兼松と工場協議し、プロジェクトの推進決定。 

 
－STARCH 工場は COD 濃度が低いため、CER が低いと想定される旨説明を行い、

今回の検討対象からはずすことを決定した。 
－STARCH 工場は更にデータ必要であるため、要求を行った。 
－小規模CDMの定義として、複数のプロジェクトを 1 プロジェクト化(Bundle化)

することが可能である旨説明した。 1 プロジェクトあたりの CER は

25,000(t-CO2/y)以下(当時)であり、このサイトで適用できる可能性がある旨説明
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した(Sitthinan工場とSitthinan関係工場とのBundle化)。 

－Sitthinan 工場では BOD：<20(mg/l)、COD：120(mg/l)基準が適用される。このサ

イトの Province では BOD：<60(mg/l)、COD：400(mg/l)は適用できない旨コメン

トあった。 
－廃水の 2 系統(澱粉ライン、春雨ライン)のデータ要求を行った。 

 
2) PORNVILAI INTERNATIONAL GROUP TRADING CO., LTD.(PVL) 【Bundle 化対

象】 
(目的) 
－Bundle 化 CDM プロジェクト推進のための基本データの入手及び不足分依頼。 
－廃水量等及び既存設備(ボイラー等)の調査。 

 
(結果) 
－本工場とは、CDM プロジェクトとして兼松と進めていくことで合意し、条件等

は今後詳細な協議を行うものとした。 

 

3) THAI BEVERAGE CO., LTD.(TB) 【Bundle 化対象】 
(THAI BEVERAGE 所有の Nakom Pakom 廃水処理施設) 

(協議内容) 
－Bundle 化 CDM プロジェクト推進のための基本データの入手、不足分は調査依頼

を行った。 
－CDM プロジェクト化へ向けた内容の議論。 

 
(結果) 
－廃水量は 450m3/d、COD濃度は約 115,000mg/lである(十分事業化検討できる)。 

Bundle 化の対象として兼松と今後詳細な協議を行うものとした。 
 
4) ADI SYSTEM INC. (ADI) 【水処理メーカー】 

(目的) 
－廃水処理設備プロセスのヒアリング。 
(結果) 
－ADI の廃水処理設備技術はプロジェクトのシステムとして有力である。データ

要求を行った。 
－ADIシステムはカナダ製で、安価で、プロセス実績も多数あり。 
－パイロットプラント実績も多数あり。 

 
5) WASTE SOLUTIONS LTD.(WSL) 【水処理メーカー】 
－WSL の実績等プレゼンテーションを依頼した。 
－WSLはWaste Technology Groupのひとつである(3 グループ)。
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－基はニュージーランドの技術である。

－導入実績等の説明あり(パイロットプラントの実績多数あり)。 
－技術的特徴として以下が挙げられる。 
・Pond はライニングとカバーにプラスチック材を使った Covered In Ground 

Anaerobic Reactor (CIGAR)(タイ国)概念技術が適用される。 
・コンクリート壁は使用していない。ライニングのみである。 

－Eco Securities(シンガポール)が CDM 取引、Thai Biogas Energy 社が CDM プロジ

ェクトを運営し、その中の EPC をこの WSL 社が実施していることでアライアン

スを組んで事業運営している様子。プレゼン内容からすると、ADI 社よりも安

価な仕様である。 
 

6) DEPARTMENT OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT AND EFFICIENCY 

(DEDE) 

－タイの PDDの受付窓口であるONEP（MONRE内）がBGEMOとGreenhouse Effect 
Management Organization を本年 8 月 15 日に設立し、CDM プロジェクトの窓口業

務を正式に開始した。 
－タイでは現在 6 件プロジェクトが議会で協議開始している。 
内訳：4-バイオマスによる発電、2-廃水からのメタンガス利用(そのうち 1 件は

PDD NM0041 タイ)、バイオガス案件である。 
－CDM プロジェクトの可能性としてはバイオガスが 47%とタイ政府は予想してい

る。 
 

7) 東洋タイ TOYO-THAI CORPORATION LTD.(TTCL)  【建設担当】 

  Bio Natural Energy Company Limited. 【CDM 事業会社】 

－今後の進め方について議論。 
－東洋タイでの主業務内容につき協議(後述 ADI プロセス、及び住友重機プロセス

での EPC 見積、FEED までの展開を東洋タイのスコープとし、詳細は後日決定

することとなった。) 
－Bundle 化への候補地情報入手を依頼した。 
－事業化への協力依頼を行った。 
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2.プロジェクト評価統括 



2.1 タイの CDM プロジェクトに関する現状(環境) 

2.1.1 タイの CDM プロジェクトへの期待度（DEDE のヒアリングより） 

タイでの CDM プロジェクトの可能性を図 2.1.1 に示す。再生可能エネルギーである

バイオガスの有効利用はタイでの CDM プロジェクトとして非常に高い可能性を持っ

ていることが謳われている。よって、CDM プロジェクトとして現在遂行している本

プロジェクトのようなバイオガスの有効利用への期待が大きいといえる。 

Potential of CDM Projects in Thailand 

≫ Combustion efficiency improvement ;  

≫ Waste to energy i.e. LFG. 

≫ Boiler improvement ; 

≫ Production process improvement ;  

Biofuel ; 

≫ Fuel Switching i.e. Oil to NG (such as CNG, Gas-fired PP.), Oil to  

≫ RE : i.e. Biomass, Biogas, Solar, Biofuels ; 

・According to the NSS CDM for Thailand High potential of CDM projects are 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1 タイでの CDM プロジェクトの可能性 

(出典) DEDE 

 

タイでの部門別バイオガスの可能性を図 2.1.2 に示す。本プロジェクトは“food”部

門の一つとしてすでに認識されており、この結果政府に認識されていると共にバイオ

ガスの有効利用が期待されている。 

 

starch food palm rubber Paper ethanol Farm scale

199 53 13 44 15 115 37

Estimate Biogas production by sector
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heavy fuel

oil

(m.litres)

Biogas Potential

377
(77 plants)

100
(108 plants)

25
(44  plants)

84
(87  plants)

29
(23  plants)

218
(24  plants)

70
(>2100 plants)

Continuous : promotion and
clearly of biogas industry ,

thermal 200 Ktoe

Capac ity gas
(M.㎥/year )

188 Ktoe

108 Ktoe

12 Ktoe

14 Ktoe

41 Ktoe

35 Ktoe

50 Ktoe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2 タイでの部門別バイオガスの可能性 

(出典) DEDE 
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2.1.2 タイの再生可能エネルギーの現状 

2004 年度の経済部門によるエネルギー消費量を図 2.1.3 に示す。本プロジェクトが

該当する製造業部門は全体のエネルギー消費量の 36.1％を占めており更なる削減が期

待されていると共に、実際に方法論 AM0022 の基となった“Korat Waste to Energy 

(KWTE) Project in Thailand”などのプロジェクトが遂行しており、現在製造業部門のエ

ネルギー消費量削減が期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energy Consumption by Economic Sectors(2004)

RESIDENTIAL
14.2%

CONSTRUCTION
0.5%

MINING
0.2%AGRICULTURE

5.7%

COMMERCIAL
5.6%

MANUFACTURING
36.4%

TRANSPORTATION
37.4%

37.1% 

36.1%

図 2.1.3 2004 年度の経済部門によるエネルギー消費量 

(出典) DEDE 

 

政府の再生可能エネルギー政策を図 2.1.4 に示す。2002 年の 0.5%に対して、2011 年

は 8%を予想しており、大幅な伸びを期待されている。よって、エネルギー政策とし

て再生可能エネルギーに対する期待が大きいといえる。 

(6,657 KTOE) 

Commercial
Energy
81%

TE
11%

NRE
8%

Commercial
Energy
83.0%

TE
16.5%

NRE
0.5%

2011
83,206 KTOE

(265 Ktoe)
2002

52,939 KTOE

Renewable Energy Policy

TE   = Traditional Energy
NRE = New & Renewable Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4 政府の再生可能エネルギー政策 

(出典) DEDE 
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2.1.3 タイの CDM の承認体制 

再生可能エネルギーに関する CDM プロジェクトを所轄しているエネルギー省の

DEDE(Department of Alternative Energy Development and Efficiency)からの情報によると、

DNA である環境省傘下の ONEP(Office of Natural Resources & Environmental Policy and 

Planning)(MONRE 内)が再編成されキャビネット内に BGEMO(Board of Greenhouse 

Effect Management Organization)と Greenhouse Effect Management Organization が 2006 年

8 月 15 日に設立された。なお、BGEMO は、CDM プロジェクトの性質に従い 5 分科

会に分けて活動する組織となっている。ただし、調査時点の担当者のコメントとして

は、今後事務所の整備、メンバーを確定し、2007 年の 1 月ごろ実質の活動を開始する

とのことであった。その後の調査により MONRE(天然資源環境省)の天然資源環境大

臣が委員長となり、2006 年末には、実施部隊の人選も完了するとのことであった。2007

年よりのその実質の活動を期待している。タイの CDM の承認体制(暫定版)を図 2.1.5

に、図 2.1.6 に CDM 管理部門を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.5 タイの CDM の承認体制(暫定版) 

BGEMO
(Board of Greenhouse Effect Management Organization)

National Board on Climate Change

Greenhouse Effect
Management Organization

Chaired by CDM CEO
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Acknowledge the
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Approval
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15 days
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National Board on Climate Change

Strategic Policy on Sink

Chair－MONRE minister
Secratariat-CDM CEO

Chair          - PM/Deputy PM
Co-Chair     - MONRE minister
Secretariat  - ONEP

Analytical
Unit

Registration
/Information

Centre

Promotion
Marketing
& Trading

Unit

Monitoring
Unit

Capacity
Building

Unit

Strategic Policy on Source

Greenhouse Effect Management Organization(Chair-CDM CEO)

Board of Greenhouse Effect Management Organization (BGEMO)
・Policy on CDM in Thailand
・CDM Criteria and Approval Process
・PDD Analysis for Approval
・Control Trading of Certified Emission Reductions: CERs
・Promote markets, Investments, and CERs trading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.6 CDM 管理部門 

(出典) DEDE 
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2.1.4 CDM プロジェクトにおけるバイオガスの位置づけ 

タイでの期待される CDM プロジェクトの内訳を図 2.1.7 に示す。バイオガス利用に

よるものが約半分に相当する 47%を占めており、CDM プロジェクトとして、バイオ

ガスの有効利用が適していることが認識され、事業化が期待されている。また、CDM

プロジェクトとして可能性が高いことを事業主も認識しており、政府としても今後の

進展を期待している。 

 

Thailand CDM projects in pipeline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.7 タイでの CDM プロジェクトの内訳 

(出典) DEDE 

 

タイでは現在 6 プロジェクトが訴追処理の CDM プロジェクトとしてキャビネット

で承認のため現在待機中である。その内訳は 4 件-バイオ発電、2 件-廃水からのバイオ

ガス利用案件である。2 件-廃水からのバイオガス利用案件のうちの 1 件は“Korat Waste 

to Energy (KWTE) Project in Thailand”であり、今後キャビネットで承認されることに

よって、同様の手法(UNFCCC 承認方法論 AM0022 vervion3)を用いることで、本プロ

ジェクトがタイを含む東南アジア諸国に貢献できる。本プロジェクトも同様のバイオ

ガス利用案件であるので、その動向に注目している。 

 

 

Source: ONEP march 2006 
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2.1.5 普及効果 

表 2.1.1 に記載している通り、多数の食品関係の CDM プロジェクトの可能性をもつ

サイトが存在する。よって、本プロジェクト実現により、環境対策が進むのであれば、

他のサイト、タイ全体にも普及するものと考えられる。現在すでにこの中の数社が本

プロジェクトに非常に興味を持っており、協議を行っている。よって、普及可能性を

実現する環境は十分に整っている。 

表 2.1.1 普及可能性のあるサイト 
pH BOD Type Quantity/    

year
Type Size 

(Ton)
1 Malee Sampran Public 

Company Limited
Canned Goods of  
Fruit & Vegetable

AP+AF+AS 1,200 5.86 5,555 Fuel 
Oil

327,760 7,659,420 Boiler 25

2 Pranburi Fruit 
Industrial Company 
Limited

Production of  Canned 
Pineapple and Canned 
Herbals

AL - 9 - - - - - -

3 Tipco Foods Company 
Limited

Production of  Canned 
Pineapple

AS 3,000 5-6 2,500 Fuel 
Oil

6,600,000 9,000,000-    
12,000,000

Boiler 39

4 Food Chiangmai 
Industry Company 
Limited

Production of Fruit & 
Vegetable Beverage 
Canned Goods

Plant Sprying 70 - - - - - - -

5 Saha Prachin Food 
Industry Company 
Limited

Production of Fruit & 
Vegetable Beverage 
Canned Goods

AL 50 45 100-
200

Fuel 
Oil

1,300,000 300,000-     
360,000

Boiler 5.5

6 Royal Agriculture 
Company Limited

Production of Fruit & 
Vegetable Beverage 
Canned Goods

AL 300 5.5 - Fuel 
Oil

240,000 1,800,000 Boiler 22

7 Siam Numhong 
Product Company 
Limited

Production of Fruit & 
Vegetable Beverage 
Canned Goods

- 600-800 4-5 1,000 Fuel 
Oil

1,800,000 1,300,000 Boiler 10

8 Nuboon Company 
Limited

Production of Fruit 
Beverage Canned 
Goods

AS 50-60 5-7 400-
500

Fuel 
Oil

130,000 1,300,000 Boiler 4

9 Kanokwan Foods 
Company Limited

Coled Containers of  
Steamed and Pickled 
Bamboo Shoot

Stagnation 
Pond

1 - - Fired 
Wood

288 6,000 Furnac
e

-

10 Save Choice Product 
Company Limited

Canned Coconut 
Cream and Canned

Aeration 200 - 1,800 Fuel 
Oil

500,000 1,554,930 Stream 
Boiler

5

11 Ampol Foods 
Processing Company 
Limited

Canned Coconut 
Cream and Canned 
Seasonal Fruits

AS+AF 100 6.29 - Fuel 
Oil

96,000 - Boiler 8.8

12 Kornthai Company 
Limited

Canned Coconut 
Cream

AEROBIC 
PROCESS

- - 2,000 Fuel 
Oil

430,000 - Boiler 10

13 Theppadungporn 
Coconut Company 
Limited

Canned Coconut 
Cream and Canned 
Seasonal Fruits

AS+AP 500 6.25 4,000- 
    

8,000

Palm 
Bunch, 
Fired 
Wood

- 6,000,000 Boiler 6

14 Thai Agri Food 
Company Limited

Fruit & Vegetable 
Beverage Canned 
Goods

BBR 130-150 6.4 - Fuel 
Oil

386000 300000 Boiler -

15 Siambisen 
Commercial Company

Fruit Beverage 
Canned Goods

AL 70 - - Fuel 
Oil

144000 210000 Boiler 9.5

16 Erawan Foods 
Company Limited

Fruit & Vegetable 
Beverage Canned 
Goods

OP+AL 90 - - Fuel 
Oil

350000 500000 Boiler 10

17 Amnuay Charern Thai 
Fruits Company

Fruit Beverage 
Canned Goods

Plant Sprying 30 - - Fired 
Wood

144,000 72,000 Boiler 2

18 Phokin Panit Lomsak Closed Containers of 
Bamboo Shoot

Aeration - - - Cornco
b

2,880-       
5,760

6,000 Bambo
o 

Shoot 
Stream 
Furnac

-

19 Great Food Company 
Limited

Dried Fruits AL 300 4 8,000 Fuel 
Oil

1,600,000 150,000-       
200,000

Boiler 22.5

20 Fruits Union Siam 
Company Limited

Canned Preserved 
Pineapple

1 Stagnation
 Pond 
(ปลอยซมึ)

- - - Fuel 
Oil

144,000 24,000-      
30,000

Boiler 1

21 Pranburi Pineapple 
Canning Company 
Limited

Canned Pineapple Anaerobic&  
Aerobic 
Process

750 5 5,000 Fuel 
Oil

- 5,431,667.76 Boiler -

22 Dole ( Thailand ) 
Company Limited

Fruit & Vegetable 
Beverage Canned 
Goods

Anaerobic 3,400 6.2 1,340 Fuel 
Oil

4,850,000 30,478 Boiler 32

23 Food and Drinks 
Company Limited

Fruit & Vegetable 
Beverage Canned 
Goods

AL 600 6 320 Fuel 
Oil, 

Sawdu
st

840,000 2,400,000 Boiler 13.5

24 Northern Food 
Company Limited

Fruit Beverage 
Canned Goods

Anaerobic 
Process& 
Aeration

920 5-6 600-    
6,000

Fuel 
Oil

- 761,500 Boiler 4.5

25 Agro-on Company 
Limited

Vegetable Beverage 
Canned Goods

Aeration 40 4.9 321 Fuel 
Oil

312,000 3,600,000 Boiler 5

26 Thai Agri Food 
Company Limited

Canned Coconut 
Cream

Aeration+Sta
gnation Pond

70 - - Fuel 
Oil

72,000 480,000 Boiler 10

27 Thai Cosmos Foods 
Company Limited

Dried Fruits AL 150 6.5 313 Fuel 
Oil

180,000 4,200,000 Boiler 1.5

28 Queen Product 
Company Limited

Jelly Sweets, Ready 
Made Jeely , Candy 
and Vegetable

Pathumtan
i

10,362,245.00 Queen Product 
Company Limited

AS 10 4-4.5 5,000- 
     

10,000

Fuel 
Oil

57,600 720,000-   
900,000

Boiler 1

29 UFC Company Limited Fruit & Vegetable 
Beverage Canned 
Goods

AL 300 6.2 425 Fuel 
Oil

576,000-     
720,000

900,000 Boiler 9

30 Union Frost Company 
Limited

Frozen Vegetable and 
Fruit

AL 200-300 6.2 425 Fuel 
Oil

144,000 1,800,000 Boiler 4

31 Durian Kwan Mae 
Lamom

Production of  
Preserved Durian

Anaerobic 
Process

- - - - - 180,000 - -

32 Doi Kham Product 
Company Limited

Production of Fruit & 
Vegetable Beverage

ANFF 80-150 4.2-
4.6

- Fuel 
Oil

144,000-    
350,000

600,000- 
1,200,000

Boiler 10

33 Murch Foods Product 
Company Limited

Canned Coconut 
Cream and Coconut

Anaerobic+A
erobic

40 5.1 1,480 Fuel 
Oil

- 12,000 Boiler -

34 Chiangmai Sin Kaset 
Ngoe Limited 
Partnership

Fruit  Beverage 
Canned Goods

AS 80 - - Fuel 
Oil

1,800,000 1,800,000 Boiler 11

35 Chiangmai Burapa 
Flozen Company 
Limited

Frozen Vegetable and 
Fruit

No 
Treatment 
System

- - - - - 1,536 -

36 The Thai Pineapple 
Public Company 

-

Limited

Production of Canned 
Pineapple and Pine 
Apple Juice

AS 3,000 3-4 1,000- 
   

2,000

Fuel 
Oil

5,000,000 12,000,000 Boiler 40

37 Lampang Foods 
Product Company 
Limited

Fruit & Vegetable 
Beverage Canned 
Goods

AS 200-300 5.23 1,350 Fuel 
Oil

57,500 120,000-     
100,000

Boiler 8

38 V. Magic Industrial 
Company Limited

Canned Herbals Chantaburi 0.00 V. Magic Industrial 
Company Limited

No 
Treatment

- - - Fired 
Wood

252 30,000-       
36,000

Boiler -

39  E. N. G. Intertrade 
Limited Partnership

Production of Dried 
Fruits

AP - - - - - 60,000 - -

40 Pranburi Pineapple  
Co.,Operative 
Company Limited

Production of 
Preserved Pineapple

AP - - - Fuel 
Oil

144,000 42,000-        
60,000

Boiler 2

41 Sageongchai 
Company Limited

Closed Containers of 
Bamboo Shoot

- - - - Fired 
Wood

- 24,000 Boiler -

42 Agriculturist develop 
agriculture 
Occupation Group

Canned Goods of 
Vegetable

Stagnation 
Pond

- - - - - 4,200-4,800 - -

43 Arunsri Phuechpol 
Chiangmai Company 
Limited

Dried Fruits AP - - - - - 120,000-       
180,000

- -

44 Mr.Anusak  
Ausdornsak

Closed Containers of 
Bamboo Shoot

No 
Treatment

- - - - - 12,000 - -

45 Supun Aloevera 
Company Limited

Canned Herbals No 
Treatment

- - - Fired 
Wood

50,000 Baht 18,000 Boiler 0.5

46 Lengheng Agri Foods Canned Goods of  AP - - - Fuel 180,000-   420,000-       
Company Limited Fruit & Vegetable Oil 240,000 540,000

Boiler -

Characterist
ic of 

Existing Fuel Electricity 
Demand       

kWh/y

Energy 
Equipment

Ite
m

Company Name Manufacturing 
Type

Location Asset Owner's Name Existing 
WWTP

WWTP 
Flowrate/    

  day
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2.2 適用される方法論 

2.2.1 承認されている方法論の比較 

廃水からのメタン回収プロジェクトに関する方法論について調査した結果、以下の

3 つの方法論が CDM 理事会において承認されている。 

 

①AM0013 version3(基となった新方法論：NM0038、NM0039、NM0085) 

“Forced methane extraction from organic waste-water treatment plants for 

grid-connected electricity supply” 

②AM0022 version3(基となった新方法論：NM0041-rev2) 

“Avoided wastewater and on-site energy emissions in the industrial sector” 

③AMS-Ⅲ.H. version3 

“Methane Recovery in Wastewater Treatment” 

 

AM0013 にて本プロジェクトを検討する予定であったが、2006 年 5 月時点で本方法

論の変更が発表され AM0013 version3 と改定され、ベースラインのメタン換算率が変

更され CER の初期目的量は期待できなくなった。この背景から本調査での事業化への

条件として、AM0013 version3 より大きな CER 獲得量が可能な方法論を抽出作成せね

ばならない状況下になった。よって、3 つ(AM0013 version3、AM0022 version3、

AMS-Ⅲ.H. version3)の方法論を選定し、本プロジェクトをあてはめてシミュレーショ

ンし検討した。また、3 つの方法論のメリット、デメリットを示し、本プロジェクト

で選定する方法論を決定した。 

 

(1) 同条件での排出削減量の比較 

1)前提条件 

各方法論での排出削減量に使用する前提条件を表 2.2.1 に示す。 

 

表 2.2.1 前提条件 
項目 値 単位 備考 

メタン回収対象ラグーン Pond1 - 既設嫌気性 
オープンラグーン 

ラグーン深さ ～3.5 m AM0013 version3 に適用 
廃水量 1,800 m3/d 年平均(表 4.3.1 参照) 
工場から排出される廃水 COD 濃度 8,900 mg/l 客先水質分析結果 

(表 4.3.2 参照) 
プロジェクト稼動日数 350 日/年 表 4.4.6 参照 
タイ周囲平均温度 28.8 ℃ AM0013 version3 に適用 
既設嫌気性ラグーンの有機物質 
除去率 

85 % AM0022 version3 に適用 
(添付資料-5 参照) 

新設嫌気性廃水処理の有機物質 
除去率(RNAWTF) 

90 % 全てに適用 
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2)ベースライン排出量の比較 

ベースライン排出量を、前提条件を基に算出し、算出結果を表 2.2.2、その結

果のメリット、デメリットを表 2.2.3 に示す。 

 

①AM0013 version3 Baseline emissions 算出式 

Baseline emissions from open lagoons 

= Total CODavailable,m * Bo * MCF baseline * GWP_CH4 

= (1,800 * 350 * 8.9) * 0.21 * 0.403 * 21 = 9,965 (t-CO2e/yr) 

 

②AM0022 version3 Baseline emissions 算出式 

ECH_4 lagoons = Mlagoon_anaerobic * EFCH4 * GWPCH4 / 1,000 

= 4,723,600 * 0.2143 * 21 / 1,000 = 21,257 (t-CO2e/yr) 

Mlagoon_ anaerobic = Mlagoon _ total − Mlagoon_ aerobic − Mlagoon _ chemical _ ox − Mlagoon _ deposition

= 4,765,950 − 42,350 − 0 − 0 = 4,723,600 (kg COD/yr) 

Mlagoon_ total = Mlagoon _ input * Rlagoon  

= (1,800 * 350 * 8.9) *0.85 = 4,765,950 (kg COD/yr) 

 

③AMS-Ⅲ.H. version3 Baseline emissions 算出式 

MEy,ww,untreated = Qy,ww * CODy,ww,untreated * B Bo,ww * MCFww,untreated * GWP_CH4 

= (1,800 * 350) * 8.9 * 0.21 * 0.5 * 21 = 12,364 (t-CO2e/yr) 

表 2.2.2 ベースライン排出量算出結果 
項目 単位 AM0013 version3 AM0022 version3 AMS-Ⅲ.H. version3 

メタン変換 
係数(MCF) 

- 0.5*0.905*0.89 
=0.403 

0.85(Rlagoon)※ 0.5 

MCFの出典先 - MCFbaseline,m 
=fd*ft,monthly*0.89 
深さ：fd=0.5、 
温度：ft,monthly=0.905
が関係する。 

ラグーンで除去さ

れる合計有機物質

プロジェクト 
特定係数 

0.5 のデフォルト値が

提案されている。 

大メタン 
生成係数(Bo) 
メタン排出 
係数(EFCH4) 

kg CH4/ 
kg COD 

0.21 
(IPCC 保守値) 

0.2143 
(メーカー導入実績

／経験値) 

0.21 
(IPCC 保守値) 

ベースライン

排出量 
t-CO2e/yr 9,965 21,257 12,364 

 
※ 本調査では既設嫌気性ラグーンのCOD除去率を確認するため、現地廃水処理メ

ーカーであるGoshu Kohsan Co., Ltdに依頼して、既設嫌気性ラグーンの廃水分析

を行った。その結果、本プロジェクトの既設嫌気性ラグーンの有機物質除去率

Rlagoon ＝ (4,718－694)／4,718＝0.852≒0.85を採用するものとした(添付資料-5参

照)
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表 2.2.3 ベースライン排出量算出結果によるメリット、デメリット 
項目 AM0013 version3 AM0022 version3 AMS-Ⅲ.H. version3 

メリット ・ラグーンの深さ、

温度も考慮でき

る。 

・Rlagoonはプロジェ

クト特有の係数

を設定できる。 
・プロジェクト実施

者でEFCH4を設定

できる。 

 

デメリット ・MCF が低く設定

されるため、ベ

ースライン排出

量が少なく推定

される。 
・Boは 0.21 kg 

CH4/kg CODしか

適用できない。 

・単純でない単純で

ない糖類を含む

廃水に適用しよ

うとする場合、
0.21 kg 
CH4/kgCODとは

異なるメタン排

出係数を推定し、

これを使用せね

ばならない。 
・好気性表面酸化、

化学酸化、沈澱に

よる除去率を考

慮しなければな

らない。 

・MCF=0.5 が設定さ

れているため、ベー

スライン排出量が

少なく推定される。 
・Boは 0.21 kg CH4/kg 

CODしか適用でき

ない。 

CER 評価 △ ◎ ○ 
 

3)プロジェクト排出量、排出削減量の比較 

プロジェクト排出量を、前提条件を基に算出し、算出結果を表 2.2.4、その結

果のメリット、デメリットを表 2.2.5 に示す。 

①AM0013 version3 Baseline emissions 算出式 

Project emissions from open lagoons = CODdig_out * Bo * MCF dig_out

= (1,800 * 350 * 0.89) * 0.21 * 0.403 * 21 = 996 (t-CO2e/yr) 

バイオ消化槽からの物理的な漏れ：15% 

= (1,800 * 350 * 8.9) * 0.21 * 0.403 * 21 * 0.15= 1,495 (t-CO2e/yr) 

 

②AM0022 version3 Project emissions 算出式 

E CH_4 lagoons = Mlagoon_anaerobic * EFCH4 * GWPCH4 / 1,000 

= 434,245 * 0.2143 * 21 / 1,000 = 1,954 (tCO2e/yr) 

Mlagoon_ anaerobic = Mlagoon _ total− Mlagoon_ aerobic− Mlagoon _ chemical _ ox− Mlagoon _ deposition

= 476,595 −  42,350 −  0 −  0 = 434,245 (kg COD) 

Mlagoon_ input = Minput _ total * (1−  RNAWTF ) 

= 5,607,000 * (1−  0.9 ) = 560,700 (kg COD/yr) 

Mlagoon_ total = Mlagoon _ input * Rlagoon = 560,700 * 0.85 = 476,595 (kg COD/yr) 
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不完全燃焼排出からのメタン排出量 

ECH4 _ IC +Leaks = ∑Vr  * CCH 4 _ r * (1−  fr) * GWPCH 4

= 2,018,520* 0.0005357* (1− 0.98) * 21 

= 454 (tCO2e/yr) 

 

③AMS-Ⅲ.H. version3 Project emissions 算出式 

PEy,ww,treated = Qy,ww * CODy,ww,treated * Bo,ww * MCFww * GWP_CH4 

= (1,800 * 350) * 0.89 * 0.25 * 0.5 * 21 = 1,472 (t-CO2e/yr) 

捕集とフレアシステムでのメタン放出を通じての排出量 

PEy,fugitive,ww = (1 – CFEww) * MEy,ww,untreated * GWP_CH4 

= (1 – 0.9) *(1,800 * 350 * 8.9 * 0.21 * 0.5) * 21=1,236 (t-CO2e/yr) 

 

表 2.2.4 プロジェクト排出量、排出削減量算出結果 
項目 単位 AM0013 version3 AM0022 version3 AMS-Ⅲ.H. version3 

廃水処理での

メタン回収と

燃焼装置の捕

集とフレア効

率 

- 0.85(消化槽) 
0.99(フレア) 

0.98(フレア) 0.9(捕集+フレア効率)

廃水処理での

メタン回収と

フレア効率の

出典先 

- IPCC 
ガイドライン 

(証明できる測定機

器を供給) 

プロジェクト 
特定係数 

デフォルト値 

プロジェクト

池排出量 
t-CO2e/yr 996 1,954 1,472 

 
捕集とフレア

システムでの

メタン放出排

出量 

t-CO2e/yr 1,495 454 1,236 
 

プロジェクト

排出量合計 
t-CO2e/yr 2,491 2,408 2,708 

 
排出削減量 t-CO2e/yr 7,474 18,849 9,656 
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表 2.2.5 プロジェクト排出量、排出削減量算出結果によるメリット、デメリット 
項目 AM0013 version3 AM0022 version3 AMS-Ⅲ.H. version3 

メリット ・証明できる測定

機器を供給すれ

ばプロジェクト

排出量は少なく

推定される(15%
ロス)。 

・既設嫌気性ラグー

ンの有機物質除

去率をカウント

できる(バウンダ

リー内)。 
・フレア効率はプロ

ジェクト特定係

数を使用できる。

 

デメリット ・排出削減量が少

なく推定され

る。 

・好気性表面酸化、

化学酸化、沈澱に

よる除去率を考

慮しなければな

らない。 

・MCF=0.5 であるた

め、排出削減量が少

なく推定される。 
・廃水処理でのメタン

回収と燃焼装置の

捕集とフレア効率

が0.9のデフォルト

値で決定している

(10%はロス)。 
CER 評価 △ ◎ ○ 
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(2) 適用性の確認 

1) AM0013 version3 適用条件と本プロジェクトの適用性 

AM0013 version3 適用条件と本プロジェクトの適用性について表 2.2.6 に示す。 

表 2.2.6 M0013 vervion3 適用条件と本プロジェクトの適用性 
AM0013 vervion3 適用条件 本プロジェクトの適用性 

・既存の廃水処理システムは活性な、即ちメタ

ン発生の活発な、嫌気条件を有するオープン

ラグーンシステムであり、以下の条件を満た

す場合： 

いいえ 
本プロジェクトのラグーンシス

テムはカバーを施工されており、

オープンラグーンシステムでは

ない。 
-オープンラグーンの深さが少なくとも 1m； はい 

嫌気性ラグーンの深さは 3.5m で

ある。 
-オープンラグーンの温度は 10℃を超える。 はい 

嫌気性ラグーンの温度は 30℃以

上である。 
-有機物のオープンラグーンにおける滞留時間

は少なくとも 30 日である。 
いいえ 
有機物のオープンラグーンにお

ける滞留時間は～10 日である。

・プロジェクト活動により発生した汚泥は何ら

かのメタン発生を防止するため土壌への施肥

までオンサイトに保管しない。 

はい 
汚泥はオンサイトへ保管してお

らず、処理されている。 
 

本プロジェクトの対象嫌気性ラグーンはカバーが施工されていることから、

オープンラグーンシステムではない(添付資料-6参照)。よって、AM0013 version3

の適用条件(オープンラグーンシステムであること)を満たしていない。また、仮

にオープンラグーンシステムに関する条件が適用できたにしても、有機物のオ

ープンラグーンにおける滞留時間が少なくとも30日の適用性に関して、嫌気性

オープンラグーン(Pond 1)の滞留時間は10日以内と適用できていない。よってこ

のことより本プロジェクトでは方法論AM0013 version3は適用できないと考えら

れる。 

 

17 



2) AMS-Ⅲ.H. version3 適用条件と本プロジェクトの適用性 

AMS-Ⅲ.H. version3適用条件と本プロジェクトの適用性について表2.2.7に示す。 

表 2.2.7 MS-Ⅲ.H. version3 適用条件と本プロジェクトの適用性 
AMS-Ⅲ.H. version3 適用条件 本プロジェクトの適用性 

(ⅲ) 既存の嫌気性廃水あるいは汚泥処理シス

テムへのメタン回収と燃焼の導入。 
はい 
既存の嫌気性廃水処理システム

へのメタン回収と燃焼設備の導

入である。 
3.この分野は年間の排出削減量が 25,000t-CO2換

算以下のプロジェクト活動に適用可能であ

る。 

はい 
排出削減量が約 9,656 t-CO2換算

である。 
もしプロジェクト活動による削減排出量が、ク

レジット期間中のどの年も 25,000t-CO2換算と同

量を超えない場合は、ある年の年間排出削減量

の上限を 25,000t-CO2換算とする。 

はい 
プロジェクト期間を通じて一定

で排出削減量が約 9,656 t-CO2換

算である。 
Ⅰ.D.  
1.このカテゴリーは、少なくとも一つの化石燃料

または再生可能でないバイオマスによる発電

ユニットにより供給されている、または、供

給されていたであろう配電システムに電力を

供給する再生可能発電ユニット、例えば太陽

電池、水力、潮力／波力、風力、地熱及びバ

イオマスによるものである。 

はい 
配電システムに電力を供給する

(自己消費による配電システムの

電力の供給量を削減する)再生可

能発電ユニットである。 

2.もし追加されるユニットが再生可能と再生可

能でない構成要素(例えば、風力／ディーゼル

混在ユニット)を含むならば、小規模 CDM プ

ロジェクト活動に対する 15MW という適用上

限は再生可能部分のみに適用される。もしユ

ニットが再生可能であるバイオマスとそうで

ないバイオマスを混焼するならば、ユニット

全体の能力は 15MW を超えないものとする。

はい 
本プロジェクトの発電規模は

0.75MW であり、適用上限を超え

ない。 

この結果、適用条件を満足できるため、このプロジェクト活動に適用可能で

ある。ただし、AMS-Ⅲ.H. version3 は小規模であり適用可能であるが、係数が

保守的であるために CER 獲得量が少ない。 
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3) AM0022 vervion3 適用条件と本プロジェクトの適用性 

AM0022 vervion3適用条件と本プロジェクトの適用性について表2.2.8に示す。 

表 2.2.8 AM0022 vervion3 適用条件と本プロジェクトの適用性 
AM0022 vervion3 適用条件 本プロジェクトの適用性 

本方法論は既存の工業的溜ラグーン式水処理設

備に嫌気性処理システムを導入するプロジェク

トで、次の条件において適用可能である： 

はい 
既存の工業的溜ラグーン式水処

理設備に嫌気性処理システムを

導入するプロジェクトである。

・プロジェクトでは高有機物負荷の既存のラグ

ーンによる工業廃水処理設備に対して実行さ

れる； 

はい 
工業(食品廃水)の廃水処理設備

に対して実行する。 
・廃水は単純な有機化合物、単糖類を含有する。

本方法論を単純でない糖類を含む廃水に適用

しようとする場合、0.21 kgCH4/kgCODとは異

なるメタン排出係数を推定し、これを使用せ

ねばならない； 

はい 
本プロジェクトの食品廃水は単

純でない糖類を含む廃水である

が、技術供給者を予定している

住友重機械工業は食品廃水を専

門とし、導入実績、経験値より、

0.2143 kgCH4/kgCODのメタン排

出係数を使用する。 
・本方法論は既存の廃水処理設備の改善にのみ

適用可能である。建設される新規設備ないし

は現在の処理容量拡大のために新設される場

合には適用できない； 

はい 
既存の廃水処理設備の改善であ

る。プロジェクトサイトで建設

される新規設備はない。また、

現在の処理容量拡大される予定

はない。 
・嫌気性ラグーンの深さは少なくとも 1m であ

ること； 
はい 
嫌気性ラグーンの深さは 3.5mで

ある。 
・嫌気性ラグーンの温度は常に少なくとも 15℃
であること； 

はい 
嫌気性ラグーンの温度は 30℃以

上(廃水出口)である。 
・プロジェクトにおいては嫌気性処理システム

によって回収されたバイオガスは、燃焼放散

されそして/あるいはオンサイトで熱そして/
あるいは発電に使用され、余剰分は燃焼放散

されること； 

はい 
回収されたバイオガスは、フレ

ア燃焼され、オンサイトで発電

に使用され、余剰分は燃焼放散

される。 
・廃水処理設備に使用される熱及び電力の単位

投入量はプロジェクト導入前後において大き

くは変化しないこと； 

はい 
電力の単位投入量はプロジェク

ト導入前後において大きくは変

化しない。 
・関連するモニタリング方法論において必要な

データが完備していること。特に対象とする

処理池の流入、流出有機物質ならびに異なる

除去システムの寄与は計測ないしは推定によ

り定量化できること。 

はい 
関連するモニタリング方法論に

おいて必要なデータが完備す

る。 

この結果、適用条件を満足できるため、このプロジェクト活動に適用可能で

ある。 
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(3) 類似案件との比較 

AM0022 vervion3の基となっているNM0041-rev2“Korat Waste to Energy 

(KWTE) Project in Thailand”と本プロジェクトとの共通点を以下に述べる。 

・タイで実施されている。 

・実施サイトがキャッサバを原料としたタピオカ澱粉工場を対象にしている。 

・既存の工業的溜ラグーン式水処理設備に嫌気性処理システムを導入する。 

・プロジェクトバウンダリーが既設嫌気性ラグーンも対象として含んでいる。 

同種のプロジェクトとの方法論を適用することにより、プロジェクト実現のメ

リットが大きいと考えられる。 

 

(4) プロジェクト活動の比較 

1) AM0013 vervion3 のプロジェクト活動 

オープンラグーンからのメタン排出が以下の処理選択肢かそれらの組み合わ

せによって防止される： 

・廃水中の有機物の大部分を処理するため、既存の廃水処理プラントにバイ

オガス抽出機能を持った嫌気性消化設備を設置する。この場合、オープン

ラグーンから密閉タンク中ないしは類似の技術による加速メタン発生へと

プロセスが変更される。抽出されたバイオガスは燃焼放散されるか発電

and/or 熱発生に使用される。このように大気放散するメタンは削減され、

また回収メタンを燃焼放散せずにグリッド電力や化石燃料消費を代替する

ことに寄与し、さらに GHG 排出を削減する。嫌気性消化装置から処理後

に発生する残渣は脱水して土壌に施肥されるか嫌気性ラグーンに供給され

る。 

・スラッジは脱水し土壌に施肥により好気条件で処理される。 

 

2) AMS-Ⅲ.H. version3 のプロジェクト活動 

プロジェクト活動排出は以下で構成される。 

(ⅰ) CO2排出量がプロジェクト活動設備によって使われた電力が関連する。

ケースとしてグリッド電力あるいはディーゼル燃料使用のための排出

係数はカテゴリーＩ.D.で記述されるように計算されるべきである。 

(ⅱ) 廃水処理の非効率と処理された廃水での分解性有機炭素の存在を通し

てのメタン排出量。 

(ⅲ) 処理システムによって生成された 終汚泥の腐食からのメタン排出量。 

(ⅳ) 捕集とフレアシステムでの非効率を通してのメタン放出排出量。 

(v) 処理された廃水の流出で分解されたメタンの結果として生じているメ

タン排出量。 
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3) AM0022 vervion3 のプロジェクト活動 

プロジェクト活動は既存のラグーン方式の工業有機廃水処理システムに新嫌

気性廃水設備を導入することを想定している。 

この新嫌気性廃水設備によって部分的に処理された廃水は既存のラグーンシ

ステムに供給される。このようにして廃水処理全体からのメタン排出が削減さ

れる。嫌気性廃水処理設備によって回収されたバイオガスは熱 and/or 発電に使

用され、熱 and/or 発電に使用する化石燃料を代替するか、電力グリッドからの

電力消費を削減することによって炭酸ガス排出を削減する。余剰バイオガスは

燃焼放散される。 

 

3 つの方法論のプロジェクト活動を比較して、AM0013 vervion3 の基となったプロ

ジェクト(NM0038、NM0039、NM0085)はプロセス変更され、発電は自家消費にも、

グリッドにも適用されている。ただし、前述のように適用条件を満たしていない。 

AM0022 vervion3 の基となったプロジェクト(NM0041ver2)では発電は自己消費で、

余剰メタンは燃焼放散される。プロジェクト活動は既存のラグーン方式の工業有機

廃水処理システムに新嫌気性廃水設備を導入することを想定している。処理後の廃

水は既存のラグーンシステムに供給され、廃水処理全体からのメタン排出が削減さ

れることを活動としている。 

発電については第 27 回 CDM 理事会 (EB27)方法論に関する詳細にて

AM_REV0022 で ACM0004 の適用条件を拡張し、グリッド接続を主目的としたプロ

ジェクトや既存の排ガス利用発電施設を閉鎖するプロジェクトにも適用できるよう

にするという提案に対し、EB は考慮されるべき点がベースラインシナリオに加え

られていないこと等から、これを承認しないことで合意された。 

よって、本プロジェクトの場合、スターチ製造工程からの廃水の嫌気性処理によ

るメタン回収とエネルギーは自己消費(グリッド接続ではない)であり、既存のラグ

ーンシステムに供給されるベースであるため、AM0022 vervion3 が適していると結

論づけられる。 

 

(5) 方法論適用への結論 

同条件での排出削減量の比較、適用性、類似案件との比較、プロジェクト活

動の比較を通じて、AM0022 vervion3 を適用することが適していると判断され

る。よって、本プロジェクトでは AM0022 vervion3 を選定した。ただし、現状

での AM0022 vervion3 適用にあたってのデメリットについては認識しており、

その点を以下に述べる。 

・本方法論が多糖類に適用できるかについて CDM 理事会に質問(clarification)

要請(場合によっては方法論の修正(revision)要請)しなければならないと考え

られる。今後、Sitthinan 工場側と廃水の成分分析を行い、Validation 時の応用
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するものとする。 

・“Korat Waste to Energy (KWTE) Project in Thailand”と同種の廃水(スターチ製

造工程)に対しての適用性。 

・現在のCER量規模であれば、AMS-Ⅲ.H. version3 の小規模CDM用の簡易実施

手順も利用可能であること。第 28 回CDM 理事会（EB28）により、AMS- III.H 

排水処理でのメタン回収(version04, scope 13, 15, dated 23 December 2006)が適

用されている。基準は毎年 60,000 tCO2eかそれ以下の排出削減結果になるも

のに限定されている。本プロジェクトは小規模での実施にこの方法論の適用

可能性があると考えられるため、将来的にPDDの変更も含めて検討事項とす

る。 

 

2.2.2 メタンガス回収量と有機物質除去率 

(1) 嫌気性廃水処理設備メーカー 

本調査では設備コストを積算するために嫌気性廃水処理設備メーカーとして、以

下の 3 社を選定し、見積作業を行い、設備費を積算すると共に各種調査を行った。 

・住友重機械工業(日本) 

住友重機械工業はメタン発酵法として UASB 法(Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket 法)と EGSB 法(Expanded Granular Sludge Bed 法、旧一般名 UFB 法)を

オ ラ ン ダ の Biothane-Systems-International 社 と 技 術 提 携 し 、 そ れ ぞ れ

BIOTHANE○R とBIOBED○R として販売している。基本コンポーネント酸生成槽、

反応槽のユニット化により、低ランニングコスト・省スペースのメリットと共

に現地工事期間の短縮が可能となっている。 

また、ポンプ・バルブ類の操作系をグラウンドレベルに集約し、メンテナン

ス性の向上を図っている。住友重機械工業の本調査での設備の見積仕様書を添

付資料-1 に示す。 

・五洲興産Goshu Kohsan Co., Ltd.(タイ)

タイでの廃水処理メーカーで、20 年以上の専門的経験をもち、廃水処理設備

に関する技術と専門的知識を有している。五洲興産ではメタン発酵法として

UASB 法(Upflow Anaerobic Sludge Blanket 法)が適用される。五洲興産の本調査

での設備の見積仕様書を添付資料-2 に示す。 

・ADI Systems Inc.(カナダ) 

ADI Systems Inc.はカナダ製の技術で、TECHNOLOGY SQUARE CO., 
LTD.(TSCL)と ENERGY AFFILIATES, LLC がタイで ADI の廃水処理技術を取り

扱っている。メタン発酵槽(Digester)技術で既存廃水ラグーンをベースにコンク

リート壁を設置し、ラグーン壁、ラグーン斜面、底部などを PVC でカバー、ラ

イニングを行う。ラグーン上部はジオメンブレンカバーで覆われ、底部に PVC
パイプを設置し、廃水をポンプにより循環させている。ガスコントロール室に
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てポンプ、ブロワーを制御する。廃水プロセス及び発生ガスは DCS コントロー

ルされる。また、グラウンドレベルに設置するタンク方式の導入実績も多い。

ADI Systems Inc.の導入実績を添付資料-3 に示す。 
 

(2) メタンガス回収量と有機物質除去率 

各メーカーのメタンガス回収量と有機物質除去率の比較を表 2.2.9 に示す。なお、

設計ベースの廃水量、有機物質をベースとしている。 

 

表 2.2.9 メタンガス回収量と有機物質除去率の比較 
項目 単位 住友重機械工業 五洲興産 ADI Systems Inc.

適用技術 - EGSB UASB メタン発酵槽 
廃水量( 大) m3/d 2,800 
流入水 BOD 濃度 mg/l 5,059 
流入水 COD 濃度 mg/l 8,900 
BOD 除去率 % 90 90 80 
CODcr 除去率 % 90 80 70 
流出水 BOD 濃度 mg/l 506 506 1,012 
流出水 CODcr 濃度 mg/l 860 1,720 2,580 
メタン排出係数 
(ガス化率) 

Nm3CH4/
kg COD 

0.3 0.3 0.3 

バイオガス 
発生量 

m3/h 
(Nm3/h) 

415 
(374) 

369 
(332) 

372 
(335) 

メタンガス 
発生量 

m3/h 
(Nm3/h) 

311 
(280) 

277 
(249) 

242 
(218) 

メタン濃度 % 75 74.85 65 

本プロジェクトでキーのひとつである CODcr 除去率については、住友重機械工業

との協議では保証値は 80%との回答を得ている。しかし、その後の協議により 90%

を設計ベースとすることで決定し、その方向で本プロジェクトの CODcr 除去率は遂

行している。 

五洲興産との協議では、CODcr 除去率の保証値は 80%との回答を得ている。ただ

し、CODcr 除去率の 90%への対応は技術的に不可能との回答を得ている。また、積

算費用に関しても協議を続けている。しかしコスト高のため、現状では本プロジェ

クトでは適用できないと考えられるが、今後も引き続き技術面、費用面において協

議を行っていく必要がある。 

ADI Systems Inc.との協議では、CODcr 除去率は 70%との回答を得ている。この結

果、想定よりも有機物質の除去率が少ないこと、その結果メタンガス発生量が少な

いこと、UASB(EGSB)方式に比べ容量が大きいこと、カウンターパートである工場

には設置するスペースが不足していることなどから本プロジェクトでは適用できな

いと考えられる。 

よって、本プロジェクトでは、住友重機械工業の嫌気性廃水処理設備(EGSB)を設

計ベースとして検討を行った。 

23 



2.2.3 メタン排出係数(EFCH4) 

本プロジェクトでもうひとつのキーになるのがメタン排出係数(EFCH4)である。 

メタン排出係数はAM0022 vervion3 では 0.21 kgCH4/kgCODのメタン変換係数が使用

される。ただし、もしこの方法論が廃水に単糖でない、CH4に類似でない物質を含

んでいるために使われるなら、異なった排出係数が推定されて、そして適用され

なければならない。 
本プロジェクトの食品廃水は単純でない糖類を含む廃水であるが、技術供給者を予

定している住友重機械工業は澱粉廃水に多数の導入実績をもち、適用可能な廃水の専

門であり、導入実績、経験値より、異なった排出係数である 0.2143 kgCH4/kgCOD 

(0.3Nm3 CH4/kg COD)のメタン排出係数を適用するものとした。住友重機械工業の

EGSBシステムは、澱粉(Starch)排水が適用可能である。澱粉の種類として、じゃがい

も、とうもろこし（コーンスターチ）、小麦、大麦、米などがあげられる。食品工場、

食品製造の導入実績として、日本国内において 15 件程度あるが、その際にプラント設

計条件として適用されるのが、0.2143 kgCH4/kgCOD (0.3Nm3 CH4/kg COD)である。多

糖類、タンパク、脂肪等の高分子有機物が低分子化され可溶性となるため、システム

の処理上問題はない。 

 

2.2.4 メタン排出係数(EFCH4)による変動 

本プロジェクトではAM0022 vervion3 の方法論を用いて排出削減量を算出している

(詳細は 5.1.3 項を参照)。このときに算出時に用いるメタン排出係数(EFCH4)については

2.2.3 項に示すように、同方法論のデフォルト値をほぼ同様の値を採用しているが、別

の異なった排出係数を推定することも可能ともいえる。実際に嫌気性反応は酸生成と

反応環境条件の違いによる影響や、水素や中間代謝物による阻害作用等の影響を受け

る。しかし、工業的に制御された処理系は安定しており、廃水中の有機物の燃料とし

て 0.35Nm3CH4/kg TOD(試料を燃焼させた時試料中の有機物によって消費されるO2量)

と言われている。よって、異なった排出係数として、0.25 kgCH4/kgCODのメタン排出

係数を適用した場合の排出削減量の比較を表 2.2.10 に示す。 

表 2.2.10 排出削減量の比較(単位：t CO2e) 
EFCH4

 
項目 

0.2143 kgCH4/kgCOD 
(0.3 Nm3CH4/kg COD) 

適用 

0.25 kgCH4/kgCOD 
(0.35 Nm3CH4/kg TOD) 

適用 
ベースライン排出量合計 22,877 26,743 
・ベースラインラグーン 
排出量 

21,257 24,799 

・グリッド電力排出量* 1,620 1,944 
プロジェクト排出量合計 2,408 2,810 
・プロジェクトラグーン 
排出量 1,954 2,280 

・不完全燃焼メタン排出量 454 530 
排出削減量 20,469 23,933 
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*グリッド電力分はメタン排出係数が異なることにより、発電規模(750→900kW)、

発電量(3,000→3,600MWh)となる。 

 

本プロジェクトで異なった排出係数を適用することにより、年間約 3,500 t CO2e

の排出削減の増加が見込まれ、本プロジェクトの更なるCER量の増加、経済性の更な

る改善が見込まれる。 

2.2.5 Bundle 化の検討 

調査の初期段階ではプロジェクトサイトに隣接するSiam Modified Starch Co.,Ltdか

らの廃水を利用したサイトも同様なプロジェクトとして加味するBundle化を検討して

いたが、表 2.2.11 に示すように工場の生産プロセスの性質上廃水量(m3/d)が極端に少

ないこと、有機物質(BOD、COD)の濃度が低い、その結果、発電規模が小さく獲得で

きるCERの量が少ないなどの理由からBundle化は、本調査では実施しない。ただし、

AMS-Ⅲ.H. version3 は適用可能であるため、CER獲得のメリット、経済性が期待でき

れば、小規模CDMプロジェクトとして簡素化でき、他のサイトへの適用も十分期待で

きる。 

 

表 2.2.11 Siam Modified Starch Co.,Ltd の廃水仕様 
項目 値 単位 備考 

212 m3/d Low-salt System 廃水量 
240 m3/d Hi-salt System 

3,712 mg/l Low-salt System COD 濃度 
9,043 mg/l Hi-salt System 

93 % Low-salt System 既設嫌気性ラグーンの CODcr 除去率 
67 % Hi-salt System 

想定発電規模 100 kW  
 

なお、Bundle 化対象として予定している PORNVILAI INTERNATIONAL GROUP 

TRADING CO., LTD.(PVL)(アユタヤ県)と THAI BEVERAGE CO., LTD.(TB)(ナコムパ

トム県)は同様なスキームであるため現在検討中であり、関係者とは協議中である。 
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2.3 プロジェクト詳細 

2.3.1 クレジット価格 

クレジット(Certified Emission Reduction)価格は世界銀行「State and Trends of the 

Carbon Markets」の 新版を参考とした加重平均価格として評価を行った。2005年の7.04 

US$/t CO2e と比較して、2006年第1四半期は11.56US$/t CO2eと約64%クレジット価格が

増加している。本プロジェクトは2006年第1四半期のクレジット価格にて事業性の評価

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1 2005 年、2006 年第 1 四半期のプロジェクトベース削減量の価格 

(出典) Summary of the World Bank Carbon Finance Business’s “State and Trends of the 

Carbon Market 2006” ReportNatsource社webサイト

http://www.natsource.com/news/index.asp?n=485より 
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2.3.2 適用プロセス 

本プロジェクトでの適用するプロセスを図 2.3.2 に示す(設備仕様の詳細は 4 章を参

照)。このプロセスは酸生成槽と反応槽から構成され、酸生成槽で液化、酸生成が進行

し、反応槽で酢酸生成、メタン生成が進行する。酸生成槽は、酸生成、阻害物の無害

化、温度調整、pH 調整、栄養源添加などを行う。また、酸生成槽に反応槽処理水の一

部が戻ることで、処理水のアルカリ回収、酸生成菌の植種効果を得ている。原水量変

動(停止)、水質変動があっても、運転継続可能であり、運転の安定性向上、運転管理

の簡素化が図れる。 

反応槽は効率的に反応を進行させ、高負荷に対応し、低分子化された有機物をガス

化している。廃水のディストビューション、槽内上昇流速、セトラーにより発生した

ガスとグラニュール、処理水の 3 相分離を効率よく行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.2 適用プロセス 

 

 

Cc:CODcr 
B:BOD 
nH:n-Hex. 

CH4:75

Gas: 
374 Nm3/h 

Ｑ：1,100 m3/d 

Starch Process 1 

Starch Process 2 

Ｑ： 700 m3/d 

Ｑ：1,000 m3/d 

余剰ガス 
 焼却塔

Noodle 

NaOH(100%) 

20.1kg/h 

Vol: 250 m3 
RT :  40.1 min 

ＥＧＳＢ 
反応槽 

ガス発電 

Vol: 1200 m3 
CcL: 20.1 kg/ m3･d 
 

Ｑ：  117 m3/h 
Cc :   890 mg/l 
Ｂ：  506 mg/l 
 

Ｑ： 2,800 ㎥/d 
Cc : 8,900 mg/l 
Ｂ： 5,059 mg/l 
SS：＜ 500 mg/l 
nH :＜ 100 mg/l 
 

Vol: 450 m3 
CcL: 231 min Influent 
 

※ 
沈殿槽 Effluent 

酸生成槽 

ガスホルダー 

117 ㎥/h ※ 

曝気槽 

250 kW×3 台 CODcr 除去率 ：90％ 

ガス化率：     0.3Nm3/kgCOD 

CH4 濃度：     75％ 

ガス発電 

ガス発電 

 

 ：新設設備 

：既設設備 
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2.3.3 システムフロー 

本プロジェクトでのシステムフローを図 2.3.3 に示す(設備仕様の詳細は 4 章を参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.3 システムフロー 

 

2.3.4 全体配置図 

本プロジェクトでの全体配置図を図 2.3.4 に示す(設備の詳細は 4 章を参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.4 全体配置図 
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2.4 内部収益率(IRR) 

2.4.1 前提条件 

本プロジェクトの内部収益率(IRR)は表 2.4.1 と表 2.4.2 の条件にて算出を行う。 

表 2.4.1 内部収益率(IRR)算定の前提条件 
項目 値 単位 備考 

初期投資額 315 M¥ 表 4.5.1 参照 
年間のメンテナンス費及び 
ユーティリティー使用量 7.56 M¥/yr 表 4.6.1 参照 

労務費 0 M¥/yr 既設工場勤務者が兼務 
買電単価 2.58 Baht/kWh 表 4.4.12 参照 
発電規模 250×3 kW 4.3.5 項参照 
発電量 3,000 MWh/yr 表 4.4.10 参照 
排出削減量 20,469 t CO2e 5.1.3 項参照 
クレジット価格 11.56 US$/t CO2e 2.3.1 項参照 
プロジェクト実施期間及び 
クレジット獲得期間 

14 年 5.1.5 項参照 

 

表 2.4.2 税金、減価償却等の前提条件 
項目 値 単位 備考 

法人税 30 % タイの税率 

金利、借入期間 - - 全て自己資金にて実施する予定で

ある為、IRR 算出には考慮しない。

支払開始時期 2009 年  
減価償却対象額 283.5 M¥ 機器費および設計費 
償却期間 10 年 低 5 年 
償却方法・償却率 定額法・10%  タイでは定額法が一般的 
残存薄価 10 %  
物価上昇率 0 % IRR 算出には考慮しない。 
為替レート 3 円/Baht  
為替レート 110 円/US$  

 

2.4.2 内部収益率(IRR) 

前提条件を基に内部収益率(IRR)を算出する。IRR は投資を判断する指標として、金

利及び借入金返済を除いた(自己資金にて実施する予定である)プロジェクト IRR で算出

するものとした。クレジットなしの場合とクレジットありの場合の検討を行った。本

プロジェクトの内部収益率(IRR)の算出結果を表 2.4.3 に示す。図 2.4.1 にクレジットな

しの場合、図 2.4.2 にクレジットありの場合の収支一覧表を示す。 

表 2.4.3 プロジェクト IRR(税引き後) 
 クレジットなし クレジットあり 

プロジェクト IRR －5.9 % 7.0 % 
排出削減量 20,469 t CO2e 
総発電量 3,000 MWh 
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《収支一覧表》 (初期投資額：315M\、クレジットなし)
（単位：百万円）
損益計算書 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
売上高 発電収入 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22

炭素クレジット 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
＜合計＞ 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22

コスト
栄養塩 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
潤滑油 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
苛性ソーダ 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
ガスエンジン保守 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
その他保守 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
＜合計＞ 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56

減価償却 28.4       28.4        28.4        28.4        28.4        28.4       28.4       28.4       28.4       28.4       -           -           -           -           
　営業利益 -12.7      -12.7      -12.7      -12.7      -12.7      -12.7     -12.7     -12.7     -12.7     -12.7     15.7       15.7       15.7       15.7       
営業外費用 支払利息 0.0% -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           
　経常利益 -12.7      -12.7      -12.7      -12.7      -12.7      -12.7     -12.7     -12.7     -12.7     -12.7     15.7       15.7       15.7       15.7       
法人税 法人税等 30% -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           4.7         4.7         4.7         4.7         
当期利益 -12.7      -12.7      -12.7      -12.7      -12.7      -12.7     -12.7     -12.7     -12.7     -12.7     11.0       11.0       11.0       11.0       
累積利益 -12.7      -25.4      -38.1      -50.8      -63.5      -76.1     -88.8     -101.5    -114.2    -126.9    -115.9    -105.0    -94.0     -83.1     

キャッシュフロー計算書 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
経常利益 　 -12.7      -12.7      -12.7      -12.7      -12.7      -12.7     -12.7     -12.7     -12.7     -12.7     15.7       15.7       15.7       15.7       
減価償却 28.4       28.4        28.4        28.4        28.4        28.4       28.4       28.4       28.4       28.4       -           -           -           -           
キャッシュインフロー合計 15.7       15.7        15.7        15.7        15.7        15.7       15.7       15.7       15.7       15.7       15.7       15.7       15.7       15.7       
法人税等支払 -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           4.7         4.7         4.7         4.7         
借入金返済 　 -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           
キャッシュアウトフロー合計 -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           4.7         4.7         4.7         4.7         
キャッシュフロー 15.7       15.7        15.7        15.7        15.7        15.7       15.7       15.7       15.7       15.7       11.0       11.0       11.0       11.0       

貸借対照表 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
流動資産（余剰資金） 15.7       31.3        47.0        62.6        78.3        94.0       109.6     125.3     140.9     156.6     167.6     178.5     189.5     200.4     
固定資産(償却資産) 315.0            283.5      255.2      229.6      206.7      186.0      167.4     150.7     135.6     122.0     109.8     98.9       89.0       80.1       72.1       
    資産合計（資産の部） 299.2      286.5      276.6      269.3      264.3      261.4     260.3     260.9     263.0     266.4     266.4     267.5     269.6     272.5     
借入金 -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           
    負債合計 -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           
資本金 315.0            315.0      315.0      315.0      315.0      315.0      315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     
剰余金 -15.8      -28.5      -38.4      -45.7      -50.7      -53.6     -54.7     -54.1     -52.0     -48.6     -48.6     -47.5     -45.4     -42.5     
    資本合計 299.2      286.5      276.6      269.3      264.3      261.4     260.3     260.9     263.0     266.4     266.4     267.5     269.6     272.5     
    負債・資本合計 299.2      286.5      276.6      269.3      264.3      261.4     260.3     260.9     263.0     266.4     266.4     267.5     269.6     272.5     

採算計算 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
税引後キャッシュフロー 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 11.0 11.0 11.0 11.0
税引後キャッシュフローの累計 15.7 31.3 47.0 62.6 78.3 94.0 109.6 125.3 140.9 156.6 167.6 178.5 189.5 200.4
税引後キャッシュフローの累計-投資資本 -299.3 -283.7 -268.0 -252.4 -236.7 -221.0 -205.4 -189.7 -174.1 -158.4 -147.4 -136.5 -125.5 -114.6
内部利益率  [IRR] （利息除外、税金織込） #NUM! -11.0% -5.9%
（IRR計算データ） -315.0 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 11.0 11.0 11.0 11.0
内部利益率  [IRR] （利息除外、税引前） #NUM! -11.0% -4.5%
（IRR計算データ） -315.0 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7

残存薄価 10% 買電単価 2.58 Baht/kWh = 7.74 \/kWh
初期投資額(百万円) 315 クレジット単価 0 US$/t CO2 = 0 \/t CO2
減価償却（定額法）(百万円) 28.35 為替レート 110 \/US$
償却率 10% 3 \/Baht

投資回収年数 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-315.0 -299.3 -283.7 -268.0 -252.4 -236.7 -221.0 -205.4 -189.7 -174.1 -158.4 -147.4 -136.5 -125.5 -114.6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.0 年

プロジェクト収入 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
発電量 MWh 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
排出削減量 t CO2

設定項目 設定項目
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図 2.4.1 収支一覧表(クレジットなし) 
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《収支一覧表》 (初期投資額：315M\、CER獲得期間：14年、クレジット価格：11.56US$)
（単位：百万円）
損益計算書 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
売上高 発電収入 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22 23.22

炭素クレジット 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03 26.03
＜合計＞ 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25 49.25

コスト
栄養塩 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
潤滑油 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
苛性ソーダ 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
ガスエンジン保守 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
その他保守 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
＜合計＞ 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56

減価償却 28.4       28.4        28.4        28.4        28.4        28.4       28.4       28.4       28.4       28.4       -           -           -           -           
　営業利益 13.3       13.3        13.3        13.3        13.3        13.3       13.3       13.3       13.3       13.3       41.7       41.7       41.7       41.7       
営業外費用 支払利息 0.0% -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           
　経常利益 13.3       13.3        13.3        13.3        13.3        13.3       13.3       13.3       13.3       13.3       41.7       41.7       41.7       41.7       
法人税 法人税等 30% 4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         12.5       12.5       12.5       12.5       
当期利益 9.3         9.3         9.3         9.3         9.3         9.3         9.3         9.3         9.3         9.3         29.2       29.2       29.2       29.2       
累積利益 9.3         18.7        28.0        37.3        46.7        56.0       65.4       74.7       84.0       93.4       122.6     151.7     180.9     210.1     

キャッシュフロー計算書 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
経常利益 　 13.3       13.3        13.3        13.3        13.3        13.3       13.3       13.3       13.3       13.3       41.7       41.7       41.7       41.7       
減価償却 28.4       28.4        28.4        28.4        28.4        28.4       28.4       28.4       28.4       28.4       -           -           -           -           
キャッシュインフロー合計 41.7       41.7        41.7        41.7        41.7        41.7       41.7       41.7       41.7       41.7       41.7       41.7       41.7       41.7       
法人税等支払 4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         12.5       12.5       12.5       12.5       
借入金返済 　 -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           
キャッシュアウトフロー合計 4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         4.0         12.5       12.5       12.5       12.5       
キャッシュフロー 37.7       37.7        37.7        37.7        37.7        37.7       37.7       37.7       37.7       37.7       29.2       29.2       29.2       29.2       

貸借対照表 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
流動資産（余剰資金） 37.7       75.4        113.1      150.7      188.4      226.1     263.8     301.5     339.2     376.9     406.1     435.2     464.4     493.6     
固定資産(償却資産) 315.0            283.5      255.2      229.6      206.7      186.0      167.4     150.7     135.6     122.0     109.8     98.9       89.0       80.1       72.1       
    資産合計（資産の部） 321.2      330.5      342.7      357.4      374.4      393.5     414.5     437.1     461.2     486.7     504.9     524.2     544.5     565.7     
借入金 -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           
    負債合計 -           -            -            -            -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           
資本金 315.0            315.0      315.0      315.0      315.0      315.0      315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     315.0     
剰余金 6.2         15.5        27.7        42.4        59.4        78.5       99.5       122.1     146.2     171.7     189.9     209.2     229.5     250.7     
    資本合計 321.2      330.5      342.7      357.4      374.4      393.5     414.5     437.1     461.2     486.7     504.9     524.2     544.5     565.7     
    負債・資本合計 321.2      330.5      342.7      357.4      374.4      393.5     414.5     437.1     461.2     486.7     504.9     524.2     544.5     565.7     

採算計算 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
税引後キャッシュフロー 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 29.2 29.2 29.2 29.2
税引後キャッシュフローの累計 37.7 75.4 113.1 150.7 188.4 226.1 263.8 301.5 339.2 376.9 406.1 435.2 464.4 493.6
税引後キャッシュフローの累計-投資資本 -277.3 -239.6 -201.9 -164.3 -126.6 -88.9 -51.2 -13.5 24.2 61.9 91.1 120.2 149.4 178.6
内部利益率  [IRR] （利息除外、税金織込） -15.0% 3.4% 7.0%
（IRR計算データ） -315.0 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 29.2 29.2 29.2 29.2
内部利益率  [IRR] （利息除外、税引前） -12.4% 5.4% 9.5%
（IRR計算データ） -315.0 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

残存薄価 10% 買電単価 2.58 Baht/kWh = 7.74 \/kWh
初期投資額(百万円) 315 クレジット単価 11.56 US$/t CO2 = 1,272 \/t CO2
減価償却（定額法）(百万円
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(ク あ図 2. 2 収支一覧表 レジット り) 4.
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) 28.35 為替レート 110 \/US$
償却率 10% 3 \/Baht

投資回収年数 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-315.0 -277.3 -239.6 -201.9 -164.3 -126.6 -88.9 -51.2 -13.5 24.2 61.9 91.1 120.2 149.4 178.6

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 8.4 年

プロジェクト収入 事業年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
発電量 MWh 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
排出削減量 t CO2 20,469 20,469 20,469 20,46 0,46 20,46 0,469 0,469 0,46 0,4 0,469 20,469 20,469 20,469

設定項目 設定項目

9 2 9 9 2 2 2 9 2 69 2

 



2.5 プロジェクト IRR に関連するリスク検討 

本プロジェクトは関連する方法論のリスクを含めて、下記 7 つのリスクを伴う。これ

らについて、以下のプロジェクト IRR によって、そのリスク評価を本プロジェクトの議

論のために行う。 

①プロジェクト稼働日数(Mlagoon_ input _ BL = Minput _ total) 

②メタン回収率(新設嫌気性廃水処理システムの有機物質除去率)(RNAWTF) 

③COD濃度(Mlagoon_ input _ BL = Minput _ total) 

④廃水量(Mlagoon_ input _ BL = Minput _ total) 

⑤ラグーンシステムから除去される有機物質(Rlagoon) 

⑥AM0022version 3 の UNFCCC による変更リスク 

⑦投資金額の 50%を借入金利(6%)で賄うリスク 

なお、これらのリスクは事業化検討へ直接関係しているため、クレジットありのみで

評価を行った。 

 

2.5.1 プロジェクト稼動日数リスク 

プロジェクト稼働日数は設置する新設嫌気性廃水処理システム(EGSB)のメンテナ

ンス期間を 15 日間として、350 日/年と設定している。ただし、工場からの廃水の放

流日数は表 4.2.4 に示すように 大 292 日/年である。酸生成槽の前に別途調整槽を設

け、極力流入水の水質の安定化を行うが放流日数に伴うプロジェクト稼動日数リスク

は存在する可能性があるため、評価を行った(プロジェクト稼働日数：350→292 日/年)。 

表 2.4.4 稼動日数リスクのプロジェクト IRR(税引き後) 
 クレジットあり 

プロジェクト IRR 4.6 % 
排出削減量 17,158 t CO2e 
総発電量 2,655 MWh 

 

この結果、メタンガス回収量の減少、メタンガス回収に伴う発電設備の運転も稼動

日数に影響するため IRR が 2.4％低下するため、プロジェクト稼働日数に伴うリスク

は非常に大きい。よって、プロジェクト稼働日数は工場側との協議により、製品の製

造と放流日数の詳細を過去の廃水発生量や今後の工場の稼働率の見通しなどを考慮し

て検討する必要がある。 

 

2.5.2 メタンガス回収率リスク 

メタンガス回収率すなわち有機物質除去率(RNAWTF)は 2.2.2 項で述べたように、住友

重機械工業とCODcr除去率は現在協議した結果、実績による期待値として 90%と決定

した。ただし、当初はCODcr除去率の保証値は 80%と回答を得ており、このCODcr除

去率に伴うリスクが存在する可能性があるため、評価を行った(CODcr除去率：90→

80%)。 
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表 2.4.5 CODcr 除去率リスクのプロジェクト IRR(税引き後) 
 クレジットあり 

プロジェクト IRR 5.5 % 
排出削減量 18,266 t CO2e 
総発電量 2,800 MWh 

 

この結果、メタンガス発生量の低下により、発電規模が 700kW となるため、総発電

量が減少する(3,000→2,800MWh)。よって IRR が 1.5%低下するため、CODcr 除去率に

伴うリスクは非常に大きい。経済性に大きく影響するため、CODcr 除去率は保証値と

なるよう、今後詳細な設計に行う必要がある。 

 

2.5.3 COD 濃度リスク 

COD濃度は客先水質分析結果より、8,900 mg/l(8.9 kg/m3)をベースラインと設定した

が、COD濃度(日平均ベース)では 8,600 mg/l(8.6 kg/m3)の結果が得られている。よってこ

のCOD濃度に伴うリスクが存在する可能性があるため、評価を行った(COD濃度：8,900

→8,600 mg/l)。 

表 2.4.6 COD 濃度リスクのプロジェクト IRR(税引き後) 
 クレジットあり 

プロジェクト IRR 6.8 % 
排出削減量 19,833 t CO2e 
総発電量 3,000 MWh 

 

この結果、IRR が 0.2%低下するため、COD 濃度に伴うリスクは発生する。COD 濃

度は各月で大きく変動するため、その結果メタンガス発生量も変動する。よって、COD

濃度の年間変動を更に精査(水質分析)し、詳細に検討する必要がある。 

 

2.5.4 廃水量リスク 

現在廃水量は年平均をベースラインとし、1,800 m3/dを採用している。ただし、廃水

量は大きく変動している。よってこの廃水量に伴うリスクが存在する可能性があるた

め、評価を行った。感度分析として、－10%(1,620 m3/d)とした場合を評価した。 

表 2.4.7 廃水量リスクのプロジェクト IRR(税引き後) 
 クレジットあり 

プロジェクト IRR 5.3 % 
排出削減量 18,421 t CO2e 
総発電量 2,700 MWh 

 

この結果、IRR が 2.7%低下するため、廃水量に伴うリスクは非常に大きい。廃水量

は大きく変動するため、その結果メタンガス発生量も変動する。よって、廃水量の年

間変動を過去の廃水発生量や今後の工場の稼働率の見通しなどを考慮して、更に精査
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し、詳細に検討する必要がある。 

 

2.5.5 ラグーンシステムから除去される有機物質リスク 

ラグーンシステムから除去される有機物質(Rlagoon)はGOSYU KOHSAN CO., LTDの

水質分析結果より 85%と決定した(添付資料-5 参照)｡ただし、廃水量、COD濃度は大き

く変動しており、このラグーンシステムから除去される有機物質に伴うリスクが存在

する可能性があるため、評価を行った(ラグーンシステム除去率：85→75%)。 

表 2.4.8 ラグーンシステム除去率リスクのプロジェクト IRR(税引き後) 
 クレジットあり 

プロジェクト IRR 6.0 % 
排出削減量 18,197 t CO2e 
総発電量 3,000 MWh 

 

この結果、IRR が 1.0%低下するため、ラグーンシステム除去率に伴うリスクは発生

する。ラグーンシステム除去率は変動するため、その結果メタンガス発生量も変動す

る。今後定期的なサンプリングが必要である。 

 

2.5.6 AM0022version 3 の UNFCCC による変更リスク 

本プロジェクトにおいては AM0022version 3 の方法論を用いて排出削減量を算出し

ているが、本方法論が多糖類に適用できるかについての算出に必要な係数についての

CDM 登録リスクを伴う可能性がある。よって、他の方法論への変更のリスクが存在

する可能性があるため、評価を行った(UNFCCC による変更リスク：AM0013 vervion3 、

AMS-Ⅲ.H. version3)。 

表 2.4.9 AM0013 vervion3 への変更リスクのプロジェクト IRR(税引き後) 
 クレジットあり 

プロジェクト IRR 1.5 %  
排出削減量 7,474+1,620=9,094 t CO2e 
総発電量 3,000 MWh 

 

表 2.4.10 AMS-Ⅲ.H. version3 への変更リスクのプロジェクト IRR(税引き後) 
 クレジットあり 

プロジェクト IRR 2.8 %  
排出削減量 9,656+1,620=11,276 t CO2e 
総発電量 3,000 MWh 

 

この結果、方法論変更によるリスクは AM0013 vervion3 への変更の場合の IRR は

5.5%低下、AMS-Ⅲ.H. version3 に変更の場合の IRR は 4.2%低下とどちらも事業性に大

きな影響を与える。よって、CDM 登録リスクが存在しているため、早急な段階で

Validation を行い、CDM 理事会登録作業をすすめる必要がある。 
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2.5.7 借入金利に伴うリスク 

本プロジェクトでの資金計画は 100%自己資金での実施を目指しているが、資金調

達にはリスクが生じる。よって、投資金額の 50%を銀行借入とした場合での借入金利

を考慮した評価を行った。 

表 2.4.11 借入金利(6%)によるリスクのプロジェクト IRR(税引き後) 
 クレジットあり 

プロジェクト IRR 5.5 %  
排出削減量 20,469 t CO2e 
総発電量 3,000 MWh 

 

この結果、借入金利(6%)によるリスクの IRR は 1.5%低下し、事業性に大きな影響を

与える。よって、今後本調査を基に 3 社(兼松、東洋タイ、Sitthinan Co.,Ltd)にて 終

資金計画等協議を進めていく。 

 

2.6 CDM プロジェクトとしての実現可能性 

(1)クレジット価格 

図 2.1.13 の収支一覧表に示すように、本プロジェクトの収入は本プロジェクトの事

業性ベースのクレジット価格 11.56(US$/t-CO2)の場合、クレジットの割合は 50%を超

える。よって、本プロジェクトはクレジットに依存しており、クレジット価格が本プ

ロジェクトの事業性を決定すると考えられる。ただし、クレジット価格は変動してお

り、2006 年第 1 四半期は上昇しているが、今後を想定することは難しい。このような

リスクを改善する方法として、政府補助金の利用、カーボンファンドの利用を検討し、

事業実施に向けて推進していく計画である。 

 

(2)経済性の改善 

本プロジェクトでは投資判断の指標として、IRRは 15%の経済性をめざしている(

低限でも 10%を目標とする)。本プロジェクトのIRRはクレジット価格 11.56US$/t CO2

の場合、7.0%とその指標には達していない。ただし、クレジット価格には 15US$/t CO2

との情報もあり、その場合の本プロジェクトのIRRは 9.6%まで経済性を改善すること

が可能となる。しかし、前述のリスク等を考慮すると今後更なる投資への検討が必要

である。なお、Sitthinan製麺工場は主要目的であるメリット(悪臭対策、電力需要、省

スペース化等)とニーズが一致しているため、特にIRRが当初目的に達していない場合

でも本プロジェクト推進をはかるかをSitthinan製麺工場側と協議する。その協議は、

平成 19 年 2 月を予定している。 

 

(3)リスクの回避 

2.5 項で述べたリスクを詳細に検討することにより、これらのリスクを回避し、更な

るプロジェクトの経済性の向上を図る。 
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2.7 プロジェクトに必要な要件や問題点の整理及び解決方法等 

(1) キャパシティビルディング 

Lardlumkaew District(地方自治体)等に CDM に関する仕組みと理解、CDM に対する

協力体制、受入体制の整備等の支援(キャパシティビルディング)が必要と考えられる。 

 

(2) メタンガス及び廃水水質の定期的及び長期的な分析 

本調査では平成 18年 10月 21日に廃水の水質サンプリング分析及びメタンガス成分

のサンプリング分析を実施した。廃水の水質サンプリング分析は各工程の廃水のサン

プルをとり、現地試験所(SGS (THAILAND) LIMITED)によりサンプリングの分析を実

施した。同時にメタンガス成分の分析も実施した。これらは現地カウンターパートの

東洋タイを通じて行われた。図 2.4.3 に試料採取場所を示す。 
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図 2.4.3 試料採取場所 

 

その結果は添付資料-4 に示す。バイオガス中のメタン濃度は 47.53%と低い結果が得ら

れた。これはサンプリング上の問題であり、反応中に pH が上がってその影響を受けた、

液量が少なく CO2 が溶解する量自体が少なかったなどが考えられる。よって、メタンの

発生比率が変化したものと考えられる。 

一般に廃水中の CO2 が溶解する分、メタン比率が上がる。よって、廃水の性状、廃水

の pH により、通常の設計値として 75%を採用している。 

また、サンプリングデータはCO2濃度が 37.39%であり、残りを燃焼ガスとして考慮す

ると、燃焼ガスが 62～63%とみなすことができる。今後更なるバイオガス分析が必要と

考えられる。 

COD 濃度に関しても 4,002mg/l と想定よりも低い値となった。これは廃水量の変動に

より、メタンガス発生量が不安定で変化しているため、この 1 サンプルだけでのプロジ

ェクトの評価はできない。 

メタンガス発生量は設備規模あるいは現地対応等を考慮した結果実施できなかった。 
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よって、今後の既存オープンラグーンの定期的、長期的なメタンガス発生量の確認、

また、メタンガス組成が不安定で変化するためメタンガス成分のサンプリング分析が必

要である。また、廃水の負荷変動が大きいため定期的、長期的な廃水の水質サンプリン

グ分析も必要である。 

 

(3) メタン排出係数(EFCH4)の確定 

プロジェクト排出量でのメタン排出係数(EFCH4)は技術供給者を予定している住友

重機械工業は食品廃水を専門とし、導入実績、経験値より、0.2143 kgCH4/kgCOD 

(0.3Nm3 CH4/kg COD)のメタン排出係数を使用している。 

今後実際に方法論への適用も含めて、メタンガス発生量を計測するなどの、メタン

排出係数を確定するための検討の必要がある。 
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3.現地調査の概要 



3.1 プロジェクト対象国のエネルギー状況 

3.1.1 地理 

1.面積：51 万 4,000km2

2.人口：6,242 万人(2005 年) 

3.首都：バンコク 

4.人種：大多数がタイ族。その他、華僑、マレー族、山岳少数民族等。 

5.言語：タイ語 

6.宗教：仏教 95％、イスラム教 4％ 

7.略史：タイ王国の基礎は 13 世紀のスコータイ王朝より築かれ、その後アユタヤ王朝

(14～18 世紀)、トンブリー王朝(1767～1782)を経て、現在のチャックリー王

朝(1782～)に至る。1932 年立憲革命。 

(出典) 外務省ホームページ 

 

図 3.1.1 タイ国 
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3.1.2 気象条件 

モンスーン(季節風)の影響を受けた多雨の熱帯気候である。季節は気候の特徴によ

り雨季と乾季に，乾季はさらに寒気と暑季に分けられる。 

 

①雨季(5 月～10 月) 

南西モンスーンの影響を受け、毎日の様に 1～2 時間程度の激しい雷を伴ったスコ

ールが降る。特に雨季の始まりの 5 月と終りの 10 月に降水量が多い。 

 

②寒気(11 月～翌年 2 月) 

乾燥した北東モンスーンの影響を受け、日中は 30 度前後になるものの朝晩は涼し

く、湿度が低いタイのベストシーズンである。 

 

③暑季(3 月～4 月) 

1 年で も暑い季節で、 高気温が 40 度近くに達する日もある。 
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図 3.1.2 バンコクの気温及び降水量 
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3.1.3 政治状況 

3.1.3.1 政治体制・内政 

1.政体 ：立憲君主制 

2.元首 ：プミポン・アドゥンヤデート国王(ラーマ 9 世王) 

(1946 年 6 月即位、在位 60 年) 

3.議会 ：上院 200 名、下院 500 名の二院制(両院とも民選) 

4.政府 ：(1)首相名 タクシン・シナワット 

(2)外相名 カンタティー・スパモンコン 

5.内政 ：1932 年の立憲革命以降、軍部主導の政治が続いていたが、92 年の軍

と民主化勢力との衝突(5 月事件)以降、軍部は政治関与を控え、民主的

な政権交代手続が定着している。97 年に成立した新憲法に従って、

2001 年 1 月に下院選挙が行われ、タイ愛国党の圧勝によりタクシン政

権が成立した。タクシン政権は、首相の強力なリーダーシップと下院

における連立与党の安定多数を背景に、数々の経済改革政策を推進し

てきた。2005 年 2 月の下院選挙でタイ愛国党は 500 議席中 377 議席を

獲得、3 月 14 日、同党単独による第 2 期タクシン政権が成立した。2006

年 2 月、首相批判の高まりを受け、タクシン首相は下院を解散。4 月、

主要野党ボイコットのまま下院総選挙が行われたが、後に司法当局は

選挙を違憲・無効と判じた。 

 

3.1.3.2 二国間関係 

1.政治関係 ：日・タイ両国は伝統的に友好関係を維持。87 年の日タイ修好宣言調印

100 周年を一つの節目に両国間交流は更に拡大。皇室・王室間の交流

も親密。近年、両国は二国間関係にとどまらず、東南アジア地域及び

国際社会の諸問題についても緊密な対話と協力を実施している。98 年

以降外交・防衛当局者協議を開催してきている。 

(出典) 外務省ホームページ 

 

3.1.4 経済状況 
3.1.4.1 経済 

1.主要産業 ：農業は就業者の約 40%を占めるが、GDP(2004 年)では 10%を

切る。一方、製造業は就業者の約 15%だが、GDP(同)の 35%、

輸出額の 85%を占める。 

2.GDP ：1,633 億ドル(2004 年) 

3.一人当たり GDP ：2722 ドル(2004 年) 

4.経済成長率 ：4.5%(2005 年) 

5.物価上昇率 ：4.5%(2005 年) 
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6.失業率 ：2.0%(2004 年) 

7.総貿易額 ：(1)輸出 961 億ドル(2004 年) 

(2)輸入 944 億ドル(2004 年) 

8.主要貿易品目(2004 年) ： 

(1)輸出 コンピューター、自動車・部品、集積回路、天然ゴム 

(2)輸入 原油、機械・部品、電気機械・部品、化学製品 

9.主要貿易相手国・地域(2005 年) ： 

(1)輸出 1.米国 2.日本 3.中国 4.シンガポール 5.香港 

(2)輸入 1.日本 2.中国 3.米国 4.マレーシア 5.UAE 

10.通貨 ：バーツ 

11.為替レート ：1 ドル＝約 38 バーツ(06 年 7 月現在) 

12.経済概況 ：タイは、80 年代後半から日本を始め外国投資を梃子に急速な

経済発展を遂げたが、その一方で経常収支赤字が膨張し、不動

産セクターを中心にバブル経済が現出した。その後、バブル破

壊に伴い不良債権が増大し、経済の悪化を背景にバーツ切り下

げの圧力が高まり、97 年 7 月、為替を変動相場制に移行する

とバーツが大幅に下落し、経済危機が発生した。タイ政府は、

IMF 及び日本を始めとする国際社会の支援を受け、不良債権

処理など構造改革を含む経済再建に努力した。タイ政府の財政

政策を含む景気対策、好調な輸出などにより低迷を続けていた

経済は回復基調に転じた。2001 年 2 月に発足したタクシン政

権は、従来の輸出主導に加えて国内需要も経済の牽引力とする

ことを訴え、農村や中小企業の振興策を打ち出した。これらの

内需拡大政策の奏功と見られる個人消費の活性化等により、経

済は回復し、2003 年は 6.9%、2004 年は 6.1%の成長を達成し

た。2005 年はスマトラ沖大地震及びインド洋津波被害、干魃

の影響、世界的な石油価格の高騰等により若干減速し、4.5%

の成長となった。 

3.1.4.2 経済協力 

1.日本の援助実績 ： 

(1)有償資金協力  448.52 億円(2003 年度、E／N ベース) 

(2)無償資金協力    5.0 億円(2004 年度、E／N ベース) 

(一般無償資金協力については、93 年度を以て卒業) 

(3)技術協力実績   47.02 億円(2004 年度、実績ベース) 

2.主要援助国(2002 年) ： 

(1)日本 (2)米国 (3)デンマーク (4)豪州 (5)スウェーデン 
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3.1.4.3 二国間関係 

1.経済関係 ：80 年代後半以降、日本企業は円高を背景に積極的にタイに進出し、

タイの経済成長に貢献。現在、在バンコク日本人商工会議所加盟企

業は 1,200社を数える。97年 7月に顕在化した通貨経済危機に関し、

日本は大規模な資金的・人的協力を実施。日タイ経済連携協定の締

結により、両国の経済関係の更なる緊密化が期待される。 

(1)対日貿易 

(イ)貿易額 (財務省貿易統計、単位：億円) 
 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 
輸出 14,424 16,485 18,537 21,922
輸入 12,604 13,145 13,759 15,253

(ロ)主要品目(2004 年) 

輸出：音響・映像機器、魚介類及び同調整品、電算機類(含周辺機器)、 

半導体等電子部品、科学光学機器  

輸入：半導体等電子部品、鉄鋼、自動車の部品、原動機、自動車  

 

(2)日本からの直接投資(財務省資料、対外直接投資届出実績)： 

21,802 億円(1951 年～2004 年度累計) 

(出典) 外務省ホームページ 

 

3.1.5 社会状況 

3.1.5.1 雇用・労働 

(1)就業構造と労働市場 

タイの人口 6,308 万人(03 年末)のうち、労働力人口(15 歳以上)は 3,490 万人で、

就業者は 3,384 万人(季節労働者含む)であった。なお就業者のうち、農林水産業従

事者が 1,388 万人と、構成比(41.0%)は低下傾向にあるものの も多い。タイでは、

工業化の進展と高い経済成長に伴い、95 年には有効求人倍率が 3 倍を突破すると

いう労働力不足状態となった。しかし、97 年に入って経済低迷により繊維などの

労働集約型産業を中心に解雇の動きが始まり、その他の産業でも工場稼働率の引

き下げや臨時工の解雇などの動きが広がった。特に経済危機発生以降、一部金融

機関の営業停止などもありこの動きは一層顕著となった。98 年の失業者は 142 万

人、失業率は 4.4%と、97 年の 63 万人、1.9%から急増した。しかし 2002 年以降

景気回復を受け、失業率 2.2%と雇用情勢は経済危機前のレベルまで回復し、2004

年末で 2.1%となっている。 

 

(2)賃金 

タイ民間企業の賃金は、経済危機以降の景気低迷、雇用情勢悪化により、

98 年の 7,002 バーツから 2000 年の 5,536 バーツまで下落した。しかし、その
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後の景気回復を受け 2003 年の雇用者の全国平均月あたり賃金は 5,840 バーツ

まで増加している(表 3.1.1)。また、 低賃金の水準については、経済回復へ

の影響を考慮し、98 年 1 月に 1 日当たり 2～5 バーツ引き上げられてから、3
年間にわたり据え置かれてきた。しかし、中央賃金委員会は、2001 年 1 月 1
日より、 低賃金を全国一律 1 日あたり 3 バーツ引き上げた。それ以降も、

他地域に比べ物価上昇が高いことなどを理由に毎年 低賃金が引き上げられ

ている状況にある。2005 年 8 月 1 日より 低賃金が引き上げられたが、バン

コク近郊の首都圏は 181 バーツと 6 バーツ引き上げられ、他県でも 2～8 バー

ツ引き上げられた。南部のナラティワート県のみ 低の 139 バーツで据え置

かれている。 

表 3.1.1 産業別平均賃金(2003 年) (Bt) 
 全平均 日給者 月給者 出来高払 
全産業 5､840 152 8,800 3,529 
鉱 業 5,330 152 9,685 3,131 
製造業 6,432 163 9,332 3,686 
建設業 4,729 172 9,681 4,681 
電気・ガス・水道 10,474 144 11,557 945 
卸売・小売 6,662 152 7,983 3,766 
金融・保険 16,642 202 16,875 15,151 
不動産 8,736 185 10,291 4,047 
運輸・倉庫・通信 9,449 218 10,827 6,951 
サービス業 6,172 183 8,122 4,381 
バンコク首都圏 
およびプーケット全産業 9,899 95 11,379

 
7,245 

注) ①所定内賃金のみ 
②サンプル数が少ないため上昇率が大きくなることがある。 

(出典) 労働省 
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表 3.1.2 低賃金 (日額：バーツ) 
首都圏(Bangkok and 5 province) 北部(Northern part) 
バンコク Bangkok チェンマイ Chiang Mai 153 
ムトプラカン Samutprakan 
パトムタニ Pathumthani 

ラムプーン Lamphun 
スコータイ Sukhothai 145 

ナコンパトム Nakhonpathom 
サムトサコン Samutsakhon 
ノンタブリ Nomtaburi 

181 

中部(Central part) 
サラブリ Saraburi 161 
アユタヤ Ayutthaya 152 

ガンペンペット Kamphaeng Phet 
ターク Tak 
ナコンサワン Nakhon Sawan 
ピサヌローク Phitsanulok 
ラムパーン Lampang 
ウタラディット Uttaradit 
ペチャブーン Phetchabun 

143 

アントン Ang Thong 
ロッブリ Lopburi 

146 

シンブリ Singburi 145 
ウタイタニ Uthai Thani 
チェンライ Chiang Rai 142 

チャイナート Chainat 142 
南部(Southern part) 

ピチット Phichit 
メーホンソーン Mae Hong Son 

141 

プーケット Phuket 178 
パンガ Phangnga 
ラノン Ranong 153 

ナン Nan 
パヤオ Phayao 
プレーPhrae 

140 

クラビ Krabi 148 東北部(North-Eastern part) 
ナコンラーチャシマーNakhon Ratchasima 156 チュンポン Chumphon 

トラン Trang 
145 

ソンクラーSongkhla 
パッタニ Pattani 
ヤラーYala 
サトゥーン Satun 

144 

コンケン Khon Kaen 
ブリラム Buri Ram 
ガラシン Kalasin 
ルーイ Loei 
ウドンタニ Udon Thani 

144 

スラタニ Surathani 
パッタルン Phatthalung 

143 

ナコンシタマラート Nakhon Si Thammarat 142 
ナラティワート Narathiwat 139 
西部(Western part) 
カンチャナブリ Kanchanaburi 148 

ナコンパノム Nakhon Phanom 
ノンブアランプーNong Bua Lam Phu 
チャヤプーム Chaiyaphum 
ムクダハーン Mukdahan 
ロイエット Roi Et 
シーサケート Si Sa Ket 
サコンナコン Sakon Nakhonburi 
ノンカイ Nong Khai 
ヤソートン Yasothon 

142 

ペチャブリ Phetchaburi 
ラチャブリ Ratchaburi 
サムットソンクラーン Samut Songkhram 
プラチャップキリカン Prachuap Khirikhan 

147 

スパンブリ Suphanburi 143 
東部(Eastern part) 

アムナートジャルーン Amnat Charoen 
スリン Surin 
ウボンラチャタニ Ubon Ratchathani 

141 

チョンブリ Chonburi 163 マハサラカム Maha Sarakham 140 
ラヨーン Rayong 153 
チャチュンサオ Chachoengsao 150 
チャンタブリ Chanthaburi 146 
サケーオ Sa Kaeo 
プラチンブリ Prachin 
トラート Trat 

145 

ナコンナヨク Nakhon Nayok 141 

 

 

(注)2005 年 8 月 
(出典) 労働省 
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(3)労働問題の現状  

ワーカーレベルの労働力不足は景気後退で緩和されたとみられるが、中間

管理職、エンジニア、経理担当者等の専門分野の優秀な人材の不足は依然深

刻な問題である。例えばエンジニア(96 年)の需要は１万 6,000 人であるのに対

し供給は 1 万 2,000 人である。このため、タイ政府の第 8 次国家経済社会開発

5 か年計画(96 年 10 月～2001 年 9 月)は、人材開発を 大の政策課題とした。

労働争議件数は、これまでタイ経済の拡大に伴い労働者の賃金が順調に引き

上げられてきたこともあって減少傾向にあった。しかし、経済が調整局面に

入っている現在、70 年代ほどの数ではないにせよ争議行為が増加している。

特に日系企業ではこれまでほとんど労働争議は発生していなかったが、96 年

には賃上げ等を巡って 90 日以上も労働争議が続いたタイ・スズキや、ボーナ

ス額を巡って社屋が放火されたサンヨー・ユニバーサルなど暴力行為に及ぶ

事例も発生した。その後はタイ経済環境の大きな変動の下、過激な労働争議

は発生していない。なお、98 年 8 月 19 日に労働時間短縮や解雇金の引き上げ

など労働者の保護を大幅に強化する内容の新しい労働者保護法が施行された。  
 

(出典) ジェトロバンコクセンター タイ概況
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3.2 相手国の環境関連法規の概要 

3.2.1 タイの環境問題の現状 

(1) 環境問題全般 

タイの環境事情は決して良好とはいえない。タイは、東南アジアの中では も

積極的な外資導入による工業化政策を展開してきたが、1980 年代後半からの急激

な経済成長と引き換えに様々な環境公害問題が発生した。特に全人口の約 2 割、

タイ全体の工場の半数以上が集中するバンコクと周辺 4 県(Nonthburi、Pathum 

Thani、Nakhon Pathom、Samut Prakam の各県)で構成されるバンコク首都圏地域で

は、自動車排ガスによる大気汚染、生活廃水や工場廃水による水質汚濁等が深刻

化している。 

一方、産業活動の活発化によって増加する有害廃棄物は、処理施設の不足によ

ってその多くが未処理のまま投棄されており、処理施設の整備が進まなければ、

有害廃棄物が原因となる環境汚染が今後タイにとって も大きな環境課題となっ

ていくものと思われる。 

 

(2) 水質汚濁問題 

タイで も主要な環境課題となっているのは、水質汚濁問題である。従って、

環境行政の上での水質汚濁対策の優先度が も高い。人口が集中するバンコク首

都圏地域を中心に、生活廃水や工場廃水を原因とする河川の水質汚濁が深刻化し

ている。メナム川をはじめ、主要河川では DO(溶存酸素)、BOD(生物化学的酸素

要求量)、大腸菌群数等 20 項目に及ぶ指標について表流水の環境基準が定められ、

モニタリングが実施されている。その結果によると、バンコク中心部の河川の水

質汚濁が進んでおり、上水道源や農業用水としての利用にも支障を与えている。 

一方、長年にわたって流れ込んだ重金属による汚染も無視できず、川底に堆積

した重金属による生態系への影響も懸念されている。バンコク市からメナム川に

流入する有機汚濁物質については、BOD 換算でその 75%が住居や商業施設、残り

の 25%が工場廃水という試算が出されている。水質汚濁の 大原因は未処理で排

出される生活廃水であるが、工場廃水については、地場資本がほとんどを占める

製糖、紙パルプ・製紙、ゴム、皮革産業等がその大きな要因となっている。しか

し、現在実施されている水質モニタリングは、生活廃水関連が中心で、工場廃水

が原因となる重金属等高度な分析技術や機器を必要とする項目に関しては、デー

タ数も少なく測定結果も体系化されていないことから、正確な実態については不

明な部分がまだ多い。 

 

(3) 大気汚染問題 

バンコク首都圏地域を中心とする都市部では、自動車と産業活動による大気汚

染が深刻化している。特に、急速なモータリゼーションによる影響は大きい。自
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動車公害で も問題になっているのは粉じん(TSP：Total Suspended Particulate)で、

道路沿いはもちろん住宅地の測定地点を含め全ての地点で大気環境基準値を超え

ている。その他、自動車排ガスによる窒素酸化物濃度等も無視できないレベルと

なっており、呼吸器系を中心とした健康被害の発生も心配されている。今後、自

動車台数が増加すると見込まれ、自動車による大気汚染は今後も解決の難しい環

境課題の一つとなろう。 

一方、産業活動による大気汚染についても、タイ全体で登録されている約 10 万

カ所を超える工場のうちのほぼ半数が立地し、エネルギー消費量が国内全体の 5 

割以上を占めているバンコク首都圏地域からの大気汚染物質排出量が も多い。

これらの工場では主に石油を燃料としているが、集じん機や脱硫装置等の大気汚

染防止設備がないものが多い。 近は砕石、製鉄、セメント工場等からの大気汚

染が問題となり始め、天然資源環境省では、これらの業種を対象とした新たな大

気排出基準の設定も計画されている。 

大気環境モニタリングについては、一般環境大気と道路沿いを中心に全国的な

測定網の整備が進められているが、自動車公害を除いて環境行政の大気汚染対策

への取り組みが遅れている。 

 

(4) 廃棄物問題 

タイでは、工業発展等に伴い廃棄物が増加しており、特に、有害廃棄物が特に

問題である。その 3/4 は工場から発生しており、重金属含有スラッジや固形物が

約 60％、廃油が約 20％である。しかし、タイ国内には有害廃棄物を適切に処理で

きる施設が少なく、ほとんどの有害廃棄物は工場内に敷地内保管されるか一般廃

棄物に混ぜられて不法投棄されているものと考えられる。このためタイ政府は、

有害廃棄物処理施設の新設を計画しているが、いずれも予定地周辺住民の強い反

対運動等によって建設が難航し、処理施設の整備が進んでいない他方、工場から

出る有害廃棄物以外の廃棄物については、プラスチックや金属、材木、段ボール

等いずれも有価物としての人気が高く、回収業者が引き取り再生・再販が行われ

ている。 

一方、生活系廃棄物に関しては、かなり高いレベルでの収集が実施されている。

収集された生活系廃棄物は、ゴミ処理場と輸送ステーションを経て埋立処分され

るほか、堆肥化処理もされている。 
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(5)その他の環境問題 

その他の環境問題として、各種の開発による森林減少やマングローブ林の破壊、

土壌浸食等といった自然環境や生態系での門題も数多く無視できないが、日系企

業の企業活動の観点からは、騒音と悪臭問題があげられる。 

このうち騒音問題では、タイには現在、24 時間平均値で 70 デシベル以下とい

う環境基準が設けられているが、一般工場の騒音には日本の騒音規制法に当たる

規制基準は設定されていない。しかし環境行政に寄せられる工場騒音に関する苦

情件数は年々増えており、規制はなくとも対策が求められる例も多くなっている。 

また悪臭問題に関しても同様で、規制基準はないものの、工場の周辺住民から

の苦情によって大がかりな臭気対策に取り組んだ日系企業もある。特に従来型の

硫化水素やメチルメルカプタンといった悪臭物質に対する苦情ではなく、溶剤臭

やこげ臭といったタイの人達がこれまで経験したことがない臭いに対する苦情が

多いことが特徴である。 

 

3.2.2 タイの環境対策 

(1) 環境政策と国家環境保全推進法の制定 

急速な工業化と都市化の進展よる環境問題の深刻化を背景に、タイでは 1975

年の「国家環境保全法」が制定され、1981 年には国家環境政策が発表され、環境

改善政策の実施等が打ち出されたが、1980 年代後半以降、経済成長と工業化は加

速し、環境汚染はますます深刻化していった。 

しかし 1990 年代に入ると、環境保護の重要性を求める社会的要請が高まり、第

7 次計画(1991 年～1996 年)では、持続的な経済発展、所得の公平な分配と人材開

発と並んで環境と自然資源の保護、生活・環境の質の向上が強く打ち出され、国

家として環境保全に積極的に取り組むことが宣言された。 

1992 年には、国家環境保全推進法(Enhancement andConservation of National 

Environmental Quality Act. A.D.1992)が制定され、環境対策と深い関わりを持つ工

場法(Factory Act, A.D. 1992)、公衆衛生法、有害物質法(Hazardous Substances Act, 

A.D.1992)、エネルギー保全促進法等が、いずれも大幅に改正され、タイにおいて

環境政策が前進した。 

 

(2) 環境行政組織の整備 

1992 年の国家環境保全推進法は、公害規制委員会(Pollution Control Committee)

の新設、公害防止重点地域の指定制度、環境基金制度の導入、全国一律排出基準

の設定、環境汚染者負担の原則の強化、罰則の強化等環境規制の実施に向けてい

くつかの画期的内容を盛り込んだものだが、同時に環境行政組織・機構が改編さ

れ、強化された。同法の制定を受けて 1992 年、タイの環境行政組織は大幅な機構

改革が実施され、科学技術環境省(MOSTE：Ministry of Science ,Technology and 
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Environment)が設置された。そして、MOSTE は、環境政策・環境計画事務室(OEEP：

Office of Environmental Policy and Planning)、公害管理局(PCD：Pollution Control 

Department)、環境質推進局(EQPT：Environmental Quality Promotion Department)の

3 局に分けられた。 

このうち OEEP は、政策調整、環境マスタープラン作成、開発プロジェクトに

対する環境影響評価等を担当している。また、PCD はそれまで分散していた公害

規制行政を一本化するもので、同局には水質、大気・騒音、固形廃棄物・有害廃

棄物の各担当部が設けられたほか、公害苦情部等も設置されている。さらに、EQPT

は、国民に対する環境行政の PR、環境情報の収集・管理等を行っている。なお、

2002 年の省庁改正法により、科学技術環境省は、天然資源･環境省として出発し

た。 

 

(3) 天然資源･環境省以外の環境関連政府機関 

現在タイでは、20 以上の政府機関等が環境規制になんらかの関わりを持ち、それ

ぞれが所管する法律に基づいた各種の規制を実施している。その主な政府機関は、

工業省(MOI: Ministry of Industry)、内務省(MOI: Ministry of Interior)、農業・協同組

合省、運輸省(Ministry of Transport)、エネルギー省(MOE)、タイ工業団地公社(IEAT)、

タイ電力公社(EGAT)等で、その他、バンコク市も環境に関する規制等を実施して

いる。 

特に、工業省の工業局(DIW：Department of Industrial Works)は、工場の設置運営

認可業務に付随して廃水規制、大気汚染規制や、環境規制に関連して工場への立

入検査も実施しており、有害廃棄物処理センターも監督している。また、工業省

の関連第三セクターである工業団地公社は、自らが運営する工業団地に、工業団

地法に基づいて独自の廃水規制等を適用している。その他、運輸省は、一般河川

の水質調査や河川に流入する産業廃水の水質検査を実施し、自動車の排ガスは、

運輸省や内務省が取締を実施している。 

 

3.2.3 公害対策と環境関連法の体系 

1992 年に国家環境保全推進法が制定されたが、タイでは環境問題に 20 近い政

府機関等が関係しており、現実的には縦割り行政の中でそれぞれの機関が 100 近

い所管法令に基づいて関連分野で環境法規制を実施している。 

以下に、タイでの産業公害対策の実施に深く関わる 7 つの法律について記載する。 

 

① 国家環境保全推進法 

タイにとって 初の環境法は、1975 年の国家環境保全法(Improvement and 

Conservation of National Environment Quality Act, A. D. 1975)であるが、組織上の問

題があり、成功しなかった。このため、1992 年国家環境保全推進法として、環境
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管理に関する様々な項目を織り込んで、再制定された。 

環境に影響を与えるような事業またはプロジェクトに対しては、事業または 

プロジクトの種類を規定して、環境影響評価 (EIA：Environmental Impact 

Assessment)を義務づけることにより、公害発生に対する予防措置としている。義

務づけられた環影響評価では、公害の緩和対策及び公害のモニタリング体制を説

明し、プロジェクト認可前に評価委員会での検討を受けることとなっている。環

境影響評価が評価委員会よる評価をパスしないかぎり、当該事業またはプロジェ

クトは認可されない。 

 

② 工場法 

工場法(Factory Act, A.D.1992)は、工業省(MOI)の工業局の管轄下にある工場の操

業を管理するものである。本法は、公共地区との距離、有害廃棄物の保管場所が

設置されていること、公害を予防するための専門スタッフがいること等、工場を

設置するために、環境を保全するための条件が整っていることや、法に違反した

場合の処罰等が規定されている。 

 

③ 公衆衛生法 

公衆衛生法(Public Health Act, A. D. 1992)は、工場が廃棄物、騒音、悪臭等によ

り、近隣居住者の平穏な生活を妨害することがないように、住民の健康や生活に

直接的に関係する環境関連項目を、規定している。 

 

④ タイ国水域航行法 

タイ国水域航行法(Navigation in Thai Water Act, A. D. 1913、その後 B. E. 2535 A.D. 

1992 で改定)は、水路の交通及び使用を規制することにより、水上交通に影響を

及ぼす行為や妨害となる行為を防止するための法律である。 

 

⑤ 有害物質法 

有害物質法(Hazardous Substance Act, A. D. 1992)は、4 種類に分類した有害物質

の製造、輸入、輸出、及び保持するための規定、及び手続きを定め、有害物質を

安全に管理するために定められている。 

 

⑥ エネルギー保全促進法 

エネルギー保全促進法(Energy Conservation Promotion Act, A. D. 1992)は、エネル

ギーの有効利用、及びエネルギー節減に資する高効率な機械設備の製造を促進す

るために規定されている。 
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⑦  タイ工業団地公社法 

タイ工業団地公社法(IndustrialEstate Authority of Thailand Act, A.D. 1979)は、IEAT

が、所有する団地に立地している全ての工場を管理･監督すること規定している。

その一方では、これらの工場は特別料金を免除されたり、投資促進法(Investment 

Promotion Law)のもとで輸出入関税や税金の免除等の恩典を受けることができる。 

団地公社は、団地内に中央廃水処理設備を設け、団地内の工場はそれを利用し

ている。 

 

3.2.4 水質汚濁対策 

(１) タイの水質汚濁規制 

タイは稲作を中心とする農業を基盤として発展してきた国であり、農業用水の

汚染につながる水質汚濁問題には敏感である。また近年は、都市部を中心に水不

足の発生もあり、水源である河川や湖沼の汚濁にも関心が高い。従って、環境行

政の中でも水質規制の優先度が高く、各種の環境規制の中でも も実効性ある規

制が実施されている。 

近年は生活廃水による河川等の汚濁が深刻で、例えばチャオプラヤ川における

水質汚濁原因はその 75%が生活廃水、残り 25%が産業廃水と推計されているが、

生活廃水対策のための下水処理場の建設等のインフラ整備が遅れている中で、行

政による水質規制の焦点は産業廃水に当てられている。 

水質規制に関連する基準として、日本の環境基準に当たるものが河川及び湖沼

の表流水(表 3.2.1)について設定されている。この内、表流水の環境基準は、対象

水域を利水目的に合わせて 5 ランクに区分し(表 3.2.2)、それぞれの区分別に色度

や水温、BOD から重金属まで 27 項目の基準値が示されている。 

一方、廃水基準としては、工場廃水基準(表 3.2.3)のほか、建築物や住宅団地を

対象とした廃水基準が設けられている。また、地下水保全を目的に深井戸への排

出水の基準も決められている。日系企業のほとんどが立地する工業団地では、団

地毎の中央廃水処理場の整備が前提となっており、工場から廃水が公共水域に直

接放流されることはないことから、団地内の個別工場に対しては、タイ工業団地

公社法(Industrial Estate Authority of Thailand,A.D.1979)に基づいて全国一律廃水基

準より緩い基準が示されている。なお、工場廃水の放流先によっては、河川や港

湾、農業用水等を所管する官庁による独自の廃水規制がある場合があり、その場

合は複数の廃水規制に対応する必要がある。 
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表 3.2.1 表流水(河川、湖沼)の環境基準 

級ごとの基準値項目統計値(mg/liter) 項目 統計値

１ 2 3 4 5 

Color,odor and Taste/色度、臭気、味  n n n n - 

Temperature/温度(℃) - n n' n' n' - 

PH - n 5-9 5-9 5-9 - 

DO:Dissolved Oxgen/溶存酸素 20%値 n 6 4 2 - 

BOD/生物化学的酸素要求量(5 日 20℃) 80%値 n 1.5 2.0 4.0 - 

Coli. Bacteria/大腸菌(MPN/100ml) 

Total Coliform/全大腸菌 

Fecal Coliform/糞便性大腸菌 

 

80%値 

80%値 

 

n 

n 

 

5,000 

1,000 

 

20,000 

4,000 

 - 

NO3-N/硝酸性窒素 大許容 n 5.0 5.0 5.0 - 

NH3-N/アンモニア性窒素 大許容 n 0.5 0.5 0.5 - 

Phenol/フェノール 大許容 n 0.005 0.005 0.005 - 

Cu/銅 大許容 n 0.1 0.1 0.1 - 

Ni/ニッケル 大許容 n 0.1 0.1 0.1 - 

Mn/マンガン 大許容 n 1.0 1.0 1.0 - 

Zn/亜鉛 大許容 n 1.0 1.0 1.0 - 

Cd/カドミウム 大許容 n 0.0005 0.0005 0.0005 - 

Cr6+/6 価クロム 大許容 n 0.05 0.05 0.05 - 

Pb/鉛 大許容 n 0.05 0.05 0.05 - 

T-Hg/全水銀 大許容 n 0.002 0.002 0.002 - 

As/ひ素 大許容 n 0.01 0.01 0.01 - 

T-CN/全シアン 大許容 n 0.005 0.005 0.005 - 

Radioactivity/放射能(Bq.／liter) 

-総量(alpha) 

-総量(beta) 

大許容  

n 

n 

 

0.1 

1.0 

 

0.1 

1.0 

 

0.1 

1.0 

- 

Pescticides/殺虫剤 大許容 n 0.05 0.05 0.05 - 

DDT/ｼﾞｸﾛﾛｼﾞｪﾌｪﾆﾙﾄﾘｸﾛｴﾀﾝ(μg/liter) 大許容 n 1.0 1.0 1.0 - 

α-BHC/ﾍﾞﾝｾﾞﾝﾍｷｻｸﾛﾗｲﾄﾞ(μg/liter) 大許容 n 0.02 0.02 0.02 - 

Dieldrin/デルドリン(μg/liter) 大許容 n 0.1 0.1 0.1 - 

Aldrin/アルドリン(μg/liter) 大許容 n 0.1 0.1 0.1 - 

Heptachlor & Heptachlor epoxid/ﾍﾌﾟﾀｸﾛｰﾙ

及びﾍﾟﾌﾟﾀｸﾛﾙｴｷｽﾎﾟｻｲﾄﾞ(μg/liter) 

大許容     - 

Endrin/エルドリン(μg/liter) 大許容 n none none none - 

1）n＝自然な状態 
2）n'＝自然な状態、ただし温度変化は 3℃を超えないこと 
(出典) 国家環境委員会告示 1994 年第 8 号 

(Notification of the National Environmental Board, No. 8, A.D.1994) 
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表 3.2.2 表流水の利水目的別分類 
級別 条件及び受益者 

 
1 級 特別に洗浄で新鮮な表流水源で、次に利用されているもの 

(1) 非消費。水処理を必要としない。ただし、通常の減菌処理だけは必

要 
(2) 基本的な生物体が自然に繁殖していけるような生態系保存 

2 級 非常に洗浄で新鮮な表流水源で、次に利用されているもの 
(1) 使用の前に通常の水処理工程をして消費 
(2) 漁業の存続や助けになる水生生物の保護 
(3) 漁業 
(4) レクリエーション 

3 級 中程度に洗浄で新鮮な表流水源で、次に利用されているもの 
(1) 消費用。使用の前に通常の水処理工程を要す 
(2) 農業 

4 級 いくぶん洗浄で新鮮な表流水源で、次に利用されているもの 
(1) 消費用。使用の前に通常の水処理工程を要す 
(2) 工業 
(3) その他の活動 

5 級 1～4 級に区分されない水源で、次に利用されているもの 
(1) 水上交通 

 

(出典) 国家環境委員会告示 1994 年第 8 号 

(Notification of the National Environmental Board, No. 8, A.D.1994) 
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(2) 工場廃水の水質管理 

(a) タイ国政府が定めた工場廃水基準値 

タイ政府が定めた工場廃水基準値(表 3.2.3)は、1992 年に制定された国家環境保

全推進法に基づき 1996 年に MOSTE 告示として発令された。しかし、全く同一

内容の告示が工業活動に強い権限を持つ MOI からも出されており、二重基準であ

るが事実上は単一基準である。日本の廃水基準値(総理府令)と比べると BOD、

COD、重金属類はタイの基準値の方が厳しい数値となっている。個々の工場への

設定に当たっては、当該工場を管轄する政府機関により工場の規模、業種、立地

場所、廃水の性質などを考慮して国の基準値を超えない範囲で数値が決められ、

また新たな項目が設定される。例えば、廃水がかんがい用水として使われる立地

場所では農業・協同組合省のかんがい局から廃水中の塩濃度を厳しく規制する項

目が設定されている。しかし、法制度上は可能であるが、今のところ日本の場合

のように地方自治体による上乗せ基準値は設定されておらず、廃水基準値は基本

的に全国一律である。 

表 3.2.4 にタイの基準値と工場へ設定されている基準値の例、及び参考として日

本の基準値を示す。重金属類では銅(Cu)、マンガン(Mn)、クロム(Cr)、カドミウ

ム(Cd)等ほとんどの項目が日本の基準値より低い値である。特に Cd については、

タイの基準値は 0.03mg/liter で日本の基準値 0.1mg/liter の 1/3 である。また、顔料

やゴム添加剤など広く使われているセレン(Se)については、日本の基準値が

0.1mg/liter であるのに対しタイの基準値は 0.02mg/liter と非常に厳しい数値が設定

されている。 

 

(b) 工場に設定されている廃水基準値 

川の流域に立地している工場と、工業団地に立地している工場へ設定されてい

る工場廃水基準値の例を表 3.2.4 に示す。川の場合、放流された廃水がかんがい用

水として農業に使われることから、廃水中の塩濃度が厳しく規制されている。国

の基準で全溶解物質(TDS)が 3,000～5,000mg/liter と規制されているが、かんがい

局からは、国の基準値より厳しい 1,000mg/liter が示されている。 

一方、工業団地に立地している工場では、団地事務所が運転管理する中央廃水

処理場において生物処理で 終処理をし、公共水域へ放流することが前提となっ

ているため、BOD、COD がタイ政府の全国一律基準値より大幅にゆるい値となっ

ている。 
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(c) 違反者への制裁 

廃水基準を違反した場合、工業省、かんがい局などの所管官庁から警告を受け

る。 

繰り返しの警告に従わない時には、操業停止処分を受ける。実際に、ある紙・

パルプ工場が操業停止になった例がある。また、工業団地で団地事務所から設定

されている基準値に違反した場合には、給水を停止されて操業できなくなった例

がある。 

表 3.2.3 工場廃水基準 
項目 基準値 

BOD/生物化学的酸素要求量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高基準値 20mg/liter、または公害規制委員会の判断によるが、

次の業種の場合は 60mg/liter を超えてはならない 
1)毛皮工場 
2)澱粉工場 
3)澱粉による食料品工場 
(本プロジェクトの場合、管理する Province より 20mg/liter が

要求されている) 
4)動物用食品工場 
5)織物工場 
6)製革工場 
7)パルプ・紙工場 
8)化学工場 
9)製薬工場 
10)冷凍食品工場 

COD/化学的酸素要求量 
 
 
 
 
 
 

高基準値 120mg/liter、または公害規制委員会の判断による

が、次の業種は 400mg/liter を超えてはならない 
1)食品工場 
(本プロジェクトの場合、管理する Province より 120mg/liter
が要求されている) 

2)動物用食品工場 
3)織物工場 
4)製革工場 
5)パルプ･紙工場 

Color & odour 色度_臭気 不感知 
Cyanide as HCN シアン化物 0.2mg/liter 以下 
DS：Dissolved Solids 
/全溶解固形物 
 
 

高基準値 3,000mg/liter、または公害規制委員会の判断による

が、次の場合は 5,000mg/liter を超えてはならない 
1)流入水が塩分を含み、TDS 値が 2,000mg/liter 以上の場合 
2)海に放流する場合 

Formaldehyde/ホルムアルデヒド 1.0mg/liter 以下 
Free Cl/遊離塩素 1.0mg/liter以下 
Cu/銅 2.0mg/liter 以下 
As/ひ素 0.25mg/liter 以下 
Ba/バリウム 1.0mg/liter 以下 
Cd/カドミウム 0.03mg/liter 以下 
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表 3.2.3 工場廃水基準(続き) 
項目 基準値 

Cr6+/6 価クロム 
Cr3+/3 価クロム 

0.25mg/liter 以下 
0.75mg/liter 以下 

Pb/鉛 0.2mg/liter 以下 
Mn/マンガン 5.0mg/liter 以下 
Hg/水銀 0.005mg/liter 以下 
Ni/ニッケル 1.0mg/liter 以下 
Se/セレン 0.02mg/liter 以下 
Zn/亜鉛 5.0mg/liter 以下 
Fat, Oil and Grease/油脂分 
 

高基準値 5mg/liter、または公害規制委員会の判断によるが、

15mg/liter を超えてはならない 
Phenol/フェノール 1.0mg/liter 以下 
Sulfide as H2S/硫化物 1.0mg/liter 以下 
SS: Suspended Solids/浮遊物質 高基準値 50mg/liter、または公害規制委員会の判断によるが、

150mg/liter を超えてはならない 
(本プロジェクトの場合、管理する Province より 50mg/liter が

要求されている) 
 

Temperature/温度(℃) 40℃以下 
TKN/全ケルダ－ル窒素 高基準値 100mg/liter、または公害規制委員会の判断による 

が、次の業種は 200mg/liter を超えてはならない(告示の公示 2
年後から有効) 
1)食品工場 
(本プロジェクトの場合、管理する Province より 100mg/liter
が要求されている) 

2)動物用食品工場 
pH 5.5 - 9.0 

 

(出典) 科学技術環境省告示 1996 年第 3 号 

(Notification of the Ministry of Science, Technology and１Environment, No.3,1996) 

科学技術環境省告示 1996 年第 4 号 

(Notification of the Ministry of Science, Technology and Environment, No.4, 1996) 

公害規制委員会告示 1996 年第 3 号 

(Notification of the Pollution Control Committee, No.3,1996) 
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表 3.2.4 工場廃水の水質基準値例 

(mg/liter) 
項目 工場へ設定されている基準値 

例 
国が定めている基準値 

製品(立地場所) 
項目 

コンピュータ部品

(工業団地) 
合成繊維 

(川の流域) 
タイ  日本  

 
Temperature/温度(℃) 45℃ 40℃ 40℃ - 
pH 6～8 6～8 5.5 - 9.0 5.8 - 8.6 
BOD/生物化学的酸素要求量 450 20 20 - 60 160 
COD/化学的酸素要求量(Cr 法) 600 60 120 - 400 160 (Mn 法) 
SS/浮遊物質 500 30 50 - 150 200 
Settleable Solid/沈殿性物質 1000 - - - 
TDS/全溶解固形物 3000 - 5000 3000 - 5000 3000 - 5000 - 
Electric Conductivity 
/電気伝導率(μS/cm) 

- 2000 - - 

Fat, oil & grease/油脂分 100 5 5 - 15 5 1）、30 2)

Tar & oil /タール油分 50 - - - 
Cu/銅 1.0 2.0 2.0 3.0 
Zn/亜鉛 5.0 - 5.0 5 
Fe/鉄 5.0 - - 10 
Mn/マンガン 5.0 5.0 5.0 10 
T-Cr/全クロム 1.0 - - 2 
Cr6+/6 価クロム 0.25 0.25 0.25 0.5 
Cr3+/3 価クロム 0.75 0.75 0.75 2.0(T-Cr) 
Cd/カドミウム 1.0 0.03 0.03 0.1 
Ni/ニッケル 1.0 1.0 1.0 - 
Pb/鉛 1.0 0.2 0.2 0.1 
T-Hg/全水銀 0.01 0.005 0.005 0.005 
Alkyl-Hg/アルカリ水銀 - - - 不検出 
重金属類 16 - - - 
金属類 30 - - - 
Ba/バリウム 1.0 1.0 1.0 - 
Ag/銀 1.0 - - - 
Al/アルミニウム 5.0 - - - 
Ti/チタン 1.0 - - - 
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表 3.2.4 工場廃水の水質基準値例(続き) 

(mg/liter) 
項目 工場へ設定されている基準値 

例 
国が定めている基準値 

製品（立地場所） 
項目 

コンピュータ部品

(工業団地) 
合成繊維 

(川の流域) 
タイ 日本 

 
F/フッ素 - - - 15 
T-CN/全シアン 0.2 0.2 0.2 1.0 
Org. P/有機リン - - - 1.0 
As/ひ素 1.0 0.25 0.25 0.1 
Color & odor/色度・臭気 不感知 不感知 不感知 - 
H2S/硫化水素 1.0 1.0 1.0 - 
SO4 2-/硫酸イオン 500 - - - 
NO3 2-/硝酸イオン 10 - - - 
Free Cl/遊離塩素 100 1.0 1.0 - 
Se/セレン 0.02 0.02 0.02 0.1 
T-coli. Bacteria./全大腸菌 
(number/100 ml) 

- - - 3,000 

T-N/全窒素 100 100 100 - 200 120 
P/リン - - - 16 
PCB/ポリ塩化ビフェニル - - - 0.003 
Detergent/界面活性剤 100 - - - 
Trichloroethylene/ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ - - - 0.3 
Tetrachloroethylene/ 
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

- - - 0.1 

Formaldehyde/ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 1.0 1.0 1.0 - 
Phenol/ﾌｪﾉｰﾙ 10 1.0 1.0 5.0 
Glucose/ｸﾞﾙｺｰｽ 500 - - - 
Ethylene Glycol/ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ - - - - 
Pesticides/殺虫剤 不検出 不検出 不検出 - 

1)ノルマルヘキサン抽出物、鉱物油 

2)四塩化炭素抽出物、動植物油 

 

(出典) The notification of the Ministry of Science,Technology and Environment, No.3,A.D. 

1996 issued under the Enhancement and Conservation of the National Environment 

Quality Act,A.D.1992 
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3.2.5 大気汚染対策 

(1) タイの大気汚染規制 

タイでは、他の開発途上国と同様に、急激な経済発展に伴って大気汚染問題が

顕在化している。しかし、タイの大気汚染対策は、都市部を中心に深刻化してい

る自動車排気ガスによる大気汚染への対策に重点が置かれており、産業活動が原

因となる大気汚染対策については、火力発電所など特定の施設を除いて、本格的

な規制実施はこれからという段階にあり、十分な管理がなされておらず、前記の

廃水対策と比較して資料やデータ類も不足している。 

大気汚染に関する規制は、1995 年に従来の環境基準を一部強化して、新しい環

境基準が示された。この中で、一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、二酸化硫黄(SO2)、

粉じん(Suspended Parti Matter)、10 ミクロン以下の粒子状物質(SPM (10micron))、

オゾン(O3)、鉛(Pb)の7つの大気汚染物質について基準値が示されている(表3.2.5)。 

なお、自動車大気汚染については、天然資源･環境省、内務省警察局、運輸省、

陸運局(Department of Land Transport)が、各々、ほぼ同一内容の排出規制値を示し

ている。ただし、それぞれ告示でディーゼル黒煙、CO、炭化水素(HC)について個

別の自動車やオートバイからの排出規制値を示している。また、新車に対しては、

工場出荷時にクリアしなければならない排出基準が設定され、1993 年 1 月から、

触媒による排ガス浄化装置の設置が義務づけられている。 

 

表 3.2.5 大気環境基準 
1 時間 
平均値 

8 時間 
平均値 

24 時間 
平均値 

1 ヵ月 
平均値 

年平均値  
項目 1)

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

一酸化炭素/CO 34.2 10.26    
鉛/Pb    1.5  
二酸化窒素/NO2 0.32     
オゾン/O3 0.20     
10μ以下の粒子状物質 
/SPM(10micron) 

  0.12  0.05 

二酸化硫黄/SO2 0.78  0.30  0.10 
粉じん/SPM   0.33  0.10 

1)すべて1気圧25℃ 

(出典) Pollution Control Department , Ministry of Science, Technology and Environment, 

Laws andStandards on Pollution Control in Thailand 4th Edition, 1997 年 10 月 
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(2) 大気環境基準値と現状との比較 

表 3.2.5 に示した大気環境基準値と実態との比較を次に示す。 

 

① バンコク市内の状況 

バンコク市内における主要な大気汚染源は自動車、交通渋滞、建設現場から排

出により、 も問題となっているのは、粉じんや粒子状物質である。公害管理局

が 2000 年に市内数箇所において測定した結果によると、粉じんや粒子状物質が管

理基準を超えた箇所があり、基準値を 2 割以上超えた場所もあった。その他の項

目については、基準値を越えていなかったものの、粉じんや粒子状物質以外の項

目についても、自動車が大気汚染に大きな影響を及ぼしている。2000 年の陸運局

の報告では、450 万台の車両がバンコク市内で登録されており、渋滞を引き起こ

している。この報告では、NO2の排出量の 80%、COの 75%、粉じんの 54%、炭化

水素のほぼ 100%が自動車から排出されている。乗用車はCO、及び炭化水素の排

出源であり、トラックがNO2、粉じん、及び粒子状物質の発生源となっている。 

 

② バンコク市周辺の状況 

バンコク市周辺の状況も、市内と類似の状況であり、粉じんや粒状物質が も

大きな大気汚染問題となっている。バンコク市周辺に設置されている 11 箇所のモ

ニタリングステーションの大部分で、粉じんや粒状物質が基準値を越えている。 

 

③ 地方における状況 

タイ全土の主要都市、地域にも大気のモニタリング設備が設置されている。こ

れらの記録によると、地方においてもプーケット等マレーシアに近い南部地方を

除いて、粉じんと粒子状物質が基準値を越えている箇所が多い。 

 

(3) 工場排ガスの排出管理 

(a) 工場排ガスの排出基準 

産業からの排出ガスに関する排出基準は、1992 年に制定された国家環境保全推

進法に基づき 1993 年に工業省(MOI)告示として発令された。1993 年の告示では、

粉じん、ひ素(As)、塩化水素(HCl)、硫化水素(H2S)、SO2等 14 種類の大気汚染物質

について定められたが、1995 年にクレゾールが追加され、MOIの告示で 15 種類

の大気汚染物質を対象として排出基準値(表 3.2.6)が示されている。このうち、ア

ンチモン(Sb)、ひ素(As)、鉛(Pb)、塩素(Cl)、HCl、水銀(Hg)、CO、硫酸(H2SO4)、

H2S、キシレン、クレゾールの 11 種類に関しては全ての発生源が対象とされ、そ

れぞれに基準値が定められている。残りの 4 種類の物質については、例えば粉じ

んの場合はボイラー及び炉、製鋼、アルミニウム製造等と発生源が特定されてい

る。 
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表 3.2.6 大気排出基準 
項目 1) 排出源 基準値 

アンチモン/Sb すべての排出源 20mg/Nm3

ひ素/As すべての排出源 20mg/Nm3

一酸化炭素/CO すべての排出源 1,000mg/Nm3、または 870ppm 
塩素/Cl すべての排出源 30mg/Nm3

銅/Cu 炉または精練所 30mg/Nm3

塩化水素/HCl すべての排出源 200mg/Nm3

硫化水素/H2S すべての排出源 140mg/Nm3、または 100ppm 
鉛/Pb すべての排出源 30mg/Nm3

水銀/Hg すべての排出源 3mg/Nm3

窒素酸化物/NOX 
 
 

ボイラー 
･石炭を燃料とする 
･その他の燃料 

 
940mg/Nm3、または 500ppm 
470mg/Nm3、または 250ppm 

粉じん ボイラー及び炉 
・重油を燃料とする 
・石炭を燃料とする 
・その他の燃料 

鋼鉄/アルミニウム製造 
その他 

 
300mg/Nm3

400mg/Nm3

400mg/Nm3

300mg/Nm3

400mg/Nm3

二酸化硫黄/SO2 硫酸生産物 
石油を燃料とする燃焼過程2）

1,300mg/Nm3、または 500ppm 
1,250ppm 

硫酸/H2SO4 すべての排出源 100mg/Nm3、または 25ppm 
キシレン すべての排出源 870mg/Nm3、または 200ppm 
1）すべて 25℃、1 気圧、20%の状態 

2）バンコク市、及び Samut Prakam 県に位置する工場にのみ適用 

(出典) 工業省告示 1993 年第 2 号(Notification of the Ministry of Industry No.2, 1993) 

工業省告示 1995 年第 9 号(Notification of the Ministry of Industry No.9, 1995) 

工業省告示 1997 年第 3 号(Notification of the Ministry of Industry No.3, 1997) 

 

(b) 工場に設定されている排出基準値 

タイ全体の排出基準値とは別に、各地域、工場の種類毎に排出基準値が定めら

れている場合がある。その一例として、新設発電所の排出基準値を表 3.2.7、既設

発電所における排出基準値を表 3.2.8 に示す。新設発電所のSO2、NO2、及び粉じ

んの排出基準値を表 3.2.6 の基準値と比較すると、どの項目も発電所の規模が大き

くなるほど基準値は厳しくなっている。SO2について見ると、石炭を燃料とする

発電所は、一般的な規制値よりマイルドな規制値となっているが、タイ全土で問

題となっている粉じんについては、厳しい規制値を課している。また、表 3.2.8

に示すように、各発電所毎に使用燃料、場所、発電規模を考慮し、SO2、NO2、及

び粉じんの規制値を定めている。タイの省庁は縦割り組織で省庁間の連絡が少な

いため、2000 年まで両者の基準値が異なる場合があったが、現在では両者の基準
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値は統一された。また、天然資源･環境省は、大気汚染が問題になりつつある砕石

場や製鉄、セメント製造などの個別業種を対象とした大気排出基準や、総量規制

的な排出規制導入も検討されている。 

表 3.2.7 大気排出基準値例(1)－新設発電所― 
項目  燃料の種類 

 石炭 石油 ガス 
 SO2    (ppm) 
     ＞500MW 

300～500MW 
     ＜300MW 

320
450
640

320
450
640

20
20
20

NO2  (ppm) 350 180 120
Particulates (mg/m3) 120 120 60

(出典) Notification of the Ministry of Science, Technology and Environment, date December 

25,B.E.2538(1995) 

        Notification of the Ministry of Industry,No1,B.E.2540(1997) 

 

表 3.2.8 大気排出基準値例(2)－既設発電所― 
項目 排出基準値 
地域 SO2 

(ppm) 
NO2

(ppm) 
Particulates 

(mg/m3) 
Bang Pakong 

Unit  1~4 320 200
 

120 
Bang Parking 

Unit  1~2 
Unit  3~4 

60
60

450
230

 
60 
60 

South Bangkok 320 180 120 
South Bangkok 

Unit  1~2 
Unit  3~4 

60
60

250
175

 
60 
60 

North Bangkok 500 180 150 
Sai Noi 60 230 60 
Surat,Thani 

Gas Turbine 
Combimed 

 
60
20

230
120

 
60 
60 

Lan Krabu 60 250 60 
Nong Chok 60 230 60 
Wang Noi 60 175 60 
Num Phong 60 250 60 
Mae Moh 

Unit  1~3 
Unit  4~7/Unit  8~13 

1,300
320

500
500

 
180 
180 

Other Old Power Plant 
    Coal 
    Oil 
    Natural Gas 

700
1,000

60

400
200
200

 
320 
240 
60 

(出典) Notification of the Ministry of Science, Technology and Environment, 

NO2,B.E.2542(1999) 

       Notification of the Ministry of Industry, B.E.2544(2001) 
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(c) 違反者への制裁 

工場の排ガスについては、地方の所管官庁へ年 3 回、測定値の届け出の義務が

ある。また、立ち入り検査がある場合もあり、工場が排出基準を違反した場合、

工業省や各都市、地方の所管官庁から警告を受ける。繰り返しの警告に従わない

時には、操業停止処分を受ける。このように、排出基準が設定され、工場に対し

て定期的な測定や報告が義務づけられてはいるものの、排ガスを測定できる分析

機関が少なく、測定精度も悪い事から、現状では十分な管理ができないのが現状

である。法規制通りの大気汚染対策や管理が実施されるまでには、まだ時間がか

かると予想される。 

 

3.2.6 廃棄物対策 

(1) 有害廃棄物問題 

産業活動の拡大に伴って増大する廃棄物、特に有害廃棄物問題は、今後大きな

環境課題になっていくと思われる。このため、有害廃棄物対策のための法規制制

度が整備されてはいる。しかし、一方で有害廃棄物処理設備の不足は深刻で、新

たな処理施設の整備も建設予定地周辺の住民による反対運動などで進んでいない。

このため、国内で発生する有害廃棄物の 8 割以上は、工場内に保管されているか、

不法投棄されていると考えられており、不法投棄による環境汚染の発生が懸念さ

れている。 

有害物質は、有害物質法(Hazardous Substance Act,A.D.1992)により、1,000 種類

近い物質が有害物に指定され、工場法(Factory Act, A.D. 1992)により、製造、保管、

輸送に対する規制が行われることとなっているが、技術不足や監視体制の未整備

などで実効性ある規制は実施されておらず、有害物質問題も有害廃棄物問題と並

んで今後大きな環境課題となるであろう。 

 

(2) 有害廃棄物処理設備の整備 

現在タイ国内には、適切な処理ができる有害廃棄物処理施設が少なく、工業省

では有害廃棄物処理場を建設する計画を立てたものの、いずれも予定地周辺住民

の激しい反対運動にあって建設が難航している。処理施設が増えない限り、タイ

の有害廃棄物問題は解決されないため、問題解決までにはまだまだ時間がかかる

ことが予想される。 

 

3.2.7 他の環境規制 

その他の環境問題として、悪臭と騒音があげられる。騒音については、一般的

な環境基準と作業環境基準が定められているだけで、直接産業活動を対象とした

規制は設けられていない。また、悪臭に関する苦情は、数多く持ち込まれている

が、悪臭に関する基準はまだない。ただし、公衆衛生法の中で、臭気、騒音、振
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動、光、ちり、すすなど、周囲に影響を与える行為を生活妨害行為と定義し、法

的な罰則の対象としている。この規定では生活妨害の具体的な基準や定義は明確

ではないものの、悪臭や騒音など環境法規制がない問題には、この法律が近隣住

民の平穏な生活を妨害している工場を規制するための手段として使われる場合が

多い。 

 

3.3 タイの温室効果ガス排出量、地球温暖化対策 

3.3.1 タイの温室効果ガス排出量 

タイに於ける初のGHGインベントリーは1989年のデータとして、1993年に

TDRI(Thailand Development Research Institute)/TEI(Thailand Environment Institute)に

より作成された。 

第二回GHGインベントリーは1997年に、UNFCCCのフォーカルポイントである

科学技術環境省(Ministry of Science, Technology and Environment: MOSTE)の環境政

策環境計画事務室(Office of Environmental Policy and Planning: OEPP)がタイ政府の

資金的支援を受け1990年のインベントリーとして発行した。このインベントリー

は、国連開発計画(United Nations Development Programme：UNDP)とアジア開発銀

行のALGAS(Asia Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy)のプロジェクトとし

てサポートを受けて作成されたものである。 

第三回GHG インベントリーは2000年に“Thailand.s Initial National 

Communication”として1994年のインベントリーがMOSTEより発行されており、現

在の 新版となっている。これによると、タイのGHG総排出量は、CO2換算で2億

8千600万トン(CO2が約71%、CH4が約23%)となっている。1994年のガス種・セクタ

ー別GHGインベントリーを表3.3.1に示す。 

表3.3.1 ガス種・セクター別GHGインベントリー(1994年) 
温室効果ガス CO２

吸収源分類 排出量 除去量 
CH４ N２O NOX CO NMVOC

総排出／除去量 241,030.55 -39,101.60 3,171.35 55.86 286.65 555.11 2,513.30
1.エネルギー 125,482.80 0.00 196.55 0.83 271.85 33.90 0.72
A.燃料燃焼 125,482.80 0.00 2.85 0.83 271.85 33.90 0.72
ｴﾈﾙｷﾞｰ・ｴﾈﾙｷﾞ 
変換産業 

45,529.30 
 

2.07 0.10 155.30 
 

14.70 
 

0.00

産業、鉱業、 
建設 

30,824.20 
 

0.61 0.58 113.90 
 

17.10 
 

0.00

運輸 39,920.40 0.09 0.00 0.26 1.30 0.70
商業 890.50 0.02 0.08 0.87 0.20 0.00
民生 3,469.40 0.06 0.06 1.37 0.50 0.00
農業 4,849.00 0.00 0.01 0.15 0.10 0.20
B.一時的排出  193.70   
固体燃料  16.02   
石油天然ガス  177.68   
2.産業プロセス 15,970.40 0.31 54.62   2,512.58
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3.農業  2,879.10 0.41   
4.土地利用変化 
、林業 

99,577.35 
 

-39,101.60 59.57  
 

 
 

  
 

5.廃棄物  35.22     

(1Gg＝1,000ton) 

(出典) Thailand.s Initial National Communication(2000年10月発行) 

 

3.3.2 タイにおける気候変動の影響 

(1) 自然条件 

アジアモンスーンに属するこの国は、大体11月から5月までの乾期と、5月から

10月頃までの雨期に別れる。全国平均の年降水量は1,450mmで、穀倉地である中央

平原では1,360mmとなっている。降水量としては恵まれているが、雨の分布は時間

的、地域邸にも極めて不規則な変動を示す。時に洪水を起こし、干ばつをも招く。 

近年までの136年間の統計によると、 

国の財政を損傷するほどの洪水のあったのが・・・2年 

作物被害の年が・・・・・・・・・・・・・・・・7年 

良い収穫の年が・・・・・・・・・・・・・・・・80年 

軽い干ばつが・・・・・・・・・・・・・・・・・19年 

強い干ばつが・・・・・・・・・・・・・・・・・22年 

極めて強い干ばつが・・・・・・・・・・・・・・6年となっている。 

洪水よりも干ばつの深刻さと頻度において多いことが認められ、補給灌漑的 

な施設の必要性がうかがえる。降雨の年変動を見ると4月から5月にかけて降雨が

増大し、8月から9月にかけて降雨量が 大に達し、その後降雨量は急速に減少す

る。即ち、地域により若干があるが4,5月から雨期が始まり、11,12月には雨期が明

け乾期が始まる。乾期においては農業上利用できる降雨はほとんど期待できず、

一般的に言って乾期において作物栽培を行う場合は人工的な灌漑を必要とする。 

 

(2) 水源地の保全 
タイでの深刻な問題の一つは水源の荒廃である。河川の上流部で地方住民 

による開墾と水利用が、無計画、無統制に行われている。そのために流出水は

減じ、貯水池の水管理が計画通りに行われない。下流部では海水の浸入が増大

して土地の塩類化が激化されるに至った。ChaoPhya河の乾期流量が、過去20
年間に100m3/secから30m3/sec以下に低減した。1980年代以降の急激な経済発展

による水需要の増大に加え、年降雨量の減少傾向が見られ、上流ダム郡への流

入量の現象が生じてきたために、乾期の稲作の中止など深刻な水不足問題が起

きている。 

政府は、これら水源地での無許可施設による水の乱用を調査した結果、現在

水路の入り口に制水施設を設ける必要を感じ、その実施に踏み出している。 
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(3) 森林の荒廃 
1955年において国土に占める森林の割合は60%に達していたが、1976年には

41%、1988年においてはわずか27%にすぎない。また近年森林面積は年率4%ず

つ減少しているといわれており、非常に大きな問題になっている。原因は人口

の増加とそれに伴う農地の必要性の増大、不法開墾が主たるものとされている。 
 

3.3.3 地球環境問題への対応 

近年における世界のキャッサバ生産量1億6000万トンに対して、タイはその約一割、

1,600～1,800 万トンを占める世界 大の生産国である。また、タイは 大のキャッサ

バ澱粉生産国であるとともにその澱粉を利用した食品生産国でもある。つまり、タイ

は「キャッサバ澱粉産業国」である。タイのキャサバ澱粉の年間生産量は 200 万トン

を超えている。本プロジェクトの対象工場もタイの「キャッサバ澱粉産業」の有力企

業のひとつであり、環境問題をより一層配慮しなければならなくなっている。 

澱粉製造工程は以下のように要約される： 

(1)原料キャッサバ根茎の汚れ除去、 

(2)磨砕と篩別 

(3)洗浄・精製 

(4)脱水・乾燥 

 

この過程を図 3.3.1 に示す. 
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図 3.3.1 澱粉製造の基本工程 

このような澱粉製造工業において、環境に影響をおよぼす因子となるのは次の三点

である。 
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(1)洗浄・精製のための清水の確保、 

(2)洗浄・精製後に排出される大量の廃水の処理、 

(3)カスの処分。 

この中でも特に(2)の廃水処理が環境汚染という観点から「キャッサバ澱粉産業」で

は も問題となっている。 

 

3.3.4 タイにおける CDM プロジェクト 

2005 年 2 月 23 日現在において日本政府が承認した CDM プロジェクトは 16 件

あり、タイはチリに続き 2 番目に承認プロジェクトの多い国である。以下に日本

政府が承認したタイのプロジェクトを示す。 

表 3.3.2 日本国政府承認されたタイの CDM プロジェクト 
承認年月日 プロジェクト名 申請者 
2004.6.29 タイ、ピチット県におけるＡＴＢ籾穀発電事業 中部電力㈱ 
2003.5.22 タイ国ヤラにおけるゴム木廃材発電計画 電源開発㈱ 

 

(出典) 環境省ホームページ 

 

3.4 プロジェクト実施等における現地の協力体制 

3.4.1 プロジェクトへの関心度 

客先はプロジェクトに対して意欲的である。 

廃水処理の問題を解決する為もちろん工場排出基準はクリアしているものの、

エアレーションタンクより大量の電力を消費しており工場全体でも問題となって

いる。また、嫌気性ラグーンは簡易的なカバーはしているものの、大気放出して

いるのと同じである(定期的にブロワーでガス抜き)。よって悪臭対策も 重要課

題である。 

 

3.4.2 プロジェクトへの積極度等 

この工場では、2001 年エネルギー省傘下の Depart ment of Alternative Energy 

Development and Efficiency(DEDP)が有償でバイオガス利用の企業化調査をこの工

場にて実施したが、採算性の問題により実現化できなかった経緯がある。しかし

CDM プロジェクトとして CER 獲得となれば採算性も向上し実施の可能性が高ま

るため積極的である。 

 

3.5 ステークフォルダーからのコメント 

本プロジェクトに関する具体的なコメントは以下の通りである。 

・Sitthinan Co., Ltd (STN)(プロジェクト参加者) 

－周辺住民、労働環境等に対する悪臭防止となるためプロジェクトに賛成している。 

－再生可能エネルギーであるバイオガスの有効利用できるため歓迎する。 
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－廃水処理がこの工場で大きな問題となっているためプロジェクトを歓迎する。 

・DEDE (Department of Alternative Energy Development and Efficiency) 

代替エネルギー開発・エネルギー効率局 

－再生可能エネルギープロジェクトの導入を歓迎する。 

－CDM プロジェクトとして推進することを歓迎する。 

－タイで多数存在する食品産業の廃水改善効果が得られるため、エネルギー有効利

用の点からも評価できる。 

・周辺工場（工場地帯） 

－悪臭低減に関する理解が得られた。 

－バイオガスの大量を発生し直接解放しているその現状が重要な火災リスク(危険)

であり、逆に本プロジェクトの建設が火災リスク(危険)を制限する点も理解が得

られた。 

今後更なるヒアリングを行い、下記のコメントを入手する必要がある。 

・ONEP (Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning) 

・Lardlumkaew District(地方自治体) 

・PEA (Provincial Electricity Authority)地方配電会社 

 

3.6 プロジェクトがタイの持続可能な開発へ貢献・技術移転事項 

①嫌気性排水処理設備能力の向上に伴う廃水の水質向上による環境汚染の防御 

②再生可能エネルギーであるバイオガスの有効利用による温暖化対策 

③密閉構造による発生臭気の周辺拡散抑制による環境汚染の防御 

④嫌気性処理に必要な面積の省スペース化による土地の有効利用 

⑤重油等のエネルギーコスト高騰に対し、発電を行い工場消費することによるグリッド

電源相当分の化石燃料使用量削減による省エネ効果 

⑥プロジェクトはタイを含む東南アジア諸国に普及させることができる。クリーン技術

実証プロジェクトとなりその普及性の効果がある。 

⑦タイ国の貴重な輸出商品キャッサバの澱粉産業に付加価値(生産コスト削減及び CER

収入)を提供する。 

⑧メタン発酵法に関する技術、バイオガス発電設備に関する技術に関する技術移転 

⑨それは国家的にそして地域的に、特に CDM によって再生可能エネルギーと廃棄物管

理部門の資金供給の新しい金融機構の用途を証明する重要な能力の建設プロジェクト

の役目を務める。 

⑩それはタイ国際収支にプラス効果となり、海外からエネルギー輸入を削減して、エネ

ルギーの自給自足を通じて多様性を増加そしてエネルギー供給を保障する。 

⑪プロジェクトは可燃性メタンガスを発する危険性を伴う廃水の有機物質を有効利用す

る。 

⑫プロジェクト運営会社が CER 収入から確立される。 
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4.プロジェクトの内容 



4.1 メタンガス利用プロセス概要 

4.1.1 好気性処理と嫌気性処理 

浄化に関係する生物は細菌、原生動物、藻類、後生動物など多くの生物相が関係し

ているが、どのようなタイプの生物処理施設においても細菌類が廃水の浄化に も重

要な役割を占める。なお、通常、これらの生物を総称して微生物と呼ぶ。 

水中の有機物の大部分は微生物によって分解されるが、水中の酸素を多く必要とす

る好気性微生物と、酸素を必要としない嫌気性微生物に分けられる。 

好気性状態では好気性微生物が増殖し、これによる 終生成物として水、二酸化炭

素、硝酸、硫酸、リン酸などがある。一方、嫌気性状態では嫌気性微生物が増殖し、

これによる有機物の分解が行われるが、 終生成物は水、メタン、二酸化炭素、硫化

水素、アンモニアなどとなる。なお、硫化水素が通常発生するため嫌気性状態におけ

る分解では悪臭と伴う。それぞれの特徴を表 4.1.1 に示す。 

 

表 4.1.1 好気性処理と嫌気性処理の比較 
 嫌気性処理 好気性処理 

方式 嫌気性メタン発酵法 
UASB(EGSB) 

活性汚泥法 
散水炉床法 

酸素 不要 必要 

エネルギー消費 
小 

(発生メタンガスの有効利用

可能) 

大 
(エネルギーの大半は酸素供

給に消費) 
汚泥濃度 高(40,000～100,000mg/l) 低(2,000～7,000mg/l) 
負荷 高(20～30kg CODcr/m3･日) 低(1～3kg CODcr/m3･日) 
設備の大きさ リアクター小容量 曝気槽大容量 
敷地面積 小 大 
発生余剰汚泥 少(5%以下) 多(30～50%) 
臭気対策 対応容易 広い適用範囲 

除去率 

一般に嫌気性処理の処理水

質は好気性処理と比べて

BOD、COD、SS 等の除去率

が低いため、直接放流するこ

とができない。活性汚泥法等

の好気性処理で二次処理を

行ってから廃水するのが一

般的である。 

微生物分解性の有機物を

90%以上の高い効率で分解

できる。 

細菌 

嫌気性細菌(Anaerobic 
Bacteria)は遊離酸素を使わず

に有機物を不完全に分解す

る。いわゆる発酵または還元

の現象である。 
その際、有機物質または硝酸

塩など無機物質を含む酸素

を利用して増殖する。 

好気性細菌(Aerobic Bacteria)
は空気中あるいは水中の酸

素を得て有機物を酸化する。

その際、炭素は炭酸に、水素

は水となり、相当量のエネル

ギーを遊離する。 
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表 4.1.1 好気性処理と嫌気性処理の比較(続き) 
 嫌気性処理 好気性処理 

曝気を必要としない。 
一般にシステム全体の運転

所要電力は活性汚泥法の 30
～50%と少なく経済的であ

る。 

曝気のための大きな動力を

要する。 

余剰汚泥の発生量が少ない。

一般に余剰汚泥の発生量が

15～60%であり、処分費が少

ない。 

多量に発生する余剰汚泥の

処理必要。 

有機物をメタンガスとして

回収できる。 
一般に廃水中の有機物を燃

料メタンとして

0.35Nm3CH4/kg TOD回収で

きる。 

汚泥の膨化(バルキング)現象

が不可避。 

維持管理、コスト 

栄養塩必要量は活性汚泥法

の 10～20%であり、薬品代が

低減できる。 

 

 

4.1.2 嫌気性処理法 

嫌気性処理法は、嫌気性微生物を利用して有機物を分解し、廃水を浄化する方法で

ある。嫌気性処理は有機物濃度の高い(BOD2,000 mg/l 以上)廃水処理に適用されること

が多い。しかし、 近では BOD 1,000mg/l 程度でも適用される技術が開発されている。 

 

(1) 嫌気性処理の原理 

嫌気性生物による有機物の分解は、次の 2 段階を経ておこなわれる。 

◎第一段階(酸発酵) 

炭水化物、脂肪、タンパク質などの高分子有機物は酢酸、プロピオン酸、酪酸

などの低級脂肪酸やアルデヒド、アルコールの分子まで分解される。 

(特長) 

・多量の脂肪酸ができるため酸性発酵期とも呼ばれ、pH5.0～6.0 まで低下する。 

・通性嫌気性菌（有酸素および無酸素のところで生育できるもの）および偏

性嫌気性菌（嫌気性のところでしか生育できないもの）の両方の細菌で有

機物が分解される。 

・この段階では有機酸が存在するため BOD はまだ高い。 

◎第二段階(メタン発酵) 

低級脂肪酸やアミノ酸、エチルアルコールなどをさらに分解して、メタンや二

酸化炭素に分解する。 
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(特長) 

・メタンへの分解は偏性嫌気細菌のメタン細菌による。 

・至適 pH は 7.2～7.4 の中性付近で、pH、温度変動、低級脂肪酸濃度に敏感で、

増殖速度も遅い。 

・30～36℃の中温と 50～57℃の高温を好む 2 種類の細菌がある。後者の細菌を

利用して行なうことを高温メタン発酵と呼ぶが、前者の普通メタン発酵より

メタン発酵速度が速い。 

・この段階でメタンガスが発生するため、BOD は急激に低下する。 

 

(2) 適用および維持管理上の特徴 

1) 高濃度有機廃水の処理に適している。 

2) 余剰汚泥の発生量が好気性生物処理に比べて少ない。 

3) 発生したメタンガス(硫化水素が含まれているので脱硫が必要)はエネルギー

として利用できる。 

4) 過負荷運転を行うと低級脂肪酸濃度が増加し、メタンガス発生量が低下する

など嫌気性分解(メタン発酵作用)に重大な障害になる。 

5) 臭気を発生するため、臭気対策が必要である。 

6) メタン発酵の程度の指標としては、メタンガス発生量、脱離液(メタン発酵槽

の上澄液)と原水の BOD 濃度の比率、メタン発酵汚泥(主としてメタン発酵槽

の下部に沈殿しやすい汚泥部分)中の強熱減量などがある。 

 

(3) 嫌気性処理方法の比較 

嫌気性廃水処理方式を表 4.1.2 に示す。 
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表 4.1.2 嫌気性処理方法の比較 

項目 UASB(EGSB) 嫌気性メタン発酵法 嫌気性ラグーン 
対象廃水 中高濃度有機性廃水 高濃度有機性廃水 高濃度有機性廃水 
処理方法 上向流嫌気性汚泥床 嫌気性混合攪拌型 嫌気性池 

微生物利用 グラニュール状スラッジ
浮遊フロック状スラッ

ジ 浮遊菌体 

項目 UASB(EGSB) 嫌気性メタン発酵法 嫌気性ラグーン 
槽内微生物 
濃度 高濃度 中濃度 低濃度 

許容負荷 5～15 kgCODcr/m3・d 0.3～3.0 kgCODcr/m3・d ― 
処理時内 
(滞留時間) 6～10 時間 7～14 日 30～50 日 

COD 除去率 80～90％ 70～90％ 50～70％ 
(1)温度：30～35℃ (1)温度：20～40℃ (1)- 
(2)pH：6.4～7.4 (2)- (2)- 

制限条件 
(前処理) 

(3)SS：1,000mg/l 以下 (3)- (3)- 
発生メタン量 大 中 小 
余剰汚泥 小 小 小 
設置スペース 小 大 大 
ランニング 
コスト(薬剤) pH 調整のアルカリが必要 ― ― 

臭気対策 密閉型に付き対策済 密閉型に付き対策済 臭気拡散階上のカバー必

要 

長所 

・高負荷で運転できるの

で、小規模の反応槽でよ

い。 
 

・SS の影響を受けにく

い。 
 

・汚泥の滞留時間が長く、

メタン発酵が進むため、

汚泥発生量は少ない。 
・維持管理が容易。 
・海外での設置事例は多

い。 

短所 

・汚泥のグラニュール化に

長い期間を要する。 
・懸濁物質、タンパク質、

ノルマルヘキサン抽出

物質の高い廃水では、グ

ラニュール化が起こり

にくく、適用が困難なこ

とがある。 
・廃水中にCa2+、Mg2+など

のイオン濃度が高いと

き、CaCO3、CaHPO4、

MgNH4PO4 などの沈殿

物を生じ、メタン発酵槽

の内部や廃水管に堆積

して処理能力が低下す

ることがある。 

・UASB に比べ反応槽

容量が大きい。 
・日本の技術的優位性

を差別化するのが困

難。 

・広い敷地が必要。 
・悪臭が発生する。 
・非常に大きく、メタンガ

ス捕集の為の、覆外施工

コスト etc に問題あり。

機械攪拌などを行わな

いため、反応効率が悪

く、その分大きな反応容

積を必要とする。 
・既存技術でもあり、採用

しない。 
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各処理方式の評価を表 4.1.2 の長所、短所を基に検討した結果 UASB(EGSB)方式

を採用するものとした。 

 

a) UASB(EGSB)方式 

本工場廃水の性質上、つまり、廃水量が多い、固体残渣の混入が不可避である、

負荷変動が大きいなどの理由により UASB(Upflow Anaerobic Sludge Blanket)での検

討を行った。UASB は住友重機械工業と五洲興産で検討を行った。この結果、嫌気

性廃水処理システム(UASB)の技術をベースに更に設置条件、廃水条件などの適用

範 囲 を 広 げ た 住 友 重 機 械 工 業 の 超 負 荷 型 嫌 気 性 廃 水 処 理 シ ス テ ム

(EGSB)(Expanded Granular Sludge Bed)を採用するものとした。 

 

b) 嫌気性メタン発酵法(Pond 1) 

既設嫌気性ラグーン(Pond 1)は現在カバーで覆われているが、内部配管やライニ

ングなどは施工されていない。定期的にブロワーによるガス抜きのみが実施され

ている。 

したがって、カバー、メタンガス発生・回収設備を新設することにより、メタ

ンガスの回収を行うことで検討を行った。嫌気性メタン発酵法に関しては技術性、

経済性等の検討を含めて、ADI Systems Inc.(カナダ製)と Waste Solution Ltd.(ニュー

ジーランド製)の廃水処理メーカーとの情報調査を実施した。 

 

c) 嫌気性ラグーン 

特徴として高濃度廃水に適用されるが、一般に嫌気性ラグーンは 2.5～3.0m と深

く、滞留時間も 30～50 日と大きい。さらに、有機物の嫌気性分解から悪臭が発生

するため、現状でも大きな問題となっている。また、嫌気性ラグーンは既存の技

術であり採用しない。参考例として表 4.1.3 に示す。 

 

表 4.1.3 生物安定池計画試料 

池の種類 嫌気性ラグーン 
深さ(m) 2.5～3.0 
滞留時間(日) 30～50 
BOD負荷(g/(m2・日)) 34～56 
BOD 除去率(%) 50～70 
植物性プランクトン(mg/l) 0 

     (出典) 汚水・廃水処理の知識と技術 
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4.2 具体的なプロジェクトの内容及びプロジェクトバウンダリー 

4.2.1 廃水処理場の概要 

(1) 廃水水質 

1) この澱粉を原料とした食品工場ではグリーンビーンズ澱粉(Mung Bean Starch)製造

後の廃水(Starch Process 1 Waste Water)とタピオカ澱粉(Tapioca Starch)製造後の廃

水(Starch Process 2 Waste Water)と春雨(Vermicelli)製造後の廃水(Noodle Waste 

Water)が既設嫌気性ラグーン(カバーのみ施工されている)(Pond 1)へ放流されてい

る。 

2) 各系統ラインの廃水の水質を表 4.2.1 に示す。各系統ラインよりの設備流入混合廃

水が嫌気性廃水処理設備(EGSB)の PDD 作成及び設計ベースである。 

表 4.2.1 プロジェクトサイトの廃水水質 
No. 項目 単位 Starch Process 1 

ライン 
Starch Process 2 

ライン 
Noodle 
ライン 

設備流入

混合廃水

1 廃水量( 大) 
(稼動月) 

m3/d 1,100 
(1,3,5,7,10,11,12)

700 
(1,3,5,7,10,11,12)

1,000 
(毎月) 

2,800 

2 pH - 4～5 4～5 6～7 4～7 
3 温度 ℃ 30～50 50 30～50 <38 
4 SS mg/l - - 630 <500 
5 BOD mg/l    5,059 
6 COD( 大) mg/l 4,000 28,000 4,000 8,900 
7 T-N mg/l 270 850 0 205.3 
8 T-P mg/l    90.7 
9 T-Sul mg/l    32.2 
10 n-Hex. mg/l    <100 

 

(2) 系統別の水質データ 

各系統別の月別の稼働日数、廃水量、平均 COD を表 4.2.2～4 に示す(2006 年、9-12

月は推定)。 

表 4.2.2 Starch Process 1 ライン廃水水質データ(放流日数：158 日/年) 
月 

項目 
1 2 3 4 5 6 

放流日数 24 ― 28 ― 24 ― 
廃水量(m3/d) 785 ― 955 ― 1,008 ― 
COD(mg/l) 4,031 ― 4,031 ― 2,500 ― 

月 
項目 

7 8 9 10 11 12 

放流日数 19 ― ― 13 26 24 
廃水量(m3/d) 1,009 ― ― 1,100 1,100 1,100 
COD(mg/l) 3,631 ― ― 3,110 3,110 3,110 
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表 4.2.3 Starch Process 2 ライン廃水水質データ(放流日数：141 日/年) 
月 

項目 
1 2 3 4 5 6 

放流日数 18 ― 17 ― 24 ― 
廃水量(m3/d) 692 ― 643 ― 490 ― 
COD(mg/l) 18,048 ― 18,048 ― 19,641 ― 

月 
項目 

7 8 9 10 11 12 

放流日数 19 ― ― 13 26 24 
廃水量(m3/d) 495 ― ― 636 636 636 
COD(mg/l) 26,459 ― ― 10,848 10,848 10,848 

 

表 4.2.4 Noodle ライン廃水水質データ(放流日数：292 日/年) 
月 

項目 
1 2 3 4 5 6 

放流日数 25 23 27 20 25 26 
廃水量(m3/d) 815 890 846 942 847 872 
COD(mg/l) 4,942 3,519 2,787 3,954 3,125 3,817 

月 
項目 

7 8 9 10 11 12 

放流日数 19 26 26 25 26 24 
廃水量(m3/d) 999 912 800 900 900 900 
COD(mg/l) 3,216 2,109 3,500 3,500 3,500 3,500 

 

(3) 現状のシステム 

嫌気性ラグーン(Pond 1)に排出されたヌードル製造の廃水は、好気性ラグーン

(Pond 6,7,8)で処理後、仕上げ池(Polishing Pond)(Pond10)に送られ、用水路を通じて

Jaopraya River へ放流されている。嫌気性ラグーン(Pond 1)に排出された澱粉製造の

廃水は、好気性ラグーン(Pond 6,7)で処理後、曝気槽(Aeration Tank)に送られ処理し、

沈殿池(Sedimentation Tank)(SED)で処理後に Jaopraya River へ放流されている。この

工場での廃水基準は BOD<20mg/l、COD<120mg/l である(表 3.2.3 参照)。 
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既存設備の主な各池の役割を以下に示す。 
Pond 1－嫌気性ラグーン(Anaerobic Lagoon) 

ラグーンの一形態で、廃水または汚泥の処理を嫌気的環境下において行

うものである。高濃度廃水を高負荷で処理できる利点を持つが処理水質に

は限界がある。一般に水深 2～5m の池が多い。 
 

Pond 2,5,6,7,8－好気性ラグーン(Aerobic Lagoon) 
ラグーンの一形態で、好気性微生物により生物学的酸化を行い廃水処理

する。空気から溶解する酸素と、藻類の光合成によって発生する酸素で好

気的環境が保たれる。 
 

AT－曝気槽(Aeration Tank) 

活性汚泥混合液などがエアレーションされる槽、池。 

 

SED－沈殿池(Sedimentation Tank) 

水中の浮遊物を重力によって除去する作用をいい、この処理を行う施設

を沈殿池という。沈澱効率は、粒子の沈降時間と沈降速度に関係する。 
 

Pond10－仕上げ池(Polishing Pond) 

仕上げ処理プロセスの 1 種であり、通常二次処理の後に設ける滞留時間

が数日間で水深 1～2m の浅い池を指す。仕上げ池中における沈殿、酸化分

解、生物による捕食などにより浮遊物、有機物、大腸菌群数などの減少が

生じる。また、二次処理施設の故障時に対する安全弁的役割や放流水質の

均等化の役割をも有する。 
 

図 4.2.1 に廃水処理設備系統図、図 4.2.2 に水理縦断面図、図 4.2.3 に全体配置図を

示す。本プロジェクトは Pond 1 をプロジェクトバウンダリーとする。 
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図 4.2.1 廃水処理設備系統図 
プロジェクト対象エリア 
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図 4.2.2 水理縦断面図 
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78

78 図 4.2.3 全体配置図 



(4) 工場内の電力消費量 

プロジェクトサイトの電力消費量を表 4.1.5 に示す。 

 

表 4.1.5 プロジェクトサイトの電力消費量(2005 年) 
月 

項目 
1 2 3 4 5 6 

電力ピーク(MW) 2.1 2.3 2.2 2.2 2.1 1.5 
電力消費量 
(MWh) 

1,036 
 

714 712 816 654 730 

月 
項目 

7 8 9 10 11 12 

電力ピーク(MW) 1.4 1.7 1.4 1.7 1.4 2.3 
電力消費量 
(MWh) 

657 645 631 729 632 936 

 

4.2.2 プロジェクトバウンダリー 

プロジェクトバウンダリーを図 4.2.4 に示す。 

・電力代替 / 排出量： 

バウンダリーはグリッドシステム内で水力発電電力についての送電をカーボン

ニュートラルとして考慮に入れた、グリッドシステム稼働範囲内でのタイ国の

地域的なバウンダリーであると想定される(プロジェクト＆ベースライン)。 

・廃水メタン排出量 / 軽減： 

バウンダリーは現在の処理プロセスで主要なメタンを作り出す池 1(Pond 1)であ

ると想定される(プロジェクト＆ベースライン)。 

・不完全燃焼メタン排出量： 

発電設備、フレアスタックがバウンダリーに含まれる(プロジェクトのみ)。 

・嫌気性反応槽及びパイプラインの漏れからの排出量： 

反応槽からのバイオガス製造とパイプラインのバイオガス供給での排出量が含

まれる(プロジェクトのみ)。 

 

プロジェクトバウンダリー範囲はプロジェクトサイトとプロジェクトで関連さ

れるグリッドシステムに接続したプラントと定義される。 
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フレアスタック
ｏ 余剰バイオガス
ｏ 緊急時のフレアリング

 食品工場への電力

発電機セット
ｏ バイオガス電力製造

パイプラインあるいは
不完全燃焼からの

放出メタン

バイオガス
パイプライン

　グリッド送電電力と
　バイオガス代替による排出量

食品工場設備
ｏ 春雨、でんぷん製品の生産
ｏ 廃水の排出
ｏ 電力の使用

反応槽
ｏ廃水流量の受け入れ
ｏバイオガス製造

放出メタン排出量

好気性池７（Pond７）
ｏ廃水受け入れ-池６からの廃水

好気性池８（Pond８）
ｏ廃水受け入れ-池７からの廃水

仕上げ池
(Pol ish ingPond)(Pond10)
ｏ廃水流量の受け入れ

曝気槽
(Aerat ion Tank)

ポンプ場
(Pump Stat ion)

混合槽、フロック形成槽
(Mixing Tank

Floccu lat ion  Tank)

沈殿池
(Sedimentat ion  Tank)

スラッジ溜め
(Sludge Sump)

砂乾燥床
(Sand Drying Beds)

砂炉過フィルター
(Sand Fi l te r )

堰タンク
(Weir  Tank)

麺製造工程
から

BNE-
プロジェクト運営会社
ｏ EGSBの管理
ｏ エネルギーサービス

でんぷん製
造工程から

酸生成槽EGSB

嫌気性池１（Pond１）
ｏ廃水受け入れ-
　EGSB及びバイパスからの廃水

プロジェクト放出池メタン排出量

好気性池６（Pond６）
ｏ廃水受け入れ-池１からの廃水

：プロジェクトバウンダリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.4 プロジェクトバウンダリー 
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4.3 メタンガス、バイオガス発生量、発電規模 

4.3.1 算定方法 

表 4.2.2～4.2.4 の廃水水質データを基にベースラインの設定を行った。廃水量のベー

スラインを表 4.3.1 に示す。月ごとの一日あたりの平均廃水量は変動しているため、こ

の食品工場からのベースラインとして、年平均廃水量：1,800 m3/dを採用するものとし

た。 

 

表 4.3.1 廃水量のベースライン 
   月 
項目 単位 1 2 3 4 5 6 

廃水量 m3/d 2,292 890 2,444 942 2,345 872 
 

   月 
項目 単位 7 8 9 10 11 12 合計 平均 

廃水量 m3/d 2,503 912 800 2,636 2,636 2,636 21,908 1,826 
 

COD濃度に関しては表 4.2.1 に示す客先水質分析結果により、この工場の廃水のCOD

濃度は 8,900(8.9 kg/m3)を設計ベースとして採用するものとした。ただし、COD濃度(日

平均ベース)では 8,600(8.6 kg/m3)の結果が得られている。この数値の不確実性については

2.5 項にてリスク検討を行っている。 

よって、排出削減量算出に使用するベースラインのパラメーターを表 4.3.2 に示す。 

 

表 4.3.2 ベースラインのパラメーター 
項目 単位 値 

廃水量 m3/d 1,800 
COD 濃度 mg/l 8,900 
COD 負荷 kg COD/d 16,020 

 

ガスエンジン発電設備の設計ベースは嫌気性廃水処理設備(EGSB)から発生するメタ

ンガス、バイオガス発生量である。 

表 4.3.3 ガスエンジン発電設備の設計ベース 
項目 単位 値 

廃水量 m3/d 2,800 
COD 濃度 mg/l 8,900 
COD 負荷 kg COD/d 24,920 

 

81 



4.3.2 パラメーター、算定式の決定 

算定に使用するパラメーターを表 4.3.4 に示す。 

 

表 4.3.4 パラメーターリスト 
No. 項目 値 単位 出典 
1 バイオガスメタ

ン濃度 
75 % 住友重機械工業の実績より

75%に想定。 
2 メタン排出係数 0.2143 

0.3 
kg CH4/kg COD 
Nm3 CH4/kg COD 

住友重機械工業の実績より

想定。 
0.3Nm3 CH4/kg COD/ 
(22.4Nm3/mol/CH4:16kg/mol)=
0.2143 kg CH4/kg COD 

3 メタン発熱量 8,550(35.8) kcal/Nm3 (MJ/Nm3) 
メタンの低位発熱量 

4 発電効率 35 % プロジェクト設計ベース 
 

メタンガス、バイオガス発生量は以下の式にて算出する。 

・メタンガス発生量(Nm3CH4/d) =  

廃水量(m3/day) * COD濃度(mg/l) * COD除去率(-) * 大メタン生成係数(Nm3CH4/kg 

COD) 

 

・バイオガス発生量(Nm3GAS/d) = メタンガス発生量(Nm3CH4/d)/メタン濃度(-) 

 

 

4.3.3 CODcr 除去率の決定 

本プロジェクトの反応槽(EGSB)の CODcr 除去率を表 4.3.5 に示す。CODcr 除去率につ

いては住友重機械工業との協議では保証値は 80%との回答を得ている。しかし、現在

CODcr 除去率を 90%とすることで協議中であり、実績からの期待値として 90%を採用し

ている。 

 

表 4.3.5 反応槽(EGSB)の CODcr 除去率－出典住友重機械工業 
項目 値 単位 

反応槽(EGSB)によって予想される CODcr 除去率 90 % 
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4.3.4 メタンガス、バイオガス発生量の算定 

本プロジェクトの嫌気性廃水処理設備(EGSB)から発生するメタンガス、バイオガス

発生量を表 4.3.6 に示す。 

・メタンガス発生量(Nm3CH4/d) =  

廃水量(m3/day) * COD濃度(mg/l) * COD除去率(-) * 大メタン生成係数(Nm3CH4/kg 

COD) 

= 2,800(m3/day) * 8,900(mg/l) *10-3* 0.9(-) * 0.3(Nm3CH4/kg COD) = 6,728(Nm3 CH4/d) 

= 280(Nm3 CH4/h) 

= 311(m3 CH4/h) 

 

・バイオガス発生量(Nm3GAS/d) = メタンガス発生量(Nm3CH4/d)/メタン濃度(-) 

= 6,728(Nm3CH4/d)/0.75(-) = 8,971(Nm3 GAS/d) 

= 374(Nm3 GAS/h) 

= 415(m3 GAS/h) 

 

表 4.3.6 メタンガス、バイオガス発生量－出典住友重機械工業 
項目 値 単位 

反応槽(EGSB)によって発生するバイオガス量 415 m3GAS/h 
反応槽(EGSB)によって発生するメタンガス量 311 m3CH4/h 
廃水 1m3あたりで発生するバイオガス量 415/(2,800/24)=3.56 m3 GAS/m3 廃水

kg COD あたりで発生するバイオガス量 415/(2,800/24*8.9)=0.4 m3 GAS/kg COD 
 

本プロジェクトのベースラインでのメタンガス、バイオガス発生量を以下に示す。 

・メタンガス発生量(Nm3CH4/d) =  

廃水量(m3/day) * COD濃度(mg/l) * COD除去率(-) * 大メタン生成係数(Nm3CH4/kg 

COD) 

= 1,800(m3/day) * 8,900(mg/l) *10-3* 0.9(-) * 0.3(Nm3CH4/kg COD) = 4,325(Nm3 CH4/d) 

= 180(Nm3 CH4/h) 

= 200(m3 CH4/h) 

 

・バイオガス発生量(Nm3GAS/d) = メタンガス発生量(Nm3CH4/d)/メタン濃度(-) 

= 4,325(Nm3CH4/d)/0.75(-) = 5,767(Nm3 GAS/d) 

= 240(Nm3 GAS/h) 

= 266(m3 GAS/h) 
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4.3.5 発電規模の想定 

本プロジェクトの発電規模は以下の式から算出する。 

 

・発電規模(kW) =  

メタンガス発生量(Nm3CH4/h) * メタン発熱量(kcal/Nm3) / 860(kcal/kW) * 発電効率

(%) / 100 

 

本プロジェクトの嫌気性廃水処理設備(EGSB)から発生するメタンガス発生量による

発電規模を以下に示す。 

・発電規模(kW) =  

メタンガス発生量(Nm3CH4/h) * メタン発熱量(kcal/Nm3) / 860(kcal/kW) * 発電効率

(%) / 100 

= 280(Nm3CH4/h) * 8,550(kcal/Nm3) / 860(kcal/kW) * 35(%) / 100 = 974(kW) 

≒1,000(kW) 

 

本プロジェクトのベースラインで発生するメタンガス発生量による発電規模を以下

に示す。 

・発電規模(kW) =  

メタンガス発生量(Nm3CH4/h) * メタン発熱量(kcal/Nm3) / 860(kcal/kW) * 発電効率

(%) / 100 

= 180(Nm3CH4/h) * 8,550(kcal/Nm3) / 860(kcal/kW) * 35(%) / 100 = 626(kW) 

≒600(kW) 

 

表 4.2.2～4 の廃水水質データの通り、廃水量及び COD 濃度は各月で変動しているた

め、発電規模は 大メタン発生量とベースラインメタン発生量の平均を発電規模とし

て、運転負荷に対応する為本プロジェクトの発電規模は 750kW に決定した。 

 

・発電規模(kW) =  

メタンガス発生量(Nm3CH4/h) * メタン発熱量(kcal/Nm3) / 860(kcal/kW) * 発電効率

(%) / 100 

= 230(Nm3CH4/h) * 8,550(kcal/Nm3) / 860(kcal/kW) * 35(%) / 100 = 800(kW)  

≒250(kW)×3(台) 
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4.4 廃水処理場での発電 

4.4.1 メタンガス発電設備 

一般にバイオガスの発熱量は 5,000～5,500 kcal/m3であり、これをガスエンジンで燃

焼、発電するとエネルギーの 30～35 %を電気にかえることができ、燃料廃熱とエンジ

ン冷却水から 35～40 %の熱を回収して、メタン発酵槽の加温等に再使用することがで

きる。本プロジェクトの場合、熱需要は工場側で発生しないため、発電のみで計画を

行った。 

 

4.4.2 各種設備の検討 

(1) 水槽類 
超負荷型嫌気性廃水処理システム(EGSB)(Expanded Granular Sludge Bed)を構成し

ている水槽類を表 4.4.1 に示す。 

表 4.4.1 水槽類仕様 
担当 No. 水槽名称 数量 材質 容量 

日本 タイ 
1 EGSB 反応槽 2 RC 600m3 計画図 ○ 
2 EGSB 反応槽セトラー 4 CS  ○  
3 EGSB 反応槽蓋(+埋込金物) 2 CS  ○  

4 EGSB 反応槽 
ディストリビューター 12 Stainles

s  ○  

5 酸生成槽 1 RC 450m3 計画図 ○ 
6 苛性ソーダタンク 1 FRP (30)m3  ○ 
7 栄養塩タンク 1 FRP (5)m3  ○ 
8 雑製缶 1 -   ○ 

 

(2) 脱硫装置 
一般的には、溶融金属、石油、排ガスなどから硫黄を除去することをいう。下

水の分野では、汚泥のメタン発酵に伴って発生するメタンガス中の硫化水素また

は汚泥の焼却などに伴って排ガス中の硫黄酸化物を除去することをいい、湿式吸

収法、乾式吸収法などがある。本プロジェクトでは添付資料-4 のメタンガス分析

結果より、サルファ分は発生していないため、脱硫装置はなしで検討を行った。 
 

(3) ガスホルダー 

ガスホルダーの種類は、(a)有水式(フローティングカバー)ガスホルダー、(b)無水式

ガスホルダー、(c)球形ガスホルダーがあるが、本プロジェクトでは(a)有水式(フロー

ティングカバー)ガスホルダーを採用するものとした。 

表 4.4.2 ガスホルダー仕様 
担当 

No. 名称 数量 材質 容量 
日本 タイ 

1 ガスホルダー 1 CS 250m3 計画図 ○ 
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(4) フレアスタック 

ガスエンジンのメンテナンス停止時やガスエンジン消費量以上のガス回収が

ある場合、及び緊急時にフレアスタックにより燃焼させる。パイロット着火方式

とする。 

表 4.4.3 フレアスタック仕様 
担当 

No. 名称 数量 材質 容量 
国内 現地 

1 フレアスタック 1 SUS 420m3  ○ 
 

4.4.3 各種設備の仕様 

(1) 発電設備 

バイオガスの発生量は変動しているため、発電規模ベースとし 大 7,360 

Nm3/dayと試算している。また、運転負荷に対応するため複数台設置することをベ

ースに検討した。食品工場の稼働時間は一般的に 大で 24 時間であり、バイオガ

スは夜間も継続して発生することから、発電設備の運転は、24 時間連続運転とな

る。実際には、ガスホルダーを設置してガスの平均的な利用が可能となるような

システムとしている。従って、平均ガス発生量=利用可能量は 307 Nm3/hとなる。

このバイオガスのメタン濃度は 75 %程度であることから、メタンガス利用可能量

は、230 Nm3 CH4/hとなる。 

この様なバイオガスを燃料とする場合、適用性、実績などから適していると考

えられるのは新潟原動機、ドイツエナジー、イエンバッハなどのメーカーである。

新潟原動機は油着火方式による確実な運転と日本製であるために品質が高いこと

が特徴であり、1,000 kW 以上のクラスにラインナップがあるが、海外のメンテナ

ンス体制の確立には課題がある。ドイツエナジー社製ガスエンジンの日本でのパ

ッケージャーは日立造船であり、近年バイオガスに多くの実績があって信頼性は

高い。比較的小規模のラインナップが充実している。イエンバッハ社は長年にわ

たってバイオガス発電に多くの実績があり、日本国内でも都市ガス燃料を中心に

相当数の実績がある。 

ここでは、機種選定における自由度の高さ、タイ国での実績等からイエンバッ

ハ社製ガスエンジンを選択することとした。表 4.4.4 に各機種のヒートバランスを

示す。 

本プロジェクトにおけるメタンガス発生量は平均230 Nm3/hを想定していること

から、250kWの機種を選定し、3 台設置するものとした。 
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表 4.4.4 イエンバッハ社製ガスエンジンの概略仕様 

型式名称 単位 JMS208GS-N.L JMS312GS-N.L JMS316GS-N.L JMS320GS-N.L
発電出力 kW(e) 250 486 649 819 
発電電圧 V 6,600 
発電効率 % 35 37 37.4 37.8 
燃料消費量 
(メタンガス) 

Nm3/h 
 

71.8 132 175 218 

外形寸法 m 5.37 x 1.623 x 
1.997h 

5.2 x 2.161 x 
2.027h 

5.7 x 2.161 x 
2.027h 

6.3 x 2.0 x 2.2h 

運転重量 kg 7,400 11,000 12,600 12,800 

 

本プロジェクトの検討ベースでの GE 発電機セットの概略仕様を表 4.4.5 に示す。 

 

表 4.4.5 GE 発電機セット仕様 
No. 項目 値 単位 備考 
1 発電出力 250×3 kW プロジェクト設計ベース 
2 発電電圧 380 V  
3 周波数 50 Hz  
4 発電効率 35 % プロジェクト設計ベース 

 

4.4.4 プロジェクトの稼働日数、発電量 

本プロジェクトの稼動日数を表 4.4.6 に示す。 

表 4.4.6 プロジェクト稼動日数 
No. 項目 値 単位 備考 
1 食品工場の廃水の 

放流日数 
292 日/年 Noodle line データ参照 

2 食品工場の廃水の 
放流時間 

24 時間/日 食品工場ヒアリングによる 

3 プロジェクト稼動日

数 
350 日/年 反応槽(EGSB)メンテナンス期間を

15 日/年に設定。 
反応槽(EGSB)がメンテナンス期間

中のバイオガス回収は実施されな

い(バイパスにより既存の Pond 1 へ

放流する)。 
4 発電機セット稼動時

間 
335*24=

8,040
時間/年 連続運転とする。 

Starch Process line が放流されない 
2,4,6,8,9 月は 1 台運転とする。 

5 余剰及び緊急時 
フレアリング 
稼働時間 

余剰及び緊急時 時間/年 各月に発生したバイオガス及び余

剰ガスはフレアリングにより燃焼

処理する。 
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本プロジェクトでの発電機セット運転条件を表 4.4.7 に示す。 

表 4.4.7 発電機セット運転条件 
No. 項目 値 単位 備考 
1 運転負荷率 - % 回収ガス量に応じて変更(表 4.4.10 参照) 
2 事故(故障)率 5 % 年間運転時間の 5% 
3 運転裕度 0 %  
4 発電設備補機損失 5 % 発電設備に付帯する補機用(ポンプ、冷却設備

など)、その他計器類で 40kW 
EGSB 用電源は発電設備停止時を考慮して、 
工場側より供給(消費電力約 50kW) 

5 送電ロス 0 % 売電しないため適用されない。 
6 定期メンテナンス 30 日/年  

 

本プロジェクトでの嫌気性設備(EGSB)のポンプ類仕様を表 4.4.8 に示す。 

表 4.4.8 EGSB のポンプ類仕様 
台数 No. 機器名称 

常用 予備 
電動機
(kW) 

形式 材質 

1 原水ポンプ 1 1 7.5 横型渦巻 FC+Cr / FC+HCr 
2 循環ポンプ 2 1 18.5 横型渦巻 FC+Cr / FC+HCr 
3 攪拌ポンプ 1  15 横型渦巻 FC+Cr / FC+HCr 
4 NaOH ポンプ 1 1 0.2 ダイヤフラム PVC / PTFE 
5 栄養塩ポンプ 1  0.2 ダイヤフラム PVC / PTFE 

合計 59.9 大運転時 
電力消費量 47.9 通常運転時 

(消費量は定格容量の 80%で計算) 
 

本プロジェクトでのガスエンジン発電機セットの電力消費量を表 4.4.9 に示す。 

表 4.4.9 ガスエンジン発電機セットの電力消費量 
運転条件 電力量(kW) 

大運転時 25 
通常運転時 
(消費量は定格容量の 80%で計算) 

20 
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表 4.4.7 を基にした本プロジェクトでの各月の発電量と合計を表 4.4.10 に示す。 

表 4.4.10 各月の発電量と合計 
     月 
項目 単位 1 2 3 4 5 6 

可能発電量 kW 739 123 697 146 579 130 
運転負荷 % 0.99 0.49 0.93 0.58 0.77 0.52 

フレアリング 
稼働日数(余剰) 日/月 16 28 31 30 31 15 

発電設備 
稼働日数 日/月 16 28 31 30 31 15 

発電量 MWh 
/month 256 74 468 95 389 42 

 

     月 
項目 単位 7 8 9 10 11 12 合計 

可能発電量 kW 750 75 110 527 527 527 - 
運転負荷 % 1.0 0.3 0.44 0.7 0.7 0.7 - 

フレアリング 
稼働日数(余剰) 日/月 31 31 30 31 30 31 335 

発電設備 
稼働日数 日/月 31 31 30 31 30 31 335 

発電量 MWh 
/month 504 51 71 354 343 354 3,000 
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上記に示すように廃水濃度が低い 2、4、6、8、9 月は発電機セット(250kW)を 1 台運転

とする。また、各月の負荷変動に応じて、発電機セットの部分負荷運転を行う。 
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本プロジェクトのプロジェクト期間中の電力量を表 4.4.11 に示す。 

表 4.4.11 プロジェクト期間中の電力量 
年 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

電力量
(MWh/yr) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

年 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
電力量

(MWh/yr) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 

4.4.5 発電による収入 

本プロジェクトでは、発生した電力を工場内で使用することにより、購入電力量が

削減できる。現在の購入電力をベースに電力による費用削減を算出する。 

この工場での電力使用量及び電力購入価格を表 4.4.12 に示す。 

表 4.4.12 2005 年の電力消費量及び電力購入費 
月 

項目 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計

電力ピーク
(MW) 

2.1 2.3 2.2 2.2 2.1 1.5 1.4 1.7 1.4 1.7 1.4 2.3 - 

電力消費量 
(MWh) 

1,036 714 712 816 654 730 657 645 631 729 632 936 8,892

購入費 
(Million 
Baht/month) 

2.7 1.9 1.9 1.7 1.7 1.9 1.6 1.8 1.6 1.9 1.7 2.5 22.9

上記表より、現在工場での年間電力購入料金は平均で 2.58(Baht/kWh)である。 

よって、本プロジェクトにおいては買電単価を 2.58(Baht/kWh)でプロジェクト期間

14 年間の固定相場として事業性は評価するものとした。 

 

参考に現在の電力購入価格の適用を以下に示す。 

・契約形態 ：計算需要電力(月計算期間中の 15 分間 大積算需要電力)の 

30kW～2,000kW の中規模企業 

・電圧 ：22-33kV 

・通常比率 ：一日を通して一定の電力料金体系 

・電力量料金 ：1.7034 Baht/kWh 

・需要電力料金 ：196.26 Baht/kW 

 

本プロジェクトのプロジェクト期間中の電力購入料金の削減(収入)を表 4.5.13 に示す。 

2.58(Baht/kWh)*3,000,000(kWh/yr)*3(¥/Baht) = 23.2M¥ 

表 4.4.13 プロジェクト期間中の発電による削減(収入) 
年 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

収入(M¥/yr) 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 
年 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

収入(M¥/yr) 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 
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4.5 実施にあたっての資金計画 
4.5.1 建設予算額 

表 4.5.1 において、主要機器の調達先は下記をベースに算出した。 
・日本調達品：－嫌気性処理設備(BIOBED：EGSB) 
・海外調達品：－ガスエンジン発電機セット 

－フレアスタック(制御盤含む) 
－ガスホルダー 

なお、設備コストの積算は現地(タイ)の EPC 建設会社に詳細設計から試運転完了

までを発注することを前提に試算した。 
表 4.5.1 建設コスト 

No. 項目 金額(千円) 備考 
1 嫌気性処理設備(BIOBED：EGSB)

(1)セトラー(蓋部含む) 
(2)ディストリビューター 
(3)付帯梯子、歩廊類(SS 製) 
(4)電気計装設備 

(動力制御盤、計装品) 
(5)設計費 
(6)輸出梱包、FOB チャージ 

94,500 大流量：2,800m3/d 
大 CODcr 濃度：8,900 mg/l

2 建設費 
(1)機械設備 
 1)フレアスタック 
 2)ポンプ類 
 3)ガスホルダー(CS) 
 4)苛性ソーダタンク(RRP) 

5)栄養塩タンク(FRP) 
6)雑製缶 
7)手動弁 
8)現場計器(圧力計、流量計) 
9)調整槽 

(2)電気、計装工事 
(3)据付、配管工事 
(4)土木建築工事 
 1)EGSB 反応槽(RC) 
 2)酸生成槽(RC) 
(5)試運転調整費 

(グラニュール投入含む) 
(6)設計費 

117,000  

3 ガスエンジン発電機セット 80,000 250kW×3 台、補機類含む 
4 その他 

(1)工事 SV (2)試運転 SV 
(3)水質分析 
(4)申請手続き 
(5)グラニュール手配 

23,500  

合計 315,000  
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4.5.2 資金調達方法等 

本調査結果では、経済性（IRR）がプロジェクトの性質上低く、投資額が巨額でないた

め、図 4.5.1 に示すように本プロジェクトでは 100%自己資金での実施を前提とする。な

お、本調査を基に 3 社にて協議を行っており、資金調達に関する関係会社で協議済みで

ある。今後詳細を検討する段階である。 

 
投資 投資 投資

　　配当CER 　　配当CER 配当CER

　　CER売買契約 CER売買契約
　　CDM化サービス CER売買契約

検証、認証 料金　 料金　

料金 設備設計、機器供給、 設備設計、機器供給

登録 　　　CER 　　　料金 建設

電力売買契約
運転、保守管理、CERモニタリング

 申請 CER発行

年間削減量：約2万ﾄﾝ

兼松 東洋タイ SITTHINAN CO.,LTD

Bio Natural Energy Company Limited
(CDM Project　運営会社)

東洋タイ 住友重機械工業OE

CDM理事会 SITTHINAN工場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.1 資金調達方法等 
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4.6 プロジェクトの維持・管理 

4.6.1 運転管理、経費 

(1) 為替レート 

1 US$ ＝   36.7 Baht 

1 US$ ＝   110 円 

1 Baht ＝    3 円 

 

(2) メンテナンス費 

表 4.6.1 に年間のメンテナンス費及びユーティリティー使用量を示す。 

表 4.6.1 年間のメンテナンス費及びユーティリティー使用量 
項目 費用 算定条件 算定結果 

メンテナンス費 
ガスエンジン発電

機セットメンテナ

ンス 
 

3.0M¥/yr 単価：1.00 ¥/kWh 1.00(¥/kWh) *3,000,000(kWh) 
=3.0(M¥/yr) 

廃水設備、その他 
メンテナンス 
 

2.0M¥/yr 一式  

ユーティリティー 
苛性ソーダ(NaOH) 
(液体 24%) 

2.03 M¥/yr 価格：12 ¥/kg 
使用量：30.1 kg/h 
 

12(¥/kg)*20.1(kg/h)*24(hr)* 
350(d/yr)=2.03(M¥/yr) 

栄養塩 
窒素・リン含有溶液 
(N:15%、P:3%) 
 

0.11 M¥/yr 価格：12 ¥/kg 
使用量：2.5 kg/h 
期間：2,4,6,8,9 月 

(150 日/年) 
 

本プロジェクトの混合流入条

件では添加は不要。 
Noodle Wastewater のみの期間

は必要 
12(¥/kg)*2.5(kg/h)*24(hr)* 
150(d/yr)=0.11(M¥/yr) 

潤滑油 0.42 M¥/yr 価格：400 ¥/L 
使用量：0.3 g/kWh 
密度：0.87 kg/L 

400(¥/L)*0.3(g/kWh)/1,000* 
3,000,000(kWh)/0.87(kg/L) 
=0.42(M¥/yr) 
 

汚泥処理 0 M¥/yr  既設設備にて処理されるため

不要 
 

蒸気 
(0.7MPa(G)) 

0 M¥/yr  既設設備より供給されるため 
不要 
 

工業用水 
(0.3MPa(G)) 

0 M¥/yr  既設設備より供給されるため 
不要 
 

合計 7.56 M¥/yr
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(3) 労務費 

本プロジェクトでは必要とされる所用人員は既設設備の人員を兼務させることで

労務費用は発生しない。 

 

4.6.2 メンテナンス項目 

(1) EGSB メンテナンス 

EGSB の定期メンテナンスを年間 15 日間と設定する。この期間は、バイオガス吸

引は行わないものとする。主なメンテナンス内容は ESGB 反応槽と酸生成槽の内部

清掃などである。 

 

(2) ガスエンジン発電設備メンテナンス 

定期メンテナンスを年間 30 日間と設定する。また、メンテナンス停止により、発

生する余剰バイオガスはフレアスタックにより処理される為バイオガスからのメタ

ンガスは発生しない。 

 

(3) ガスエンジン発電設備日常管理 

表 4.6.1 のメンテナンススケジュールに示す毎日実施すべき項目についてメンテナ

ンスを行う。 

 

(4) ガスエンジン発電設備定期メンテナンス 

表 4.6.1 のメンテナンススケジュールに示す運転時間に従って実施すべき項目につ

いてメンテナンスを行う。 
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表 4.6.1 ガスエンジンメンテナンススケジュール 
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異常振動・騒音有無ﾁｪｯｸ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

潤滑油ﾚﾍﾞﾙの確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｴﾝｼﾞﾝ冷却水ﾚﾍﾞﾙ確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

冷却水性状ﾁｪｯｸ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

潤滑油ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

始動ﾊﾞｯﾃﾘｰの点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

点火栓点検・清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

点火ﾌﾟﾗｸﾞ交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｸﾗﾝｸｹｰｽ圧力・減圧弁点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

吸排気弁隙間ﾁｪｯｸ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ交換・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

点火ﾀｲﾐﾝｸﾞ確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TEMｼｽﾃﾑｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ機能他確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

排気系統確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

空燃比制限確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＬＯﾌｨﾙﾀｰ交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

潤滑油交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄﾁｪｯｸ ○ ○ ○ ○

始動機ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔｰﾁｪｯｸ ○ ○ ○ ○

ｶﾞｽ制御装置・ﾐｷｻｰ清掃・確認 ○ ○ ○ ○

排気ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬ清掃・確認 ○ ○ ○ ○

ﾁｬｰｼﾞｴｱｰｸｰﾗ清掃 ○ ○ ○ ○

冷却水ｸｰﾗﾝﾄ確認・交換 ○ ○ ○ ○

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ関係ﾁｪｯｸ ○ ○ ○ ○

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ開放・点検 ○ ○ ○ ○

吸・排気弁ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ交換 ○ ○ ○ ○

温度調整弁類清掃・点検 ○ ○ ○ ○

冷却水ﾗｲﾝﾎｰｽ類交換 ○ ○ ○ ○

LOｸｰﾗ清掃 ○ ○

冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ点検 ○ ○

吸・排気弁駆動部点検 ○ ○

ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅｰ交換 ○ ○

ﾋﾟｽﾄﾝ点検・ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ交換 ○ ○

連接棒軸受交換 ○ ○

振動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ交換 ○ ○

ｴﾝｼﾞﾝｱﾗｲﾒﾝﾄ&ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ点検 ○

ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ計測・ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ交換 ○

主軸受交換 ○

ﾋﾟｽﾄﾝ交換 ○

ｶﾑｼｬﾌﾄ点検・交換 ○

LOﾎﾟﾝﾌﾟ交換・ﾘﾘｰﾌ弁点検 ○

保護装置作動確認 ○ ○ ○ ○

絶縁ﾁｪｯｸ ○ ○ ○ ○

主軸受開放点検 ○ ○ ○ ○

本体内部ﾁｪｯｸ ○ ○ ○ ○

噴霧ﾉｽﾞﾙﾁｪｯｸ・清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｷﾝ点検・交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

触媒ﾕﾆｯﾄ表面確認・清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

触媒ﾕﾆｯﾄ交換（必要な場合） ○

温水熱交換器類清掃・点検 ○ ○ ○ ○

冷却塔ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄ点検・交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

冷却塔内部清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

冷却塔電動機／ﾌｧﾝ軸受点検・交換 ○ ○

エ　　ン　　ジ　　ン　　運　　転　　時　　間

メンテナンス項目

熱
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4.7 プロジェクトのモニタリング計画 

4.7.1 モニタリング計画 

各モニタリング項目に使用する計測機器については以下のとおりである。 

①サンプリング分析 

ID3：EGSB(システムバウンダリー)入口の廃水 COD 

ID4：EGSB(処理設備)出口の廃水 COD 

水質方法はアメリカの環境保護庁(EPA)が定めている方法を採用し、化学的酸素要求

量(COD)は重クロム酸カリウム法による CODcr を測定する。 

②廃水流量計 

ID1：EGSB(システムバウンダリー)入口の廃水量 

ID2：EGSB(処理設備)出口の廃水量 

測定機器は電磁流量計または渦流量計を使用する。 

③電力量計 

ID5：嫌気性処理設備で回収されるバイオガスにより発電された電力量 

測定機器は電力量計を使用し、連続的に計測され、自動的に積算される。 

なお、本プロジェクトでの発生した電力はグリッドへの売電は行わない。バイオガ

スにより発電した電力は全て工場消費である。ただし、工場内の電力消費量ははるか

に大きいため、グリッドからの買電はプロジェクト実施後も行う。現在工場ではグリ

ッドからの送電により電力供給されている。その電力量はグリッドからの送電電力量

は第 3 者から受け取る請求書により明示されている。よって、プロジェクトで削減で

きる電力量は現在と同様に第 3 者から受け取る請求書により使用電力量が確認でき、

削減電力量が確認できる。 

④バイオガス流量計 

ID6：フレアに送られるバイオガス量 

ID7：発電機セットに送られるバイオガス量 

測定機器は圧力と温度を同時に測定し、標準状態の流量に補正する積算機能付流量

計を使用する。 

⑤赤外線式メタンガス濃度計 

ID8：バイオメタンガス濃度 

ID9：フレア燃焼効率 

測定機器は赤外線式メタンガス濃度計を使用する。 

 

CDM 理事会第 25 回会合にて以下が規定された。 

EB はフレア効率のモニタリングに関しても修正を承認し、フレア効率が測定されない

場合のメタン破壊フレア効率デフォルト係数(a default methane destruction flare efficiency 

factor)を規定した。 

enclosed flare が使用される場合は、設備を設置するときにフレア効率(フレアの中で完
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全に燃焼されるメタンの%)を測定し、その後、年に１回測定しなければならない。測定

されたフレア効率の値は、次回の測定まで有効である。もし 1 年たっても測定されなか

った場合は、デフォルト値である 90%が適用される。また、 新の測定値が 90%を下回

った場合は、その測定値が適用されなければならない。 

Open flare に関しては、フレア効率が測定されない場合は 50%という保守的な数値が適

用される。 

 

本プロジェクトの場合、enclosed flare が使用される予定である。設備を設置するときに

フレア効率(フレアの中で完全に燃焼されるメタンの%)を赤外線式メタンガス濃度計で

測定し、その後、年に 1 回測定を行う。測定されたフレア効率の値は、次回の測定まで

有効である。 

 

モニタリング計画を図 4.7.1 に示す。 
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フレアスタック
ｏ 余剰バイオガス
ｏ 緊急時のフレアリング

 食品工場への電力

発電機セット
ｏ バイオガス電力製造

パイプラインあるいは
不完全燃焼からの

放出メタン

バイオガス
パイプライン

　グリッド送電電力と
　バイオガス代替による排出量

食品工場設備
ｏ 春雨、でんぷん製品の生産
ｏ 廃水の排出
ｏ 電力の使用

反応槽
ｏ廃水流量の受け入れ
ｏバイオガス製造

放出メタン排出量

好気性池７（Pond７）
ｏ廃水受け入れ-池６からの廃水

好気性池８（Pond８）
ｏ廃水受け入れ-池７からの廃水

仕上げ池
(Pol ish ingPond)(Pond10)
ｏ廃水流量の受け入れ

曝気槽
(Aerat ion Tank)

ポンプ場
(Pump Stat ion)

混合槽、フロック形成槽
(Mixing Tank

Floccu lat ion  Tank)

沈殿池
(Sedimentat ion  Tank)

スラッジ溜め
(Sludge Sump)

砂乾燥床
(Sand Drying Beds)

砂炉過フィルター
(Sand Fi l te r )

堰タンク
(Weir  Tank)

麺製造工程
から

BNE-
プロジェクト運営会社
ｏ EGSBの管理
ｏ エネルギーサービス

でんぷん製
造工程から

酸生成槽

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

ID7
ID8

ID9

ID10

ID11

ID12 ID13
ID14

EGSB

ID15

嫌気性池１（Pond１）
ｏ廃水受け入れ-
　EGSB及びバイパスからの廃水

プロジェクト放出池メタン排出量

好気性池６（Pond６）
ｏ廃水受け入れ-池１からの廃水

：プロジェクトバウンダリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7.1 モニタリング計画 

98 



4.7.2 モニタリングの品質保証管理手順 

プロジェクトからの排出量をモニターするため回収されるデータは表 4.11.1 に示す。 

表 4.7.1 モニターされるデータ/パラメーター 
データ/パラメーター: ID1 
データ単位: m3

データの説明: EGSB(システムバウンダリー)入口の廃水量 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

1,800 (m3/日)/24=75 (m3/h) 

適用される測定方法と

手順: 
測定機器：電磁流量計または渦流量計、測定間隔：連続的、モニターされる

データの比率：100％、データの保管方法（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
流量計は精度を保証するための定期メンテナンス、テスト体制がとられる。

コメント:  
 

データ/パラメーター: ID2 
データ単位: m3

データの説明: EGSB(プロジェクト処理設備)出口の廃水量 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

1,800 (m3/日)/24=75 (m3/h) 

適用される測定方法と

手順: 
測定機器：電磁流量計または渦流量計、測定間隔：連続的、モニターされる

データの比率：100％、データの保管方法（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
流量計は精度を保証するための定期メンテナンス、テスト体制がとられる。

コメント:  
 

データ/パラメーター: ID3 
データ単位: kg COD / m3

データの説明: EGSB(システムバウンダリー)入口の廃水 COD 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

8.9 kg COD / m3(8,900 mg/l) 

適用される測定方法と

手順: 
測定方法：COD は重クロム酸カリウム法による CODcr を測定、 
測定間隔：週 1 回、モニターされるデータの比率：100％、データの保管方法

（紙／電子）：紙と電子変換 
適用される QA/QC 手

順: 
COD は高い頻度でサンプリングされ、そして検査が毎週公認の試験所によっ

て実行される。 
コメント: ベースライン廃水メタン排出量の表示器。有機物質濃度はオンサイトでサン

プリングされ、そして推奨される公認の試験所によってオフサイトで分析さ

れる。 
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データ/パラメーター: ID4 
データ単位: kg COD / m3

データの説明: EGSB(処理設備)出口の廃水 COD 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

0.89 kg COD / m3(890 mg/l) 

適用される測定方法と

手順: 
測定方法：COD は重クロム酸カリウム法による CODcr を測定、 
測定間隔：週 1 回、モニターされるデータの比率：100％、データの保管方法

（紙／電子）：紙と電子変換 
適用される QA/QC 手

順: 
COD は高い頻度でサンプリングされ、そして検査が毎週公認の試験所によっ

て実行される。 
コメント: プロジェクト廃水メタン排出量の表示器。有機物質濃度はオンサイトでサン

プリングされ、そして推奨される公認の試験所によってオフサイトで分析さ

れる。 
 

データ/パラメーター: ID5 
データ単位: MWh 
データの説明: 嫌気性処理設備で回収されるバイオガスにより発電された電力量 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

0.75 MWh 

適用される測定方法と

手順: 
測定機器：電力量計、測定間隔：連続的、モニターされるデータの比率：100％、

データの保管方法（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
定期メンテナンスがエンジンと発電機の 適な稼働を保証する。ER 計算のた

めに使われた熱効率は使用された熱効率が基準あるいは前回から重要な逸脱

があるならば毎年あるいは定期的にチェックされる。グリッドからの送電電

力量は第 3 者から受け取る請求書により明示される。プロジェクト実施後も

既存の電力計は精度を保証するために定期メンテナンス、チェックの対象と

なる。メーターの読み値は配電事業者からダブルチェックを受ける。 
コメント: 代替されたグリッド電力の表示器 
 

データ/パラメーター: ID6 
データ単位: Nm3

データの説明: フレアに送られるバイオガス量 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

0 Nm3

適用される測定方法と

手順: 
測定機器：ガス流量計、測定間隔：連続的、モニターされるデータの比率：

100％、データの保管方法（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
バイオガスメーターは精度を保証するための定期メンテナンス、テスト体制

がとられる。 
コメント: Nm3での量は圧力と温度を考慮に入れて標準化される。 
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データ/パラメーター: ID7 
データ単位: Nm3

データの説明: 発電機セットに送られるバイオガス量 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

240 Nm3

適用される測定方法と

手順: 
測定機器：ガス流量計、測定間隔：連続的、モニターされるデータの比率：

100％、データの保管方法（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
バイオガスメーターは精度を保証するための定期メンテナンス、テスト体制

がとられる。 
コメント: Nm3での量は圧力と温度を考慮に入れて標準化される。 
 

データ/パラメーター: ID8 
データ単位: % 
データの説明: バイオガスメタン濃度 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

75 % 

適用される測定方法と

手順: 
測定機器：赤外線式メタンガス濃度計、測定間隔：連続的 

適用される QA/QC 手

順: 
バイオガスメタン濃度は 100%に近い赤外線式分析または量的プロセスによ

って計測される。 
コメント: 100%に近い赤外線式分析によって計測(非常に正確な) 
 

データ/パラメーター: ID9 
データ単位: % 
データの説明: フレア燃焼効率 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

98% 

適用される測定方法と

手順: 
測定間隔：半年毎、モニターされるデータの比率：100％、データの保管方法

（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
フレア燃焼効率が半年ごとに測定される。効率が決定される。燃焼効率は通

常の O&M 停止時間そして通常の O&M スケジュールの一部で決定される。 
コメント:  
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データ/パラメーター: ID10 
データ単位: % 
データの説明: 発電機セット燃焼効率 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

100% 

適用される測定方法と

手順: 
測定間隔：通常の O&M 停止時間、モニターされるデータの比率：100％、デ

ータの保管方法（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
発電機セット燃焼効率が通常のO&M停止時間そして通常のO&Mスケジュー

ルの一部で決定される。これは毎年 小限である。 
コメント:  
 

データ/パラメーター: ID11 
データ単位: m3

データの説明: 現在の廃水処理設備への直接、EGSB(新設廃水処理設備)をバイパスする池シ

ステムへの廃水流量 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

0 m3(EGSB停止日数はプロジェクト稼動日数で考慮) 

適用される測定方法と

手順: 
測定機器：超音波レベルセンサー 
測定間隔：連続的、モニターされるデータの比率：100％、データの保管方法

（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
モニタリング装置の通常校正 

コメント: バイパス流量は超音波レベルセンサーによって計測される 
 

データ/パラメーター: ID12 
 

データ単位: % 
データの説明: パイプラインからのバイオガスメタン損失 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

0 %(プロジェクト活動時に実際にモニターされる) 

適用される測定方法と

手順: 
測定間隔：年 1 回、モニターされるデータの比率：100％、データの保管方法

（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
年度点検は国際基準で実行される。 

コメント: バイオガスメタンのロスはシステムに圧力をかけそして漏れを通して圧力低

下を確立することを通じて毎年テストされる。 
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データ/パラメーター: ID13 
データ単位: t COD 
データの説明: 廃水設備から除去された有機物質 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

(75×8.9)－(75×0.89)=0.6 t COD 

適用される測定方法と

手順: 
測定間隔：年 1 回、モニターされるデータの比率：100％、データの保管方法

（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
 

コメント: 処理設備からのCODの除去はCH4排出が過大に見積もられないことを保証す

るために記録されるべきである。これはたとえば廃水濃度を記録した後にふ

るい落とされた物質を記録する。 
 

データ/パラメーター: ID14 
データ単位: J/Nm3

データの説明: バイオガス発熱量 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

26,849 J/Nm3

適用される測定方法と

手順: 
測定間隔：年 1 回、モニターされるデータの比率：100％、データの保管方法

（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
年度点検は国際基準で実行される。 

コメント:  
 

データ/パラメーター: ID15 
データ単位: tonnes/m3

データの説明: システムバウンダリーに入る化学酸化量 
データの出典:  
セクション B.5 の削減

量の事前計算に使用さ

れるデータの値: 

15mg/l＝0.015×10-3tonnes/ m3 (化学酸化(硫酸塩)は存在しない) 
 

適用される測定方法と

手順: 
測定間隔：連続的、モニターされるデータの比率：100％、データの保管方法

（紙／電子）：電子 
適用される QA/QC 手

順: 
通常のサンプルがプロセスの一部であるとき、それらが廃水に存在している

可能性が高いことを示される酸化の濃度を検査する（すなわち硫酸）。 
コメント:  
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4.8 実施スケジュール 

本プロジェクトのスケジュールは表 4.8.1 のように計画している。 

PDD は 2006 年までのデータに基づき作成、プロジェクト活動は 2007 年に開始し、2009

年より運用する。 

表 4.8.1 本プロジェクト実施スケジュール 

2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 年

項目 4 10 4 10 4 10 4 10 
(1)プロジェクト化検討         
本 FS 実施         

 本 FS-PDD 案作成         
(2)詳細 FS 
（当該調査除く） 

        

 メタンガス実証試験         
 キャパシティビルディング実施         
 タイ政府承認 

PDD の Validation 
        

資金調達、協議         
(3)契約、設計         
契約         
設計         

(4)機器調達、製作、設備建設         
機器調達、製作         
土建工事         
搬入据付工事         

(5)性能試験、試運転         
(6)本運転 
プロジェクト効果確認 

        

PIN
PDD 有効化 
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4.9 日本側とタイ側の業務分担 

日本側とタイ側の業務分担を表 4.9.1 に示す。 

 

表 4.9.1 日本側とタイ側の業務分担 
参加国名 プロジェクト参加者である

民間・公的機関 

業務分担 

日本 兼松株式会社(KG) －PDD 作成 
－CDM プロジェクトアドバイザー 
－プロジェクト連絡先 
 

日本 住友重機械工業株式会社
(SHI) 

－嫌気性廃水処理ユニットの設計、 
エンジニアリング 

 
タイ国(host) Sitthinan Co., Ltd (STN) －春雨、タピオカ、グリーンビーンズ

でん粉製造工場の所有者 
－プロジェクトサイト提供 
 

タイ国(host) Bio Natural Energy Company 
Limited (BNE) 

－SPC(特別目的会社) 
－CDM プロジェクト運営会社 
－CDM プロジェクト実施 
 

タイ国(host) Toyo-Thai Corporation 
Limited (TTCL) 

－現地 EPC(設計/調達/建設) 

 

FS 調査、PDD 作成、Validation、日本 DNA での承認、UN での承認及び Verification

等を実施し(現地での DNA での承認以外)、兼松にて CER を取得及び売買のアレンジを

実施する。ただし、施設建設にかかわる投資に関しては、詳細経済性が確定された後、

Partner と協議し決定する。 
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4.10 カウンターパートとの協力体制等 

Sitthinan 製麺工場と同様な特徴を持つ食品工場及びアルコール工場が多数あり、

Sitthinan 製麺工場のために作成した PDD、設計思想(メーカーも含む)、Validation 手法等

の共有化を図り、同様な工場の CDM プロジェクト化実現化させるための事業会社を Toyo 

Engineering 株式会社の子会社である Toyo Thai Corp., Ltd.が設立した。その会社は Sitthinan

工場をプロジェクトサイトとして Bio Natural Energy Company Limited（BNE）を実施者と

する。図 4.10.1 の通り、BNE を中心として食品工場の CDM プロジェクト実現化を図る

計画である。 

投資 投資 投資

CDM Project 契約
共通PDD作成 共通設備設計
CDM化へのｱﾚﾝｼﾞ 機器供給、建設

BUNDLE　化

SITTHINAN 社 A-社 B-社

年間削減量：約2万ﾄﾝ 年間削減量：X　ﾄﾝ 年間削減量：Y ﾄﾝ

東洋タイ 第三者

実施体制

CDM Project　運営会社
Bio Natural Energy Company Limited 

(BNE)
住友重機

削減量：2万ﾄﾝ＋X＋Y

SITTHINAN 工場 その他候補地ｰA その他候補地ｰB

東洋タイ兼松

兼松

 

図 4.10.1 カウンターパートとの協力体制 
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5.プロジェクトの評価 



5.1 対象となる温室効果ガスの排出削減量 

5.1.1 技術的根拠 

食品工場から排出される廃水の処理方式をオープンラグーン方式から密閉型嫌気性

処理方式(EGSB)を採用することにより、従来処理過程で大気へ放出されていたメタン

ガスを含んだバイオガスを回収し、発電設備に利用し、余剰ガスは燃焼処理すること

により、温室効果ガス排出削減を図る。 

また、発電した電力を工場内消費することにより、オフサイトでのグリッド電源相当

分の化石燃料使用量削減を図る。 

本プロジェクトの対象となる温室効果ガスは廃水からのメタン(CH4)とメタンガスを

発電利用することによるグリッド電源相当分の化石燃料使用量に相当するCO2である。 

 

5.1.2 算定基礎となるベースライン 

(1) グリッドで送電された電力と燃料油排出量 

ベースラインシナリオでは化石燃料によるグリッドでの送電電力だけで、バイオ

ガスによって得られたエネルギーが利用されていない。プロジェクトの特定の特徴

に依存して、多くの異なったアプローチが、グリッドによる送電電力からの排出量

を決定するために利用される。本プロジェクトでは AMS I.D. 送電網用再生可能発

電(バージョン 10)を適用し、ビルド･マージン(BM)(今後作られる電源及び CO2 原

単位)及びオペレーティング･マージン(OM)(調整電力の電源及び CO2 原単位)排出

係数を算出する。AMS I.D.に従い、ベースライン排出係数は、BM 排出係数と OM

排出係数からなる CM(コンバインドマージン)排出係数を適用して算出されること

になっている。 

 

Operational Margin(OM)とは当該プロジェクトが代替する調整電力を指す。 

OM 排出係数は下記に説明する 

(a)ディスパッチデータ分析OM(Dispatch Data Analysis OM)、 

(b)簡易OM(Simple OM)、 

(c)簡易調整OM(Simple Adjusted OM)、 

(d)平均OM(Average OM) 

の 4 つの算出手法のうちの 1 つを用いて算出される。 

 

(a)ディスパッチデータ分析OMを含めて、CMの算出は公式の情報源で公表されて

いるデータに基づく必要がある。本プロジェクトではディスパッチデータ分析OMの

データの入手は困難であった、よって簡易OM手法を適用する。表5.1.1のとおりグリ

ッドでは、調整電源は天然ガス、石炭、重油、軽油とすると、低コスト/常時稼動施

設は水力である。グリッド全体の発電量における水力の占有率は直近5年(2001年～

2005年)で約5.5%であり、水力発電量の長期標準値に基づき、グリッドにおける年間
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総発電量の50%未満であるため、簡易OMを適用することができる。 

 

表5.1.1 EGAT電力量と燃料消費量2001-2005 
Gross Energy Generation and Purchase 

Fiscal Year 2005 Fiscal Year 2004  2 1 Fiscal Year 2003 Fiscal Year 200 Fiscal Year 200Source 
GWh %    h % h % GWh % GWh % GW GW

Natural Gas 33,065.96 24.52 4 8 5 18 8030,901.08 24.2 31,969.63 27.3 35,607.91 32.8 34,871.  33.
Lignite 18,334.45 13.60 2 8 8 58 7817,993.57 14.1 17,133.53 14.6 16,890.30 15.5 17,306.  16.
Hydroelectric 5,671.18 4.21 5,896.29 4.63 7,741.42 6.63 6,480.87 5.98 6,310.55 6.12
Fuel Oil 9 9 1  61 027,640.01 5.67 5,467.67 4.2 2,112.6 1.8 2,024.49 1.87 3,110. 3.
Diesel Oil 8 4 4 4 23 15175.79 0.13 232.95 0.1 48.0 0.0 259.33 0.2 155. 0.
Renewable 
Energy 2.26 0.00 2.13 0.00  0.00  0.00 1.74 0.00

EGAT's 
Power 
Plants 

Subtotal 64,8  60, 6 59,005.31 4 61,262.90 2 6 89 8689.65 48.13 493.69 47.4 50.5 56.5 1,755. 59.
Domestic 

nd 
65,562.32 48.63 63,586.93 49.89 55,194.43 47.28 44,305.77 40.88 38,515.41 37.33

IPPs a
SPPs 
Neighboring 

4,374.77 3.24 3,376.41 2.65 2,543.71 2.18 2,820.57 2.60 2,893.90 2.81Countries 

Purchase 

 4 6 8 31 14

from 

Subtotal 69,937.09 51.87 66,963.34 52.5 57,738.14 49.4 47,126.34 43.4 41,409. 40.
Grand 

  4 00 20 00Total 
 

134,826.74 100.00 127,457.03 100.00 116,743.45 100.00 108,389.2 100. 103,165.  100.
Type of fuel Fuel Consumption 

Natur
) 305,156.01 290,768.73 304,769 344,184 345,314.67

al (million 
Gas cubic feet
Lignite s)  3 5 24(million ton 16.57 16.5 16 1 15.

Fuel Oil 
(million 
liters) 1836.74 1292.81 9 4 5652 51 781.

Diesel 
 1 99Oil 

(million 
liters) 49.81 55.0 17 71 45.

 

ACM0002に従い、OM 排出係数の算出に用いるデータの参照年は以下の二つから

選

で入手可能な直近の過去3年のデータの総発電量の加重平均値(事前計

又

的なモニタリングに基づきデータが更新される場合は、プロジェクトによる

 

本プロジェクトでは事前計算を選択する、事前計算方式、すなわち過去3年におけ

る

択できる。 

・PDD提出時点

算) 

は 

・事後

発電が実施された年(事後計算)。 

総発電量の加重平均値を用いて計算する(2003年～2005年)。そのため、簡易OMは

低コスト/常時稼動施設以外の電源(天然ガス、石炭、重油、軽油)による発電電力量で

加重平均した単位発電力量あたりの排出量(tCO2/MWh)であり、表5.1.2のように算出

される。 
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表 5.1.2 簡易 OM 算定データ 
CO2 排出係数(tCO2/MWh) 年 燃料タイプ 発電量 

(GWh) 
燃料使用量 

(103ton) 燃料タイプ

別 
簡易 OM 

Natural Gas 31,969.63 6,676 0.61 
Lignite 17,133.53 16,000 1.12 
Heavy Oil 2,112.69 513 0.75 2003 年 

Diesel Oil 48.04 14 0.96 

0.69

Natural Gas 30,901.08 6,369 0.60 
Lignite 17,993.57 16,530 1.11 
Heavy Oil 5,467.67 1,254 0.71 2004 年 

Diesel Oil 232.95 47 0.64 

0.70

Natural Gas 33,065.96 6,684 0.59 
Lignite 18,334.45 16,570 1.09 
Heavy Oil 7,640.01 1,782 0.72 2005 年 

Diesel Oil 175.79 42 0.77 

0.68

(1) 天然ガスの比重は一般におよそ 0.6 である。空気の密度(1.29 kg/m3)に 0.6 を掛ける

ことによって、天然ガスの密度は計算されている。結果は 0.774 kg/m3である。 

(2) 重油と軽油のために使われた密度はそれぞれ 0.97 kg/L と 0.85 kg/L である。 

(3) 購入電力は除く。 

 

2003 年～2005 年の簡易OM排出係数は、各年それぞれ、CEFOM,Simple,2003=0.69、

CEFOM,Simple,2004=0.70、CEFOM,Simple,2005=0.68 (ton-CO2/MWh)となり、 3 年平均では

CEFOM,Simple,2003-2005=0.69 (ton-CO2/MWh)となる。 

 

BM 排出係数の算定 

Build Margin(BM)とは将来の電源計画に照らして当該プロジェクトが代替する電

力を指す。 

BM 排出係数の算定については、以下の2つの選択肢のうち、年間発電量の大きい

方を使用することになっている。 

・直近に建設された5基の発電所、もしくは、 

・発電容量の追加分がグリッド全体の発電力(MWh)の20%を占めるような 近建設され

た発電所。 
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CM の算出は公式の情報源で公表されているデータに基づく必要がある。本プロジ

ェクトでは Build Margin(BM)のデータは表 5.1.3 に基づき行った。 

 

表5.1.3 近建設されたプラントの発電量および燃料消費量 
Plant name Commissioning 

Date 
Fuel type Capacity 

(MW) 
Generation

(GWh) 
Efficiency 
(Btu/kWh) 

Fuel 
Consumpti

on 
(TJ) 

CO2 
emission 
(tCO2) 

EPEC（IPP） 25-Mar-03 Natural 
Gas 

350.0 2,627 7,083 19,630 1,095,761

Grow（IPP） 31-Jan-03 Natural 
Gas 

713.0 4,646 6,850 33,575 1,874,167

Ratchaburi 
（IPP） 

18-Apr-02, 
1-Nov-02 

Natural 
Gas 

2175.0 14,796 7,262 113,358 6,327,599

Ratchaburi 
 

22-Oct-00 Natural 
Gas 

1512.0 6,902 10,110 36,810 2,065,041

Total    28,971   11,362,568

 

この結果BMでのCO2排出係数は、 

CEFBM = 11,362,568(tCO2) / 28,971(GWh)=0.39(ton-CO2/MWh)となる。 

CM排出係数は、OMとBM排出係数の加重平均であり、加重平均のデフォルト値は

それぞれ 50%である。OM と BMの排出係数がそれぞれ 0.69 (ton-CO2/MWh)と 0.39 

(ton-CO2/MWh)であると計算されたため、CMのCO2 排出係数は 0.54 (ton-CO2/MWh)で

ある。 

よってクレジット期間中のCO2排出係数は 0.54 (ton-CO2/MWh)を適用する。 
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5.1.3 排出削減量 

(1) プロジェクト排出量 

プロジェクト排出量合計

Eproject = ECH4_lagoons + ECH4_NAWTF + ECH4_IC+leakss ・・・(1) (tCO2e) 

= 1,954 (tCO2e) + 0 (tCO2e) + 454 (tCO2e) = 2,408 (tCO2e) 

ECH4_NAWTF ：0 (tCO2e) 

(技術供給元データにより反応槽からの漏れはこの分析で無視され

ると考えられる。負圧下状態にある。しかしながらこれらはモニタ

ーされる。) 

 

ラグーンからの放出メタン排出量 

E CH_4 lagoons = Mlagoon_anaerobic * EFCH4 * GWPCH4 / 1,000・・・(2) (tCO2e) 

= 434,245 (kg COD) * 0.2143 (kg CH4/kgCOD) * 21/ 1,000 

= 1,954 (tCO2e) 

EFCH4 ：技術供給者を予定している住友重機械工業は澱粉廃水を専門と

し、導入実績、経験値より、0.2143 kgCH4/kgCOD(0.3Nm3CH4/kg 

COD)のメタン排出係数を使用する。 

Mlagoon_ anaerobic =  

Mlagoon _ total− Mlagoon_ aerobic− Mlagoon _ chemical _ ox− Mlagoon _ deposition・・・(3) (kg COD) 

= 476,595 (kg COD)− 42,350 (kg COD)− 0 (kg COD)− 0 (kg COD) 

= 434,245 (kg COD) 

Mlagoon_aerobic ：121 (kg COD) * 350 (日/年) = 42,350 (kg COD) 

(ベースライン排出量計算と同様) 

Mlagoon_chemical_ox ：0 (kg COD) 

 

(プロジェクトでは反応槽(EGSB)を導入し、既設嫌気性オープンラグーン(Pond 1)か

らのCH4放出を削減する。既設嫌気性ラグーン(Pond 1)による池の好気性表面ロスは

考慮される。プロジェクトでの化学酸化(硫酸塩還元)はベースラインと同様に、水

質サンプリング分析結果より硫酸濃度は 15mg/lと影響は小さいため無視できるもの

と考えられる)。 

 

新設嫌気性廃水処理システムからラグーンへ入るプロジェクト有機物質

Mlagoon_ input = Minput _ total * (1−  RNAWTF )・・・(4) (kg COD) 

= 5,607,000 (kg COD/年) * (1−  0.9 ) = 560,700 (kg COD/年) 

Minput _ total ：1,800 (m3/日) * 350 (日/年) * 8.9 (kg COD/m3) = 5,607,000 (kg COD/年) 

 (表 4.3.2、表 4.4.6 参照) 

RNAWTF ：0.9 (EGSBの除去率) (表 4.3.5 参照)  
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ラグーンで除去される合計有機物質 

Mlagoon_ total = Mlagoon _ input * Rlagoon・・・(5) (kg COD) 

     = 560,700 (kg COD/年) * 0.85 = 476,595 (kg COD/年) 

Rlagoon ：0.85 (既設嫌気性ラグーン(Pond 1)で除去される合計有機物質) 

添付資料-5 の GOSYU KOHSAN CO.,LTD.の水質分析結果より 85%であ

る。 

 

ラグーンシステム内での有機物質沈殿

Mlagoon_ deposition = Mlagoon _ input * Rdeposition・・・(6) 

= 560,700 (kg COD/年) * 0 = 0(kg COD/年) 

Rdeposition ：0 (-) 

(これはゼロと予想される。沈殿物でできた全ての固形物はプロジェク

ト反応槽でその大部分を分解すると想定される。しかし、沈殿はモニ

ターされそして沈殿が計測される場合は記録される。) 

 

不完全燃焼排出からのメタン排出量

ECH4 _ IC +Leaks = ∑Vr  * CCH 4 _ r * (1−  fr) * GWPCH 4・・・(7) (tCO2e) 

     = 2,018,520 (Nm3/年) * 0.0005357(tCH4/Nm3) * (1− 0.98) * 21 

     = 454 (tCO2e) 

Vr ：240.3(Nm3/h) * 24(h) * 350(日/年) = 2,018,520 (Nm3/年) 

(4.3.4 項、表 4.4.6 参照) 

CCH4 ：0.75*16/22.4/1000 = 0.0005357(tCH4/Nm3)(表 4.3.4 参照) 

fr ：98% 

(燃焼によって破壊される割合は稼動日数を考慮したバイオガス発生

量である、余剰及び緊急時に発生したバイオガスはフレアリングされ

る。不完全燃焼からのバイオガスメタン排出量は例外なく無視できる

ことが予想される。フレアの燃焼効率は保証値で 99.9999%の燃焼効

率と限りなく係数 1 に近いといわれている。ただしオンサイトで使用

された(有機物分解)フレアスタックは 98%の保証された燃焼効率を

持っている、そしてそれはフレア産業の基準である。それで不完全燃

焼によるメタン排出量が無視できることを予想される、しかしながら、

実際のプロジェクトの場合は式(7)を使ってモニターされる、そして

クレジット期間中に全体の排出削減に影響を与える。) 
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表面酸化係数感度分析 

254 kg COD/ha/day の表面除去係数の適合性を決定するために評価が表 5.1.6 で実行

される。 

表 5.1.6 表面酸化係数感度分析 
表面酸化

除去率 
適用され

たエラー

係数 

ベースラ

インラグ

ーン排出

量 

感度 プロジェ

クトラグ

ーン排出

量 

感度 推定排出

削減量 
感度 

kg/ha/day % tCO2e % tCO2e % tCO2e % 
254 - 21,256 - 1,954 - 19,302 - 

317.5 25% 21,209 0.22% 1,907 2.42% 19,302 0 
381 50% 21,162 0.44% 1,860 4.84% 19,302 0 
508 100% 21,067 0.89% 1,765 9.67% 19,302 0 

1270 400% 20,497 3.57% 1,195 38.85% 19,302 0 
この分析は計算された排出削減ではこのプロジェクトでの COD の表面酸化除去が

独立していることを明確に示す。そして 254kg COD/ha/day の除去係数はこのプロジェ

クトに適切である。 

AM0022 に従って、ベースラインとプロジェクト排出シナリオは 254 kgCOD/ha/day

を使って計算した。しかしながら、表面エリア酸化定数が増加しても、排出削減が際

立って変化しない。より高い表面エリア酸化定数を適用するとき、発生する変更がベ

ースラインとプロジェクト排出両方に影響を与え、排出削減における減少がベースラ

インとプロジェクト排出量両方で見られる、しかし 2 つの差は 254kg COD/ha/day を使

用して計算したときと同様である。 

 

(2) ベースライン排出量 

合計ベースライン排出量

EBL = ECH4_lagoons_BL + ECO2_grid_BL  ・・・(8) 

= 21,257 (tCO2e) + 1,620 (tCO2e) = 22,877 (tCO2e) 

 

ベースライングリッドからのCO2 排出量

E CO2_power = EL * CEF・・・(10) 

= 3,000 (MWh/yr) * 0.54 (tCO2e/MWh) = 1,620 (tCO2e) 

EL ：3,000 (MWh/yr) (表 4.4.10 参照) 

CEF ：0.54 (tCO2e/MWh)(5.1.2 項参照) 

 

食品工場からラグーンシステムに入るベースライン有機物質

Mlagoon_ input _ BL = Minput _ total・・・(11) 

= 5,607,000 (kg COD/年) 

Minput _ total ：1,800 (m3/日) * 350 (日/年) * 8.9 (kg COD/m3) = 5,607,000 (kg COD/年) 

 (表 4.3.2、表 4.4.6 参照) 
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ベースラインラグーンからの放出メタン排出量

ECH4_lagoons_BL = Mlagoon_anaerobic * EFCH4 * GWPCH4 / 1,000・・・(2)’ (tCO2e) 

= 4,723,600 (kg COD) * 0.2143 (kg CH4/kgCOD) * 21/ 1,000 

= 21,257 (tCO2e) 

EFCH4 ：Bo( 大メタン生成係数 )は IPCCのガイドラインでは 0.25(kg 

CH4/kgCOD)がデフォルト値として記載されている。また、

AM0022ver.3 ではメタン変換係数のデフォルトCODは 0.21(kg 

CH4/kgCOD)が使用される。ただし、本方法論を単純でない糖類を含

む廃水に使用する場合は 0.21(kg CH4/kgCOD)とは異なるメタン排出

係数を推定し、これを使用せねばならない。本プロジェクトでは技

術供給者を予定している住友重機械工業の澱粉廃水の導入実績、経験値

より、現状のラグーンは 0.2143 kgCH4/kgCODのメタン排出係数を使用

する。 

 

Mlagoon_ anaerobic =  

Mlagoon _ total− Mlagoon_ aerobic− Mlagoon _ chemical _ ox− Mlagoon _ deposition・・・(3)’ (kg COD) 

= 4,765,950 (kg COD)−  42,350 (kg COD)− 0 (kg COD)− 0 (kg COD)  

= 4,723,600 (kg COD) 

Mlagoon_aerobic ：121 (kg COD/day) * 350 (日/年) = 42,350 (kg COD) 

 

表 5.1.7 に現状のラグーンの各表面積及び表面積における池表面ロスを示す。 

表 5.1.7 各表面積及び有機物質源の池表面ロス 
項目 値 単位 備考 

Pond 1 表面積 
(既設嫌気性オープンラグ

ーン) 

84.7*56.09=
4,750

m2
ベースライン、プロジェクト

対象エリア 

Pond 6 表面積 
(好気性ラグーン) 

84.7*56.09=
4,750

m2
バウンダリー外 
 

Pond 7 表面積 
(好気性ラグーン) 

84.7*45.7=
3,870

m2
バウンダリー外 
 

Pond 8 表面積 
(好気性ラグーン) 

84.7*45.7=
3,870

m2
バウンダリー外 
 

Pond 10 表面積 
(沈砂池) 

140*48.7=
6,818

m2
バウンダリー外 
 

Pond 2 表面積 
(好気性ラグーン) 

84.7*45.7=
3,870

m2
バウンダリー外 
 

Pond 5 表面積 
(好気性ラグーン) 

84.7*45.7=
3,870

m2
バウンダリー外 
 

表面積 COD ロス係数 254 kg 
COD/ha/day

 

有機物質の表面酸化 121 kg COD/day 4,750/10,000*254 
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Mlagoon_chemical_ox ：0 (kg COD) 

(ベースラインの既設嫌気性オープンラグーン(Pond 1)ではCH4が放出される。池の

好気性表面ロスはCOD成分の沈殿によるCOD除去分も含めて考慮される、化学酸化

(硫酸塩還元)は食品工場での製造工程に硫酸は使用されておらず、水質サンプリン

グ分析結果より硫酸濃度は 15mg/lと影響は小さいため無視できるものと考えられ

る) 

 

ラグーンシステムから除去される有機物質

Mlagoon_ total = Mlagoon _ input * Rlagoon・・・(5)’ (kg COD) 

     = 5,607,000 (kg COD/年) * 0.85 = 4,765,950 (kg COD/年) 

Rlagoon ：0.85 (既設嫌気性ラグーン(Pond 1)で除去される有機物質) 

添付資料-5 の GOSYU KOHSAN CO.,LTD.の水質分析結果より 85%であ

る。 

ラグーンシステム内での有機物質沈殿

Mlagoon_ deposition = Mlagoon _ input * Rdeposition・・・(6)’ 

       = 5,607,000 (kg COD/年) * 0 = 0 (kg COD/年)  

Rdeposition ：0 (-) 

(嫌気性活動が懸濁液内で効率的にすべての固体 COD 物質が状態に保つとして、

初のプロジェクト事業性検討は嫌気性池にわずかしかあるいは全然発生している沈

殿がないと決定した。よってこのプロジェクトでは 0%と決定した。) 

 

(3) 排出削減量 

排出削減量

ER = EBL － Eproject・・・(12) 

= 22,877 (tCO2e) － 2,408 (tCO2e) = 20,469 (tCO2e) 

 

E CH4_lagoon_BL −  (E CH4lagoon + ECH4_nawtf + ECH4_coll)・・・(13) 

21,257 (tCO2e) −  (1,954 (tCO2e) + 0 (tCO2e) + 19,303 (tCO2e)) = 0 (tCO2e) 

 

排出源と年間のベースラインとプロジェクトシナリオへのそれらの貢献は表 5.1.8

に記述される： 

表 5.1.8 排出源と年間のベースラインとプロジェクト排出量 
 ベースライン排出

量(t-CO2e) 
プロジェクト排出

量(t-CO2e) 
排出削減量 

(t-CO2e) 
グリッド送電電力(間接) 1,620  1,620 
放出池排出量(直接) 21,257 1,954(放出メタン) 

454(不完全燃焼) 
18,849 

合計 22,877 2,408 20,469 
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プロジェクト期間中の食品工場プロジェクトでの排出削減量分析結果を表 5.1.9 に示す。 

表 5.1.9 食品工場プロジェクトでの排出削減量分析結果 
年 プロジェクト 

活動排出量推計
(t-CO2 e) 

ベースライン 
排出量推計 

(t-CO2 e) 

リーケージ推計 
(t-CO2 e) 

 

排出削減量推計
(t-CO2 e) 

2009 2,408 22,877 0 20,469 
2010 2,408 22,877 0 20,469 
2011 2,408 22,877 0 20,469 
2012 2,408 22,877 0 20,469 
2013 2,408 22,877 0 20,469 
2014 2,408 22,877 0 20,469 
2015 2,408 22,877 0 20,469 
2016 2,408 22,877 0 20,469 
2017 2,408 22,877 0 20,469 
2018 2,408 22,877 0 20,469 
2019 2,408 22,877 0 20,469 
2020 2,408 22,877 0 20,469 
2021 2,408 22,877 0 20,469 
2022 2,408 22,877 0 20,469 
合計 
(t-CO2 e) 

33,712 320,278 0 286,566 

 

5.1.4 温室効果ガスの排出削減効果 

本プロジェクトの結果をまとめると表 5.1.10 のとおりである。 

表 5.1.10 プロジェクトでの排出削減量分析結果 
 電力排出量(tCO2e) 池排出量(tCO2e) 合計(tCO2e) 

年 

グリッ

ド
(tCO2e/ 
MWh) 

ベース

ライン 
プロジ

ェクト 
排出 
削減量

ベース

ライン
 

プロジ

ェクト

排出 
削減量

年間 
ベース

ライン 
排出量 

年間 
プロジ

ェクト 
排出量 

年間 
排出 
削減量

2009 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2010 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2011 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2012 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2013 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2014 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2015 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2016 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2017 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2018 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2019 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2020 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2021 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
2022 0.54 1,620 0 1,620 21,257 2,408 18,849 22,877 2,408 20,469
プロジ

ェクト

期間合

計 

- 22,680 0 22,680 297,598 33,712 263,886 320,278 33,712 286,566
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5.1.5 プロジェクト期間及びクレジット獲得期間 

クレジット獲得期間には、更新可能なクレジット期間(7 年× 大 3 回)と固定クレジ

ット期間(10 年)がある。前者は 長 21 年間のクレジットが獲得できる可能性があるも

のの、プロジェクト活動の環境が変化して更新時に登録が認められないなどのリスク

がある。一方、後者は前者よりも 3 年長い 10 年間はクレジットが獲得可能であること

がメリットである。本プロジェクトは、タイの主産業の一つである食品産業を対象と

し、現在の事業も安定している。そのため、クレジット期間は更新可能な 7 年で申請

を行い、プロジェクト期間である 14 年まで CER を獲得することを想定している。 

プロジェクト期間は機器の耐用年数等を考慮し 14 年(2009-2015 年、2016-2022 年)

とし、クレジット獲得期間は更新クレジット期間(14 年)を想定している。 
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5.2. プロジェクト実施に必要となる相手国の EIA(環境アセスメント)の内容 

5.2.1 タイにおける環境影響評価制度 

タイでは、1979 年に国家環境保全法が一部改正され、この中に環境影響評価制度が

盛り込まれ、当時の科学技術エネルギー省が告示で環境影響評価の対象事業と規模を

定めた。具体的な実施例として、1981 年に EGAT が、世界銀行の融資を受けて発電所

を建設する際に、世界銀行から環境影響評価の実施を要求されたことが、タイにおけ

る環境影響評価制度の始めである。 

その後、1992 年の国家環境保全推進法の制定に伴い、環境影響評価が必要な事業の

種類と規模を決定する権限が与えられた。また,環境影響評価の手続きは MOSTE の環

境政策・環境計画事務室(OEPP)が担当することとなった。 

設備建設などが対象事業となる場合は、設備開設の認証申請時、又は工場拡張時に

環境影響評価報告書の提出が必要となる。 

 

5.2.2 環境影響評価制度の対象事業 

環境影響評価の対象事業は、現在 29 種類が告示で示され、それぞれの対象規模が示

されている(表 5.2.1)。この内、民間企業の工場建設に関わるものとしては、石油化学、

石油精製、製鉄、製糖業など 11 種類の工場建設プロジェクトがあげられている。本プ

ロジェクトに関係する「発電所」は、発電容量 10MW 以上で環境影響評価制度の対象

事業とならない。 

 

5.2.3 環境影響評価の実施手続き 

(1) 環境影響評価報告書の審査の流れ 

環境影響評価の対象となる民間の開発事業の場合は、事業の提案者が環境影響評

価報告書を 2 部作成し、環境政策・環境計画事務局(OEPP: Office of Environmental 

Policy and Planning)と事業の所管官庁に提出する。日系企業の活動に関わりの深い設

備建設プロジェクトの場合には、環境影響評価報告書を OEPP と工業省(MOI)工業

局へ提出することとなる。 

報告書を受け取った OEPP は、15 日以内に書類内容をチェックし、コメントを添

えて専門委員会に提出する。報告書の付託を受けた専門委員会は、45 日以内に審査

と承認の可否判定を行う(図 5.2.1)。 

事業の所管官庁は、専門委員会の環境影響評価の承認を待ち、当該事業の許認可

に関する意思決定を行うこととなる。 

 

(2) 環境影響評価報告書に盛り込むべき内容 

環境影響評価報告書は、次のような項目で構成されている。 

・プロジェクトの内容など事業計画の概要 

・事業予定地域の現状の各種環境データ
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・事業実施による環境影響の評価 

・環境の及ぼす影響の防止、又は 小化するための緩和措置の内容と必要な費用 

・大気・水質の環境モニタリング計画 

 

具体的には、現行の環境状況が人の生活に与えている価値、事業の実施による直

接・間接、短期・長期的な環境影響の予測調査結果、環境資源への影響を防ぐ対策、

回復不可能な環境影響を与えた場合の対応措置、事業の代替案などを盛り込まなけ

ればならない。 

なお 1984 年から、環境影響評価報告書は OEPP に登録されたコンサルタント機関

に作成を委託することが義務づけられている。 

 

表 5.2.1 環境影響評価制度の対象事業 
プロジェクト_ 事業の種類 規模 

ダム_ 貯水池 貯蔵量 1 億m3以上、又は表面積 15 km2以上

かんがい かんがい面積 12,800ha 以上 
高速道路法に定義される以下の地域を通過する高速

道路または一般道路: 
1)野生動物保護管理法で定義されている野生 
動物生育地と禁獣区 

2)国立公園法で定義されている国立公園 
3)内閣決議によって 2 級として分類された水域 
4)国立森林指定区に指定されているマングローブ森

林 
5)満潮時に海岸が 50m 以内になる地域 

既存の道路の増補を含む地方の高速道路

に適用される 低基準と同等、又はそれ以

上の全てのプロジェクト 
 

民用港 正味 500t 以上の船舶を許容するもの 
民用空港 規模を問わず 
｢大量輸送システムと高速鉄道に関する法律｣に基づ

く大量輸送システム、及び類以施設、並びにレール

を用いる大量輸送 

規模を問わず 
 

海岸の埋立地 規模を問わず 
内閣が 1 級(2)の水地域内であることを認証した地域

の中に立地するすべてのプロジェクト 
規模を問わず 
 

石油化学工場 生産能力 100t/日以上（石油や天然ガスの分

離物から製造された原料） 
石油精製 規模を問わず 
天然ガスの分配または製造 規模を問わず 
炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、塩化水素、塩

素、次亜塩酸ナトリウム、漂白剤の製造原料として

塩化ナトリウムを用いるソーダ工業 

生産能力 100 トン/t 以上 
 

鉄鋼 生産能力 100t/日以上 
セメント工場 規模を問わず 
その他の鉄と鉄鋼工場 生産能力 50t/日以上 
パルプ工場 生産能力 50t/日以上 
殺虫剤工場 規模を問わず 
化学肥料工場 規模を問わず 
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 表 5.2.1 環境影響評価制度の対象事業（続き） 

 
プロジェクト_ 事業の種類 規 模 

工場法による廃棄物処理場 規模を問わず 
砂糖工場 
1)砂糖原料、白糖、精製された砂糖の生産 
2)ブドウ糖、デキストロース、フルクトース 
またはその種の生産 

 
規模を問わず 
生産能力 20t/日以上 
 

タイ工業団地法で規定の工業団地、及び類以事業 規模を問わず 
発電所 発電容量 10 MW 以上 
石油開発 
1)地球物理学的削岩、探査と生産 
2)石油とガスのパイプライン設備 

 
規模を問わず 
規模を問わず 

鉱業資源法による採鉱 規模を問わず 
ホテル、リゾート施設 80 部屋以上 
建設規制法による住居用建物 80 部屋以上 
川、海岸地帯、湖、海岸線、国立公園付近または歴

史的な公園の環境近隣の建物 
高さ 23 m 以上、または全階を合せたまた

は個々の階の床面積が 10,000m2 以上のも

の 
住居または商業の土地分配 500 ランドスポット以上、開発された地域

が 16ha を超えるもの 
病院 
1)川、海岸地帯、湖、海岸線に隣接した地域 
2) 1）以外の地域 

 
1）患者用ベッド 30 以上 
2）患者用ベッド 60 以上 

 

(出典) Technical Section of Environmental Impact Evaluation Division, Office of Environmental 

Policy andPlanning, MOSTE, Environmental Impact Assessment in Thailand, 1996 年 1 月 
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環境影響評価書を OEPP と監督官庁に提出 
Submit EIA to OEPP and permitting agency 

 

 

 

訂正・不備がある場合                         （15 日間/ 15 days） 
Not correct or Incomplete                                       

訂正なし・完全な場合 / Correct or Complete 

 

 
 

 

15 日間/ 15 days 

 

 

                                                                  

拒否/Reject 

 

 

承認/Approval 

 

 

 

 

 

 

事業者/Project Proponent 

OEPP による提出書類のチェック 

OEPP examines EIA and related documents 

OEPP による環境影響評価所の初期検討とコメント 
OEPP reviews EIA and makes preliminary comment 

事業者による環境影響評価書見直

し Project proponent revises EIA 

専門委員会による環境影響評価所の検討（45 日以内） 

Expert Review Committee review EIA within 45 days 

監督官庁による事業許可の保留 
Permitting agency withholds the

granting of license 

 

OEPP が要求した条件をつけて監督官庁が事業を許可 
Permitting agency grants license including OEPP's conditions 

 

図 5.2.1 環境影響評価手続きの流れ（民間事業の場合） 

(出典) Technical Section of Environmental Impact Evaluation Division, Office of Environmental 

Policy and Planning, MOSTE, Environmental Impact Assessment in Thailand, 1996 年 1 月 

 

本プロジェクトは環境影響評価制度の対象事業には該当していないと考えられ

る。タイ国における環境影響評価制度に関する制度を Sitthinan Co., Ltd 及び関係

省庁と十分議論、協議し、問題ないことを確認できた。 
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5.3 プロジェクト実施に伴う間接影響 

5.3.1 環境面の影響 

発電設備設置に伴う排ガス、排水等及び騒音、また建設時の資材搬入に伴う工事車

両の排ガス及び騒音の発生が考えられるが、これらはタイでの法律を遵守し、適切な

発電所の立地及び設備設計により、環境への影響は限定的である。 

プロジェクト実施により、廃水からのメタンガス回収及び悪臭低減など地域環境に

対して、改善可能となる。 

 

5.3.2 経済面の影響 

タイの電力需要に対して、再生可能エネルギーの有効利用により貢献することがで

きる。現地での経済効果として、現地工事の発生、定期メンテナンス費の発生、発電

によるタイの外貨節減などが挙げられる。 

 

 

5.3.3 社会・文化面の影響 

反応槽の維持、管理には専門的な知識を必要とする。運転員、設備管理者、設備保

全管理者等の技術の向上に伴い、地域全般の技術力の向上に貢献できる。 
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6.プロジェクト設計書(PDD)の作成 



6.1 ベースラインシナリオの考え方 

追加性証明ツールのように段階的にベースラインシナリオを特定する。 

 

ベースライン確定 

ベースライン確定方法論はベースラインを定義するため 6Step の段階から構成されそし

て現在の慣行の継続(ラグーンによる廃水処理システムで、バイオガスの使用や燃焼放散

を伴わない現在の廃水処理操業)がベースラインであることを実証する： 

 

1. 広範囲の潜在的なベースライン選択の列挙； 

すなわち提案された CDM プロジェクト活動に相当する廃水処分サービスを供給す

るプロジェクト関係者あるいは類似のプロジェクト開発者にとって利用可能な選択

を列挙する。考えられる選択には以下が含まれる： 

・近くの湖、池などへ廃水を直接開放； 

・新規嫌気性消化設備あるいは好気性消化設備(活性汚泥あるいは炉床タイプ処理)

導入 

・現在の状況の継続 

・そして CDM プロジェクト活動として実施されない；提案嫌気性処理設備 

 

2. 考えられる選択のいずれの実施を妨げる考慮された特定プロジェクトという環境

で、すなわち重要であることを明らかにされることができる潜在的な障壁範囲から

障壁を選択。それらの相対的な影響の存在がどんな相違でも も重要であることを

予想される障壁を判断する。 も重要な障壁は文書化され、そして考慮中の特定の

選択の上でそれらの影響は説明されるべきである。確実であると考えられる障壁が

立案されて、そして明らかにされなくてはならない。ベースラインシナリオの継続

に法律上の障壁であるという例ではこの選択のそれ以上の評価が実行されない； 

 

3. 障壁を評価。これは広範囲の潜在的な問題を言及されることができる。選択 Y は障

壁が存在する、選択 N は障壁が存在しない、選択 NA では問題が該当しない。障壁

が明らかにされる場合、プロジェクト提案者は透明なそして文書化された証拠を提

供し、そしてこの文書化された証拠が存在と明らかにされた障壁の重要性を証明す

るどうかについて保守的な解釈が述べられるべきである。事例証拠は含まれること

ができる、しかし単独では障壁の十分な証明ではない。障壁を評価することにおい

て、ホスト国あるいは利用可能な助成金で技術サポートのためにプログラムの存在

のような障壁を緩和している要因が考慮に入れられるべきである； 

 

4. 比較、障壁結果の評価を通して、それはもっともらしいベースライン選択であって

そしてすべてを考慮に入れて、特定の障壁が特定のベースライン選択を促進させる

123 



ことを示されることができるかどうか決定する； 

 

5. 投資分析： 

複数のベースライン選択が Step2～4 で障壁分析の結果として残った状態の場合、そ

れぞれの選択の財務上の現実性で選択を区別して、そして もありそうなベースラ

インシナリオを決定するための追加性論証ツール(EB16 Annex 1)の Step2(投資分析)

で算定されるべきである； 

 

6. 結論： 

ベースラインの決定は CDM プロジェクト活動の不在の場合でサイト上で現在のそ

して歴史的な慣行(そして排出)が継続することを明示するべきである(すなわちベー

スラインである)。 

 

6.2 追加性の立証とベースラインの設定 

Step1：現行の法規制に準拠するプロジェクト代替シナリオの同定 

想定されるシナリオを列挙する。 

 

Sub-step 1a プロジェクトに対する代替シナリオの決定 

シナリオ 1：現在が継続するシナリオ 

(プロジェクト活動や他の代替シナリオが実施されない) 

シナリオ 2：近くの湖、池などへ廃水を直接開放 

シナリオ 3：提案プロジェクトが CDM プロジェクト活動として実施されない 

シナリオ(提案されるプロジェクトとは嫌気性処理 EGSB によりメタン

ガスを回収し、発電する。電力は自己消費、余剰ガスは燃焼放散) 

シナリオ 4：廃水の好気性消化処理(余剰汚泥あるいは炉床タイプ処理)導入 

 

Sub-step 1b 法規制適用性の確認 

タイ国では法律違反であるとして、シナリオ 2 は無視される。 

よって結果として、シナリオ 1、3、4 がテストされる。 

 

法律上 

・この慣行はホスト国法律あるいは規制によって統制されて、そしてそれ故に合法的に

認められるか？ 

 

現在の慣行は、池ベース処理が高有機負荷を伴った産業廃水のためのタイ国と地域に

対しての標準の慣行である。水体(川、湖など)への直接の解放は違法である。地元の規

定者がこのような放出を止めることを努めている間に、禁止にもかかわらずそれらがあ
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る特定の例で起こっている。とはいえ、法律に違反する選択が現実的であると考えられ

ることができない、それは絶対の障壁であると考えられることができる。それ以上論議

はなく障壁分析を通じてこの選択に関して実行される。好気性と嫌気性廃水処理が共に

法律上の慣行を代表する、そして追加の規則の適用を受けない、それらは現在の池シス

テムが適用を受けている同じ廃水解放基準を達成することを管理する。 

 

代替ベースラインの慣行に法的な障壁があるか？ 

シナリオ１：現在が継続するシナリオ 

いいえ。この活動は国の法律によって規制されない、そしてそのために正当である。 

シナリオ３：提案プロジェクトが CDM プロジェクト活動として実施されないシナリ

オ 

いいえ。代替廃水管理の慣行を促進させるための法律が存在しない。この活動は国

の法律によって規制されない、そしてそのために正当である。 

シナリオ４：廃水の好気性消化処理（余剰汚泥あるいは炉床タイプ処理）導入 

いいえ。代替廃水管理の慣行を促進させるための法律が存在しない。この活動は国

の法律によって規制されない、そしてそのために正当である。 

 

従って、法律上の問題がシナリオのどれにも障壁であると考えられない。 

 

Step2：投資分析 

技術面、慣行面、投資面、環境面等から上記シナリオのバリア分析を行い、ベースラ

インを設定する。 

 

財務 

・他の技術と比較して財政的に魅力的な技術介入であるか？ 

・これは も財政的に実行可能な選択であるか？ 

・資本参加は国際的に見つけることが容易であるか？ 

・資本参加は地方で見つけることが容易であるか？ 

・サイト所有者 / プロジェクト受益者はリスクを伴っているか？ 

・技術通貨（国）単位のリスクであるか？ 

・提案されたプロジェクトは商業リスクを受けやすいか？ 

 

代替ベースラインの慣行に財務な障壁があるか？ 

シナリオ１：現在が継続するシナリオ 

いいえ。この技術は現在設置されており、それ以上資金調達を必要としない。 

シナリオ３：提案プロジェクトが CDM プロジェクト活動として実施されないシナリ

オ 
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はい。これは高リスク、新規プロジェクトであると認められる。タイ国あるいは管

理者、外国投資家に残されているリスクをもたない成功した商業 EGSB プラントが

現在のタイ国では存在しない。また、プロジェクト IRR を算出した結果、このシナ

リオでは－5.9%(税引き後)である。この結果、このシナリオは CER クレジットの売

却益がない場合、IRR は低く投資が全く見込めないことが示される。 

シナリオ４：廃水の好気性消化処理（余剰汚泥あるいは炉床タイプ処理）導入 

はい。類似のリスク(多分より低いけれども)が好気性処理のためにも存在する。ま

た、このシナリオは収入源が存在しないため、IRR は算出できない。 

 

従って、財務的問題は経済性という観点から後の 2 つのシナリオで主要障壁である

と考えられる。そして現在の池ベース管理システムへの障壁はない。 

 

Step3：障壁分析 

Sub-step 3a 提案されているプロジェクトと同種のプロジェクトの実施を妨げるバリア

の特定 

 

技術的 

・地元の装置供給元を通してこの技術選択は現在利用可能であるか？ 

・国内でこの技術を運転し、維持する十分な技能と労働者があるか？ 

・この技術は地域、あるいは世界的な標準、あるいは 適な技術であるか？ 

・許容限界の中で性能確実性は保証できるか？ 

 

池ベース廃水洗浄システムは非常に低技術の解決法である。このタイプのシステムが

タイ国と地域で共に広範囲に使われている。池は熱帯地方や規則がさらに多くの解決技

術を要求しないその他地域での選択技術である。それらは非常に低リスクとして見られ

ている、そして廃水流出の 終解放が規制された許容範囲内であることを保証するため

の過剰な低技術を利用されている。嫌気性システムはタイ国だけではなくより広地域、

そして世界的規模で新しい種類の設備である。このようなシステムを建設してそして運

転するための技術と必要な技能のいずれも地域的に一般に利用可能ではない。EGSB シ

ステムが、100％特性と性能保証のいずれも生体系の作用をベースとしており、相対的に

リスクであると考えられる。 

生体系は嫌気性生物と生物学活動を全滅させることができる化学衝突の一定のリスク

にある（そしてそれ以降の廃棄物管理とエネルギー生産体制は共に商業運転のキーとな

る）。EGSB システムはさまざまな要素、水量、pH などが一定であること、そして進行

中の正確な管理を必要とする。全体的にそれらがリスクの解決法であると認めされる。 

このプロジェクト開発の前に、商業規模 EGSB 活動がタイ国で実行されていない。 

好気性の管理システムは、タイ国で同様に新しい種類の選択である。 
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しかしながら、これらの技術はヨーロッパ、アメリカと日本で非常によく特性化され

ている。好気性技術が代替の廃水管理選択として東南アジア内に増加している。 

多くの装置と経験豊かな操作員はタイ国あるいは地域の周辺で利用可能である可能性

が高い。 

 

代替ベースラインの慣行に技術的な障壁があるか？ 

シナリオ１：現在が継続するシナリオ 

いいえ。この技術はタイ国と地域での 適技術である。 

シナリオ３：提案プロジェクトが CDM プロジェクト活動として実施されないシナリ

オ 

はい。これはリスクを伴う、新しい種類、そして利用できない技術であると認めら

れる。 

成功した商業 EGSB プラントがこのプロジェクトの実施前にタイ国で存在していな

い。 

シナリオ４：廃水の好気性消化処理（余剰汚泥あるいは炉床タイプ処理）導入 

はい / いいえ。地方産業部門で、少数しか好気性処理が商業規模で使用されていな

い。 

実際にはこの工場では好気性消化処理が利用されている。また、その技術は世界的

規模で非常によく特性化されている、そして潜在的に EGSB 処理より低リスクであ

る。ただし、それがタイ国ではまだ 適技術と見られていない。 

 

従って、技術的問題は嫌気性シナリオが主要障壁で、代替好気性は中間障壁であると

考えられる。そして現在の池ベース管理システムへの障壁はない。 

 

制度上 

・助成金は利用可能であるか？   

・ホスト国では産業での技術サポートのために積極的なプログラムを持っているか？ 

 

すべての 3 つのシナリオで、助成金が利用可能であること、そして積極的な技術救済

活動プログラムが利用可能であることはどちらも該当しない。これは現在設置された池

システムを維持する現在施設には障壁を与えない。しかしながらこれは代案の慣行はそ

うした障壁が予測される、そして投資が必要とされる。従って、助成金、あるいは促進

支持の欠如を通しての制度上の障壁が現在の慣行から変わることを妨げている。 

 

代替ベースラインの慣行に制度上の障壁があるか？ 

シナリオ１：現在が継続するシナリオ 

いいえ。この技術は、現在設置されている場合は、それ以上支援あるいは促進を必
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要としない。 

シナリオ３：提案プロジェクトが CDM プロジェクト活動として実施されないシナリ

オ 

はい。直接の助成金あるいは促進の支援がタイ国で見られない。 

シナリオ４：廃水の好気性消化処理（余剰汚泥あるいは炉床タイプ処理）導入 

はい。直接の助成金あるいは促進の支援がタイ国で見られない。  

制度上の問題が、後の 2 つのシナリオに、中間障壁であると考えられる、そして現在

の池ベース管理システムへの障壁はない。 

 

社会的 

・これはホスト国そして地方区の間でよく理解される、そして受け入れられた技術であ

ると考えられるか？ 

 

池は現在使用されており、ほとんど社会障壁が見られない。 

それらはタイ国の商業事業体によって地域環境と標準的な運営慣行として受け入れら

れた部分である。嫌気性と好気性設備は、リスク(爆発、臭いなど)の理解力を通して少

数の社会障壁を引き起こすかもしれない。社会障壁は恐らく非常に 小であるけれども、

新技術実施に関係する若干の可能性が存在する。 

 

代替ベースラインの慣行に社会的障壁があるか？ 

シナリオ１：現在が継続するシナリオ 

いいえ。この技術は受け入れられた技術である、そして既存設備の継続的な稼働で

実際に社会障壁は引き起こさない。 

シナリオ３：提案プロジェクトが CDM プロジェクト活動として実施されないシナリ

オ 

はい / いいえ。新技術に対して社会の認識のリスクがある。 

シナリオ４：廃水の好気性消化処理（余剰汚泥あるいは炉床タイプ処理）導入 

はい / いいえ。 

 

従って、社会問題が後の 2 つのシナリオで小さい障壁であると考えられる。 

そして現在の池ベース管理システムへの障壁はない。 

 

ビジネス文化とその他 

・規則の不在での代替管理慣行に変わる自発的意志があるか？ 

・この技術は産業で‘基準慣行’であると考えられるか？ 技術を応用することについて

の経験があるか？ 

・この技術は、結果として熟知され、管理優先度が高いと考えられるか？ 
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現在の池ベース処理が廃水処理のためのタイ国と地域での標準稼動基準であると考え

られる。タイ国状況に好気性あるいは嫌気性技術を利用することについての積極的な経

験がない、そしてそのためにこれらは管理優先度が高いとは考えられない。 

部門内のたいていの実業家のための も高い優先度は簡単に地域規制の遵守を維持す

るためのそれらの廃水放出の管理である。また、いっそう資本集約的なエネルギー生産

にはさらにより大きい管理資源を要求する。よって単純に消化プロセスは優先とはなら

ない。 

 

代替ベースラインの慣行に文化的あるいはその他の障壁があるか？ 

シナリオ１：現在が継続するシナリオ 

いいえ。この技術は受け入れられた技術である、そして既存設備の継続的な稼働が

実際に障壁を引き起こさない。 

シナリオ３：提案プロジェクトが CDM プロジェクト活動として実施されないシナリ

オ 

はい。タイ国状況での技術を実行することについての経験がなく、エネルギーの自

給自足となるこのような運転人員がいない。 

シナリオ４：廃水の好気性消化処理（余剰汚泥あるいは炉床タイプ処理）導入 

はい。タイ国の状況でこのような技術を実行することについての経験がない。 

 

従って、ビジネス文化問題が後の 2 つのシナリオに小さい障壁があると考えられる。

そして現在の池ベース管理システムへの障壁はない。 

 

表 6.2.1 障壁分析結果まとめ 
代替 
ベースライン 

 
 
障壁テスト 

シナリオ１： 
現在が継続するシ

ナリオ 

シナリオ３： 
提案プロジェクト

が CDM プロジェク

ト活動として実施

されない 

シナリオ４： 
好気性消化処理 

法律上 N N N 
財務 N Y NA 
技術的 N Y Y/N 
制度上 N Y Y 
社会的 N Y/N Y/N 
ビジネス文化とその他 N Y Y 

選択 Y は障壁が存在する、選択 N は障壁が存在しない、選択 NA では問題が該当しない。 

 

よって 

(a)提案されたプロジェクト活動と同種のプロジェクト活動であるシナリオ３：提案さ
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れるプロジェクトがCDMプロジェクト活動として実施されないシナリオが実現するこ

とを妨げている。 

Sub-step 3b 提示された障壁がシナリオの少なくともひとつについてはその実施を妨げ

ないことを示す(提案されているプロジェクトを除く) 

シナリオ 3、4 は表 6.2.1 に示すように障壁のために実施不可能であるが、現在の慣行

であるシナリオ 1 は表 6.2.1 のいかなる障壁によっても妨げられない。 

よって 

(b)同定された障壁が少なくとも一つの代替シナリオシナリオ１：現在が継続するシナ

リオの実現を妨げないことを示した。 

 

Step4：一般慣行分析 

Sub-step 4a 提案されたプロジェクトと類似した他のプロジェクト分析 

提案されているプロジェクトの同種のプロジェクトが関係部門や地域においてすでに

普及しているかどうかを分析することによって、Step1～3 のプロジェクトの追加性を実

証する理論を補足する。 

当該プロジェクトであるシナリオ 3 は、タイ国で導入されている EGSB 技術はないた

め、類似プロジェクトは存在しない。よって提案されたプロジェクト活動と類似の過去

に実施された、あるいは現在進行中の活動についての分析提供はできない。 

 

Step5：CDM登録の影響 

当該プロジェクト活動が CDM として承認・登録されること及びプロジェクト活動に

付随する便益とインセンティブが、どのように経済的・財務的障壁(Step2)あるいは他の

特定された障壁(Step3)を緩和し、当該プロジェクトを実施可能にするか説明する。 

当該プロジェクトであるシナリオ 3 については、Step2,3 で記載のとおり、ベースライ

ンシナリオではない。しかし、プロジェクト実施者は、CER 獲得のため嫌気性処理設備

(EGSB)を活用し、気候、水質成分、建設環境等のリスクを踏まえて実施することから追

加的である。 

プロジェクトシナリオであるシナリオ 3 について、CO2削減によって得られるCERの

売却益を考慮したプロジェクトIRRは、クレジット価格を世界銀行「State and Trends of the 

Carbon Markets」を参考にした加重平均価格である 11.56US$/tCO2とした場合で 7.0%(税

引き後)である。 

この結果より、プロジェクトが CDM として登録されることにより CER が発生し、プ

ロジェクト実施の経済的、金融的ハードルを低くして、プロジェクト実施の可能となる。

よって、プロジェクトは追加的なものと認められる。 
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追加性決定-結論 

プロジェクトシナリオである本プロジェクトはタイ国において普及していない高度

なメタン発酵技術(EGSB)を活用していることから、追加的であることが立証され、ま

た、各種バリアにより、シナリオ１：現在が継続するシナリオがベースラインシナリ

オとして選定される。 
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嫌気性ラグーン(Pond 1)全体(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嫌気性ラグーン(Pond 1)全体(3) 
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嫌気性ラグーン(Pond 1)カバー詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嫌気性ラグーン(Pond 1)ブロワー廻り(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嫌気性ラグーン(Pond 1)ブロワー廻り(2) 
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嫌気性ラグーン(Pond 1)、好気性ラグーン(Pond 6)廻り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好気性ラグーン(Pond 6)廻り(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好気性ラグーン(Pond 6)廻り(2) 
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好気性ラグーン(Pond 6)廻り(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好気性ラグーン(Pond 5)廻り(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好気性ラグーン(Pond 5)廻り(2) 
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蒸気ヘッダー廻り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 重油焚きボイラー(非常用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 重油焚きボイラー(非常用) 
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